
選 挙 の 記 録

栃木県選挙管理委員会

令 和 6 年 11 月 17 日 執 行
栃 木 県 知 事 選 挙
栃木県議会議員補欠選挙



期日周知用ポスター 

  



期日周知用ポスター 

  



栃木県知事選挙 テレビＣＭコンテ 

出演:アーティスト・俳優 飯塚瑠乃さん 

 

  

とちぎ選挙啓発サポーターによる啓発 

 

下野新聞社 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県こども応援なないろ 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



栃木県知事選挙 テレビＣＭコンテ 

出演:アーティスト・俳優 飯塚瑠乃さん 
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チーム『山岳戦士オクニッコーマン』 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェイピー 様（日光ランドマーク 様）  つばめソリューション 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮｉＴ 様、ＮｉＴ イマイチ大学 様    �ｒｅａｍＫｉｄｓ簗瀬店 様          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ジェイピー 様（日光ランドマーク 様）  つばめソリューション 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮｉＴ 様、ＮｉＴ イマイチ大学 様    �ｒｅａｍＫｉｄｓ簗瀬店 様          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



栃木放送 様               �も�������� 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新朝プレス 様（もんみや 様） 

 

 

 

                     �も'����$� 様 

 

 

 

 

 

 

 

栃木������レ��ス 様  

期日周知用チラシ           バスフロントグリル幕        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タクシー車体広告（投票日周知用ステッカー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ会場における啓発 

【バスケット：宇都宮ブレックス】         【�ッカー：54��】 
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                     �も'����$� 様 

 

 

 

 

 

 

 

栃木������レ��ス 様  

期日周知用チラシ           バスフロントグリル幕        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タクシー車体広告（投票日周知用ステッカー） 
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新聞広告                 懸垂幕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子連れ投票記念証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネットバナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＮＳを活用した啓発 
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YouTube  
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ＳＮＳを活用した啓発 
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ご当地めいすいくん一覧 

 

宇都宮市 

足利市 

栃木市 

佐野市 

真岡市 

小山市 日光市 
鹿沼市 

那珂川町 

那町 高根沢町 塩谷町 野木町 

大田原市 

壬生町 

市貝町 茂木町 

矢板市 さくら市 那塩原市 

益子町 

上三川町
下野市 

那5山市 

芳賀町 

県① 県② 



ご当地めいすいくん一覧 

 

宇都宮市 

足利市 

栃木市 

佐野市 

真岡市 

小山市 日光市 
鹿沼市 

那珂川町 

那町 高根沢町 塩谷町 野木町 

大田原市 

壬生町 

市貝町 茂木町 

矢板市 さくら市 那塩原市 

益子町 

上三川町
下野市 

那5山市 

芳賀町 

県① 県② 

衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査

(単位：％） (単位：％）

［西暦］ <解散日>

区分 男 女 計

［西暦］

男 女 計

S21.4.10

［��	�］

(水) <S20.12.18>

82.05 64.75 72.15 72.08 S24.1.23

［��	�］

(�)

82.43 64.31 72.81 -

S22.4.25

［��	�］

(�) <S22.�.�1>

78.46 60.39 68.87 67.95 S27.10.1

［��
�］

(水)

84.60 72.57 78.21 76.25

S24.1.23

［��	�］

(�) <S2�.12.2�>

82.44 64.31 72.80 74.04 S28.4.19

［��
�］

(�)

- - - -

S27.10.1

［��
�］

(水) <S2�.8.28>

84.60 72.57 78.21 76.43 S30.2.27

［��

］

(�)

79.91 69.57 74.43 72.21

S28.4.19

［��
�］

(�) <S28.�.1	>

84.16 73.09 78.29 74.22 S33.5.22

［��
］

(�)

86.41 78.56 82.24 76.63

S30.2.27

［��

］

(�) <S�0.1.2	>

83.93 72.75 78.01 75.84 S35.11.20

［����］

(�)

83.13 75.59 79.12 72.30

S33.5.22

［��
］

(�) <S��.	.2
>

86.66 78.71 82.44 76.99 S38.11.21

［����］

(�)

76.96 69.98 73.25 70.22

S35.11.20

［����］

(�) <S�
.10.2	>

84.03 76.50 80.02 73.51 S42.1.29

［����］

(�)

79.04 73.98 76.36 72.53

S38.11.21

［����］

(�) <S�8.10.2�>

77.75 70.76 74.03 71.14 S44.12.27

［����］

(�)

75.58 73.48 74.48 66.41

S42.1.29

［����］

(�) <S	1.12.2�>

79.98 74.88 77.28 73.99 S47.12.10

［����］

(�)

74.63 72.59 73.57 67.61

S44.12.27

［����］

(�) <S		.12.2>

77.16 75.15 76.10 68.51 S51.12.5

［����］

(�)

73.38 72.12 72.73 70.15

S47.12.10

［����］

(�) <S	�.11.1�>

75.88 73.83 74.82 71.76 S54.10.7

［����］

(�)

65.51 62.26 63.84 65.67

S51.12.5

［����］

(�) <����>

74.78 73.18 73.95 73.45 S55.6.22

［���］

(�)

73.65 72.41 73.01 72.51

S54.10.7

［����］

(�) <S
	.�.�>

66.14 62.72 64.38 68.01 S58.12.18

［���］

(�)

63.50 61.21 62.32 66.39

S55.6.22

［���］

(�) <S

.
.1�>

74.60 73.23 73.90 74.57 S61.7.6

［���］

(�)

70.42 70.21 70.31 70.35

S58.12.18

［���］

(�) <S
8.11.28>

63.81 61.42 62.58 67.94 H2.2.18

［����］

(�)

70.96 71.29 71.13 70.58

S61.7.6

［���］

(�) <S�1.�.2>

70.91 70.57 70.74 71.40 H5.7.18

［����］

(�)

65.58 66.03 65.81 64.18

H2.2.18

［����］

(�) <�2.1.2	>

72.84 72.78 72.81 73.31 H8.10.20

［����］

(�)

56.24 55.35 55.79 57.56

H5.7.18

［����］

(�) <�
.�.18>

67.53 67.77 67.65 67.26 H12.6.25

［����］

(�)

60.03 59.65 59.84 60.49

H8.10.20

［����］

(�) <�8.�.2�>

比例

57.36 56.23 56.79 59.62 H15.11.9

［����］

(�)

59.06 58.49 58.77 58.12

小選挙区

57.39 56.25 56.81 59.65 H17.9.11

［���
］

(�)

63.93 64.43 64.18 65.49

H12.6.25

［����］

(�) <�12.�.2>

比例

61.29 60.71 60.99 62.45 H21.8.30

［����］

(�)

66.24 64.99 65.60 66.88

小選挙区

61.32 60.72 61.01 62.49 H24.12.16

［����］

(�)

54.58 51.62 53.08 57.45

H15.11.9

［����］

(�) <�1
.10.10>

比例

60.12 59.47 59.79 59.81 H26.12.14

［���	］

(�)

50.08 47.12 48.58 50.90

小選挙区

60.15 59.50 59.82 59.86 H29.10.22

［����］

(�)

52.32 50.40 51.35 53.34

H17.9.11

［���
］

(�) <�1�.8.8>

比例

65.36 65.74 65.55 67.46 R3.10.31

［����］

(�)

53.34 51.89 52.61 55.69

小選挙区

65.40 65.77 65.58 67.51 R6.10.27

［���	］

(�)

50.81 49.00 49.90 53.64

H21.8.30

［����］

(�) <�21.�.21>

比例

68.08 66.60 67.33 69.27

小選挙区

68.09 66.61 67.35 69.28

H24.12.16

［����］

(�) <�2	.11.1�>

比例

56.21 53.27 54.72 59.31

小選挙区

56.21 53.25 54.71 59.32

H26.12.14

［���	］

(�) <�2�.11.21>

比例

51.59 48.64 50.10 52.65

小選挙区

51.60 48.63 50.10 52.66

H29.10.22

［����］

(�) <�2�.�.28>

比例

52.63 50.69 51.65 53.68

小選挙区

52.63 50.69 51.65 53.68

R3.10.31

［����］

(�) <��.10.1	>

比例

53.77 52.35 53.05 55.92

小選挙区

53.78 52.36 53.06 55.93

R6.10.27

［���	］

(�) <��.10.�>

比例

51.13 49.35 50.24 53.84

小選挙区

51.14 49.35 50.24 53.85

栃　木　県

衆

議

院

議

員

総

選

挙

期　　日 期　　日

最

高

裁

判

所

裁

判

官

国

民

審

査

戦後各種選挙の投票率に関する調

選挙

の

種類

全国

平均

選挙

の

種類

栃　木　県

全国

平均



参議院議員選挙

(単位：％） (単位：％）

［西暦］

区分 男 女 計

［西暦］

区分 男 女 計

S22.4.20

［���］

(日)

全国

73.10 52.38 62.11 60.93 S29.10.17

［�	�］

(日)

地方

73.10 52.38 62.11 61.12

S25.6.4

［�	�］

(日)

全国

77.00 57.87 66.85 72.19 S22.8.15

［���］

(�) 	�

36.86 15.50 25.51 -

地方

77.00 57.87 66.85 72.19 S38.4.6

［�
�］

(�) 	�

51.77 39.37 45.18 -

S28.4.24

［�	�］

(�)

全国

74.96 60.81 67.45 63.18 S49.12.8

［���］

(日) 	�

56.55 52.03 54.21 -

地方

74.96 60.81 67.45 63.18 S58.2.13

［���］

(日) 	�

40.16 35.13 37.58 -

S31.7.8

［�	
］

(日)

全国

72.75 56.71 64.25 62.10 H8.10.20

［�
］

(日) �
�

57.28 56.16 56.71 -

地方

72.76 56.72 64.25 62.11

S34.6.2

［�	］

()

全国

66.83 53.01 59.48 58.74

地方

66.84 53.01 59.49 58.75

S37.7.1

［�
�］

(日)

全国

73.96 64.22 68.77 68.21

地方

73.97 64.22 68.78 68.22

S40.7.4

［�
	］

(日)

全国

74.49 66.43 70.21 67.01

地方

74.49 66.44 70.21 67.01

S43.7.7

［�
�］

(日)

全国

75.66 70.79 73.09 68.89

地方

75.66 70.79 73.09 68.97

S46.6.27

［���］

(日)

全国

64.21 60.01 62.02 59.23

地方

64.22 60.02 62.03 59.24

S49.7.7

［���］

(日)

全国

76.96 75.11 76.00 73.20

地方

76.97 75.11 76.01 73.20

S52.7.10

［���］

(日)

全国

70.77 69.56 70.15 68.48

地方

70.78 69.57 70.16 68.49

S55.6.22

［���］

(日)

全国

74.56 73.20 73.86 74.51

地方

74.58 73.21 73.88 74.54

S58.6.26

［���］

(日)

比例

57.05 53.63 55.30 57.00

選挙区

57.06 53.64 55.31 57.00

S61.7.6

［��
］

(日)

比例

70.85 70.51 70.68 71.32

選挙区

70.90 70.55 70.72 71.36

H元.7.23

［��］

(日)

比例

63.13 61.16 62.13 65.01

選挙区

63.15 61.18 62.14 65.02

H4.7.26

［��］

(日)

比例

54.16 53.39 53.77 50.70

選挙区

54.18 53.41 53.79 50.72

H7.7.23

［�	］

(日)

比例

37.68 34.23 35.93 44.50

選挙区

37.69 34.24 35.94 44.52

H10.7.12

［��］

(日)

比例

57.35 56.19 56.76 58.83

選挙区

57.35 56.19 56.76 58.84

H13.7.29

［����］

(日)

比例

54.32 53.38 53.84 56.42

選挙区

54.33 53.38 53.85 56.44

H16.7.11

［����］

(日)

比例

51.80 50.19 50.98 56.54

選挙区

51.81 50.18 50.99 56.57

H19.7.29

［����］

(日)

比例

57.53 55.80 56.66 58.63

選挙区

57.53 55.81 56.66 58.64

H22.7.11

［����］

(日)

比例

57.57 55.65 56.60 57.92

選挙区

57.57 55.64 56.59 57.92

H25.7.21

［����］

(日)

比例

51.31 48.13 49.70 52.61

選挙区

51.31 48.12 49.69 52.61

H28.7.10

［���
］

(日)

比例

52.64 50.14 51.38 54.69

選挙区

52.64 50.14 51.38 54.70

R元.7.21

［���］

(日)

比例

45.69 42.62 44.14 48.79

選挙区

45.69 42.61 44.14 48.80

R4.7.10

［����］

(日)

比例

47.86 46.12 46.98 52.04

選挙区

47.85 46.11 46.98 52.05

-

（佐野市開票区）

補

欠

選

挙

全国

平均

全国

82.69 74.54 78.26

通

常

選

挙

再

選

挙

期　　日 栃　木　県期　　日

選挙

の

種類

全国

平均

選挙

の

種類

栃　木　県

知事選挙

［西暦］

男 女 計

［西暦］

S22.4.5

［���］

(土)

82.07 68.04 74.71 71.85

S26.4.30

［�	�］

(�)

89.58 82.02 85.57 82.58

S30.2.5

［�		］

(土)

77.20 63.75 70.07 (S30.4.23)

［�		］

74.85

S34.2.1

［�	］

(�)

83.07 74.24 78.38 (S34.4.23)

［�	］

78.25

S38.2.3

［�
�］

(�)

48.62 36.61 42.23 (S38.4.17)

［�
�］

74.62

S42.2.1

［�
�］

(�)

49.42 44.15 46.63 (S42.4.15)

［�
�］

68.70

S46.1.31

［���］

(�)

64.48 60.48 62.39 (S46.4.11)

［���］

72.01

S49.12.8

［���］

(�)

57.08 52.50 54.72 (S50.4.13)

［��	］

71.92

S53.11.26

［���］

(�)

41.85 40.24 41.02 (S54.4.8)

［��］

64.08

S57.11.28

［���］

(�)

46.75 45.64 46.18 (S58.4.10)

［���］

63.21

S59.12.9

［���］

(�)

39.43 37.80 38.60

S63.12.4

［���］

(�)

38.02 37.53 37.77 (S62.4.12)

［���］

59.78

H4.11.29

［��］

(�)

34.74 33.96 34.34 (H3.4.7)

［��］

54.43

H8.12.1

［�
］

(�)

28.80 27.40 28.09 (H7.4.9)

［�	］

55.12

H12.11.19

［����］

(�)

45.78 45.48 45.63 (H11.4.11)

［�］

56.78

H16.11.28

［����］

(�)

47.51 47.78 47.65 (H15.4.3)

［����］

52.63

H20.11.16

［����］

(�)

32.48 32.09 32.28 (H19.4.8)

［����］

54.85

H24.11.18

［����］

(�)

33.82 33.46 33.64 (H23.4.10)

［����］

52.77

H28.11.20

［���
］

(�)

33.39 33.15 33.27 (H27.4.12)

［���	］

47.14

R2.11.15

［����］

(�)

38.48 38.97 38.73 (H31.4.7)

［���］

47.72

R6.11.17

［����］

(�)

31.96 32.14 32.05 (R5.4.9)

［����］

46.78

(単位：％）

選挙

の

種類

栃　木　県期　　日 全国平均（統一選挙）

知

事

選

挙



参議院議員選挙

(単位：％） (単位：％）

［西暦］

区分 男 女 計

［西暦］

区分 男 女 計

S22.4.20

［���］

(日)

全国

73.10 52.38 62.11 60.93 S29.10.17

［�	�］

(日)

地方

73.10 52.38 62.11 61.12

S25.6.4

［�	�］

(日)

全国

77.00 57.87 66.85 72.19 S22.8.15

［���］

(�) 	�

36.86 15.50 25.51 -

地方

77.00 57.87 66.85 72.19 S38.4.6

［�
�］

(�) 	�

51.77 39.37 45.18 -

S28.4.24

［�	�］

(�)

全国

74.96 60.81 67.45 63.18 S49.12.8

［���］

(日) 	�

56.55 52.03 54.21 -

地方

74.96 60.81 67.45 63.18 S58.2.13

［���］

(日) 	�

40.16 35.13 37.58 -

S31.7.8

［�	
］

(日)

全国

72.75 56.71 64.25 62.10 H8.10.20

［�
］

(日) �
�

57.28 56.16 56.71 -

地方

72.76 56.72 64.25 62.11

S34.6.2

［�	］

()

全国

66.83 53.01 59.48 58.74

地方

66.84 53.01 59.49 58.75

S37.7.1

［�
�］

(日)

全国

73.96 64.22 68.77 68.21

地方

73.97 64.22 68.78 68.22

S40.7.4

［�
	］

(日)

全国

74.49 66.43 70.21 67.01

地方

74.49 66.44 70.21 67.01

S43.7.7

［�
�］

(日)

全国

75.66 70.79 73.09 68.89

地方

75.66 70.79 73.09 68.97

S46.6.27

［���］

(日)

全国

64.21 60.01 62.02 59.23

地方

64.22 60.02 62.03 59.24

S49.7.7

［���］

(日)

全国

76.96 75.11 76.00 73.20

地方

76.97 75.11 76.01 73.20

S52.7.10

［���］

(日)

全国

70.77 69.56 70.15 68.48

地方

70.78 69.57 70.16 68.49

S55.6.22

［���］

(日)

全国

74.56 73.20 73.86 74.51

地方

74.58 73.21 73.88 74.54

S58.6.26

［���］

(日)

比例

57.05 53.63 55.30 57.00

選挙区

57.06 53.64 55.31 57.00

S61.7.6

［��
］

(日)

比例

70.85 70.51 70.68 71.32

選挙区

70.90 70.55 70.72 71.36

H元.7.23

［��］

(日)

比例

63.13 61.16 62.13 65.01

選挙区

63.15 61.18 62.14 65.02

H4.7.26

［��］

(日)

比例

54.16 53.39 53.77 50.70

選挙区

54.18 53.41 53.79 50.72

H7.7.23

［�	］

(日)

比例

37.68 34.23 35.93 44.50

選挙区

37.69 34.24 35.94 44.52

H10.7.12

［��］

(日)

比例

57.35 56.19 56.76 58.83

選挙区

57.35 56.19 56.76 58.84

H13.7.29

［����］

(日)

比例

54.32 53.38 53.84 56.42

選挙区

54.33 53.38 53.85 56.44

H16.7.11

［����］

(日)

比例

51.80 50.19 50.98 56.54

選挙区

51.81 50.18 50.99 56.57

H19.7.29

［����］

(日)

比例

57.53 55.80 56.66 58.63

選挙区

57.53 55.81 56.66 58.64

H22.7.11

［����］

(日)

比例

57.57 55.65 56.60 57.92

選挙区

57.57 55.64 56.59 57.92

H25.7.21

［����］

(日)

比例

51.31 48.13 49.70 52.61

選挙区

51.31 48.12 49.69 52.61

H28.7.10

［���
］

(日)

比例

52.64 50.14 51.38 54.69

選挙区

52.64 50.14 51.38 54.70

R元.7.21

［���］

(日)

比例

45.69 42.62 44.14 48.79

選挙区

45.69 42.61 44.14 48.80

R4.7.10

［����］

(日)

比例

47.86 46.12 46.98 52.04

選挙区

47.85 46.11 46.98 52.05

-

（佐野市開票区）

補

欠

選

挙

全国

平均

全国

82.69 74.54 78.26

通

常

選

挙

再

選

挙

期　　日 栃　木　県期　　日

選挙

の

種類

全国

平均

選挙

の

種類

栃　木　県

知事選挙

［西暦］

男 女 計

［西暦］

S22.4.5

［���］

(土)

82.07 68.04 74.71 71.85

S26.4.30

［�	�］

(�)

89.58 82.02 85.57 82.58

S30.2.5

［�		］

(土)

77.20 63.75 70.07 (S30.4.23)

［�		］

74.85

S34.2.1

［�	］

(�)

83.07 74.24 78.38 (S34.4.23)

［�	］

78.25

S38.2.3

［�
�］

(�)

48.62 36.61 42.23 (S38.4.17)

［�
�］

74.62

S42.2.1

［�
�］

(�)

49.42 44.15 46.63 (S42.4.15)

［�
�］

68.70

S46.1.31

［���］

(�)

64.48 60.48 62.39 (S46.4.11)

［���］

72.01

S49.12.8

［���］

(�)

57.08 52.50 54.72 (S50.4.13)

［��	］

71.92

S53.11.26

［���］

(�)

41.85 40.24 41.02 (S54.4.8)

［��］

64.08

S57.11.28

［���］

(�)

46.75 45.64 46.18 (S58.4.10)

［���］

63.21

S59.12.9

［���］

(�)

39.43 37.80 38.60

S63.12.4

［���］

(�)

38.02 37.53 37.77 (S62.4.12)

［���］

59.78

H4.11.29

［��］

(�)

34.74 33.96 34.34 (H3.4.7)

［��］

54.43

H8.12.1

［�
］

(�)

28.80 27.40 28.09 (H7.4.9)

［�	］

55.12

H12.11.19

［����］

(�)

45.78 45.48 45.63 (H11.4.11)

［�］

56.78

H16.11.28

［����］

(�)

47.51 47.78 47.65 (H15.4.3)

［����］

52.63

H20.11.16

［����］

(�)

32.48 32.09 32.28 (H19.4.8)

［����］

54.85

H24.11.18

［����］

(�)

33.82 33.46 33.64 (H23.4.10)

［����］

52.77

H28.11.20

［���
］

(�)

33.39 33.15 33.27 (H27.4.12)

［���	］

47.14

R2.11.15

［����］

(�)

38.48 38.97 38.73 (H31.4.7)

［���］

47.72

R6.11.17

［����］

(�)

31.96 32.14 32.05 (R5.4.9)

［����］

46.78

(単位：％）

選挙

の

種類

栃　木　県期　　日 全国平均（統一選挙）

知

事

選

挙



県議会議員選挙

(単位：％） (単位：％）

［西暦］

男 女 計

［西暦］

男 女 計

S22.4.30

［����］

(水)

88.37 85.69 86.96 81.65 S44.3.2

［����］

(�)

S26.4.30

［����］

(�)

89.58 82.02 85.56 82.99 93.81 92.85 93.30

S30.4.23

［����］

(�)

87.44 81.64 84.37 77.24 S45.7.19

［����］

(�)

S34.4.23

［����］

(�)

87.08 82.52 84.66 79.48 48.35 42.37 45.27

S38.4.17

［����］

(水)

82.80 79.22 80.89 76.85 S47.7.16

［����］

(�)

S42.4.15

［����］

(�)

77.34 75.12 76.17 71.48 69.75 70.24 70.00

S46.4.11

［����］

(�)

79.51 79.11 79.30 72.94 S49.5.12

［����］

(�)

S50.4.13

［����］

(�)

76.48 76.43 76.46 74.13 62.42 63.05 62.75

S54.4.8

［����］

(�)

72.17 72.23 72.20 69.24 S49.5.26

［����］

(�)

S58.4.10

［����］

(�)

70.44 71.73 71.10 68.47 80.15 80.24 80.19

S62.4.12

［����］

(�)

69.21 71.37 70.32 66.66 S57.9.12

［����］

(�)

H3.4.7

［����］

(�)

65.96 68.62 67.31 60.49 78.48 83.02 80.78

H7.4.9

［����］

(�)

57.32 60.21 58.79 56.23 S59.12.9

［����］

(�)

H11.4.11

［����］

(�)

57.07 58.57 57.83 56.70 33.07 31.27 32.15

H15.4.13

［����］

(�)

54.45 56.91 55.70 52.48 63.65 63.27 63.45

H19.4.8

［����］

(�)

49.45 50.54 50.00 52.25 S61.8.10

［����］

(�)

H23.4.10

［����］

(�)

46.40 46.14 46.27 48.15 29.23 26.91 28.03

H27.4.12

［����］

(�)

44.47 43.82 44.14 45.05 S63.12.4

［����］

(�)

H31.4.7

［����］

(�)

40.65 40.23 40.44 44.02 34.78 34.19 34.48

R5.4.9

［����］

(�)

38.15 37.90 38.02 41.85 H2.2.18

［����］

(�)

67.79 67.80 67.80

H2.5.20

［����］

(�)

37.15 36.75 36.94

H4.11.29

［����］

(�)

30.21 29.74 29.97

無投票

50.96 50.91 50.93

無投票

無投票

H8.12.1

［����］

(�)

38.14 37.09 37.60

36.90 36.55 36.72

H12.11.19

［����］

(�)

無投票

61.97 61.35 61.65

H13.7.29

［����］

(�)

54.61 55.04 54.83

H16.11.28

［����］

(�)

60.98 61.24 61.11

56.44 55.89 56.16

H20.11.16

［����］

(�)

無投票

H24.11.18

［����］

(�)

30.96 30.28 30.62

40.58 40.68 40.63

H28.4.10

［����］

(�)

64.24 67.43 65.86

H30.12.9

［����］

(�)

無投票

R6.11.17

［����］

(�)

無投票

期　　日 期　　日　（選挙区名）

（下都賀郡南部）

（��郡3部）

（)都*-）

（�賀郡）

（下都賀郡$部）

（'�郡）

（52-）

（�6-）

（��'&-���9）

（:4-）

（下�-）

（+,-）

（)都*-）

（(8&-）

（)都*-）

（��郡3部）

（�6-�西09）

栃　木　県

（ 都賀郡）

（下都賀郡）

（�;-）

（下都賀郡）

（��郡3部）

（)都*-）

（"--）

（:4-）

（)都*-）

補

欠

選

挙

（�6-）

一

般

選

挙

選挙

の

種類

栃　木　県

全国平均

（�一選挙）

選挙

の

種類

（�6-）

（�#-）

（+,-��29）



県議会議員選挙

(単位：％） (単位：％）

［西暦］

男 女 計

［西暦］

男 女 計

S22.4.30

［����］

(水)

88.37 85.69 86.96 81.65 S44.3.2

［����］

(�)

S26.4.30

［����］

(�)

89.58 82.02 85.56 82.99 93.81 92.85 93.30

S30.4.23

［����］

(�)

87.44 81.64 84.37 77.24 S45.7.19

［����］

(�)

S34.4.23

［����］

(�)

87.08 82.52 84.66 79.48 48.35 42.37 45.27

S38.4.17

［����］

(水)

82.80 79.22 80.89 76.85 S47.7.16

［����］

(�)

S42.4.15

［����］

(�)

77.34 75.12 76.17 71.48 69.75 70.24 70.00

S46.4.11

［����］

(�)

79.51 79.11 79.30 72.94 S49.5.12

［����］

(�)

S50.4.13

［����］

(�)

76.48 76.43 76.46 74.13 62.42 63.05 62.75

S54.4.8

［����］

(�)

72.17 72.23 72.20 69.24 S49.5.26

［����］

(�)

S58.4.10

［����］

(�)

70.44 71.73 71.10 68.47 80.15 80.24 80.19

S62.4.12

［����］

(�)

69.21 71.37 70.32 66.66 S57.9.12

［����］

(�)

H3.4.7

［����］

(�)

65.96 68.62 67.31 60.49 78.48 83.02 80.78

H7.4.9

［����］

(�)

57.32 60.21 58.79 56.23 S59.12.9

［����］

(�)

H11.4.11

［����］

(�)

57.07 58.57 57.83 56.70 33.07 31.27 32.15

H15.4.13

［����］

(�)

54.45 56.91 55.70 52.48 63.65 63.27 63.45

H19.4.8

［����］

(�)

49.45 50.54 50.00 52.25 S61.8.10

［����］

(�)

H23.4.10

［����］

(�)

46.40 46.14 46.27 48.15 29.23 26.91 28.03

H27.4.12

［����］

(�)

44.47 43.82 44.14 45.05 S63.12.4

［����］

(�)

H31.4.7

［����］

(�)

40.65 40.23 40.44 44.02 34.78 34.19 34.48

R5.4.9

［����］

(�)

38.15 37.90 38.02 41.85 H2.2.18

［����］

(�)

67.79 67.80 67.80

H2.5.20

［����］

(�)

37.15 36.75 36.94

H4.11.29

［����］

(�)

30.21 29.74 29.97

無投票

50.96 50.91 50.93

無投票

無投票

H8.12.1

［����］

(�)

38.14 37.09 37.60

36.90 36.55 36.72

H12.11.19

［����］

(�)

無投票

61.97 61.35 61.65

H13.7.29

［����］

(�)

54.61 55.04 54.83

H16.11.28

［����］

(�)

60.98 61.24 61.11

56.44 55.89 56.16

H20.11.16

［����］

(�)

無投票

H24.11.18

［����］

(�)

30.96 30.28 30.62

40.58 40.68 40.63

H28.4.10

［����］

(�)

64.24 67.43 65.86

H30.12.9

［����］

(�)

無投票

R6.11.17

［����］

(�)

無投票

期　　日 期　　日　（選挙区名）

（下都賀郡南部）

（��郡3部）

（)都*-）

（�賀郡）

（下都賀郡$部）

（'�郡）

（52-）

（�6-）

（��'&-���9）

（:4-）

（下�-）

（+,-）

（)都*-）

（(8&-）

（)都*-）

（��郡3部）

（�6-�西09）

栃　木　県

（ 都賀郡）

（下都賀郡）

（�;-）

（下都賀郡）

（��郡3部）

（)都*-）

（"--）

（:4-）

（)都*-）

補

欠

選

挙

（�6-）

一

般

選

挙

選挙

の

種類

栃　木　県

全国平均

（�一選挙）

選挙

の

種類

（�6-）

（�#-）

（+,-��29）
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Ⅰ  選 挙 の 概 要 

 

栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙は、11 月 17 日（日）に執行された。 

今回の知事選挙は、福田富一知事の任期が同年 12 月８日に満了することに伴い行われた

ものであり、また、県議会議員補欠選挙は議員が鹿沼市長選挙へ立候補したことに伴い、鹿

沼市選挙区において１名の欠員が生じていたため、公職選挙法第 113 条第３項の規定により、

知事選挙に便乗して行われたものである。 

選挙期日は、８月 21 日開催の県選挙管理委員会において論議された。既に宇都宮市長選挙

の期日が、市選挙管理委員会において 11 月 17 日と決定していたことから、有権者の利便性

を考慮して市長選挙と同日とし、告示日は 10 月 31 日と決定した。解散総選挙の日程によっ

ては、知事選挙と解散総選挙を同日とする可能性もあるとして、11 月 10 日投開票での同日

選の日程もÚ�していたが 10 月１日に行われる衆�}院本会議の*õÇ名選挙よりも前の

９月 30 日、自民党総裁に就任した石破氏は「10 月 15 日公示、27 日投開票」の日程で衆院選

を行<Á向を�Ðしたため、衆議院議員総選挙との同日選挙はなくなったものの、解散総選

挙と並行して知事選挙・県議補欠選挙の執行に臨むこととなった。 

知事選挙の立候補�定者�Ð会に出¼したのは３%§であったが、届出を行ったのは、無

所属で現職の福田富一氏及び無所属で新人の針川佐久眞氏の２人であり、10 月 31 日から 17

日間の選挙戦に突入した。 

一方、県議会議員補欠選挙は 11 月８日に告示され、立憲民主党新人の大貫毅氏のみが立候

補届出を行い、無投票となった。 

選挙啓発に#しては、前回の知事選同様、�(での啓発や集²ªのgtントは実施IH、

デジタルコンテンツ等を活用した啓発を実施し、特に投票率の低い若年層に向けたターゲテ

ィング広告に力を入れた。具体的には、アーティスト・俳優の飯塚瑠乃さんを起用した動画

広告をとちぎテレビで放送したほか、YouTube や Instagram でターゲティング広告として配

信した。 

令和５年 12 月に募集を開始した「とちぎ選挙啓発サポーター」に登録された企業・団体等

は、10 月の衆議院議員解散総選挙に続き、本選挙においてもそれぞれの企業・団体等におい

てポスターの掲示による選挙期日の周知や SNSにおける投票呼び掛け等を行った。 

また、県及び市町のご当地めいすいくんを作成し、県・市町選挙管理委員会の啓発に活用

した。特に、県のご当地めいすいくんである「めいすいとちまるくん」をあしらったホログ

ラムコーティングの親子連れ投票記念証を配7し、好評を得た。 

市町選挙管理委員会においても、それぞれ地域の実情に即した啓発活動が行われるととも

に、選挙人の利便性向上を図るため、10 月に執行された衆議院議員総選挙と同様、日光市に

おいて同市内の３つの集会所及び県立学校４校に、那須烏山市において同市内２商業施設に

移動期日前投票所が設�された。 

また、コロナ禍で期日前投票の積極的利用を呼び掛け、過去最高の期日前投票者数となっ
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た前回をやや下回る期日前投票者数（198,670 人）となった。投票者数に占める期日前投票者

数が 39.10％となり、前回選挙に比べ、6.46 ポイント上回った。:

しかしながら、最終的な投票率については前回から 6.68 ポイント下回る 32.05％となり、

過去最低だった平成８年 12 月１日執行の 28.09％に次ぐ低投票率となった。:

なお、今回は、知事選挙と同日で県議会議員補欠選挙（鹿沼市選挙区）が予定されたほか、

宇都宮市では市長選挙が行われたため、投票用紙の交付誤り等が懸念されたが、投開票事務

や投開票結果の速報・公表事務い�れについても、事故やミスもなく、適切な事務�理がな

された。:
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１ 知事選挙 

(1) 候補者及び当選人 

 

 （注）１ 通称の認定をした者の候補者名については、通称のほかに戸籍名を括弧書きとした。 

２ 本籍は、都道府県名のみを記載した。 

３ 住所は、市区町村名までを記載した。 

４ 年齢は、選挙期日現在の満年齢である。 

５ 届出受理番号に〇を付した者は、当選人である。 

届出 

受理 

番号 

届   出 

 

年 月 日 

届出 

 

の別 

ふりがな 

候 補 者 氏 名 

（戸籍名） 

本 籍 住 所 年 齢 党 派 職 業 

一 の ウ ェ ブ

サ イ ト 等 の

ア ド レ ス 

１ 

令 和 ６ 

（!0!F）年 

1 0月 3 1日 

本人 

 

届出 

福田

ふ く だ

 とみか* 

（福田 d一） 

栃木県 

栃木県 

宇都宮 

市 

満71歳 無所属 

栃木県 

 

知 事 

https://www. 

tomikazu.com 

２ 

令 和 ６ 

（!0!F）年 

1 0月 3 1日 

本人 

 

届出 

針

はり

川

かわ

 ('ま 

（針川 RK�） 

栃木県 

栃木県 

下都賀 

郡壬生 

町○○ 

満7F歳 無所属 

団 体 

 

役 員 

 

－ 3－
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�
.
9
�

4
4
7

1
3
.
0
8

3
,
4
1
7

0
0

3
,
4
1
7

6
3

3
,
4
8
0

0
3
,
4
8
0

1
.
8
1

1
0
0
.
0
0

1
9
:
2
4

芳
賀
町

*
4
,
3
1
0

8
8
.
5
�

5
5
7

1
1
.
�
�

4
,
8
6
7

0
0

4
,
8
6
7

5
9

4
,
9
2
6

0
4
,
9
2
6

1
.
2
0

1
0
0
.
0
0

2
0
:
4
2

芳
賀
郡
計

1
7
,
0
8
1

8
	
.
5
�

2
,
4
2
7

1
�
.
�
�

1
9
,
5
0
8

0
0

1
9
,
5
0
8

2
9
7

1
9
,
8
0
5

0
1
9
,
8
0
5

1
.
5
0

1
0
0
.
0
0

壬
生
町

*
8
,
5
2
7

8
�
.
9
�

1
,
5
1
4

1
5
.
0
8

1
0
,
0
4
1

0
0

1
0
,
0
4
1

1
7
1

1
0
,
2
1
2

0
1
0
,
2
1
2

1
.
6
7

1
0
0
.
0
0

2
1
:
0
9

野
木
町

*
4
,
7
9
2

8
1
.
�
�

1
,
1
0
8

1
8
.
	
8

5
,
9
0
0

0
0

5
,
9
0
0

1
2
1

6
,
0
2
1

0
6
,
0
2
1

2
.
0
1

1
0
0
.
0
0

2
1
:
0
7

下
都
賀
郡
計

1
3
,
3
1
9

8
3
.
5
5

2
,
6
2
2

1
�
.
�
5

1
5
,
9
4
1

0
0

1
5
,
9
4
1

2
9
2

1
6
,
2
3
3

0
1
6
,
2
3
3

1
.
8
0

1
0
0
.
0
0

塩
谷
町

*
2
,
2
6
9

8
1
.
3
8

5
1
9

1
8
.
�
�

2
,
7
8
8

0
0

2
,
7
8
8

9
5

2
,
8
8
3

0
2
,
8
8
3

3
.
3
0

1
0
0
.
0
0

1
9
:
3
0

高
根
沢
町

*
6
,
8
1
2

8
�
.
�
�

1
,
0
4
9

1
3
.
3
�

7
,
8
6
1

0
0

7
,
8
6
1

1
6
4

8
,
0
2
5

0
8
,
0
2
5

2
.
0
4

1
0
0
.
0
0

2
0
:
5
3

塩
谷
郡
計

9
,
0
8
1

8
5
.
�
8

1
,
5
6
8

1
�
.
	
�

1
0
,
6
4
9

0
0

1
0
,
6
4
9

2
5
9

1
0
,
9
0
8

0
1
0
,
9
0
8

2
.
3
7

1
0
0
.
0
0

那
須
町

*
5
,
9
1
1

8
�
.
�
9

1
,
2
5
5

1
	
.
5
1

7
,
1
6
6

0
0

7
,
1
6
6

1
7
2

7
,
3
3
8

0
7
,
3
3
8

2
.
3
4

1
0
0
.
0
0

1
9
:
5
0

那
R
川
町

*
4
,
1
7
6

8
	
.
1
�

6
1
5

1
�
.
8
�

4
,
7
9
1

0
0

4
,
7
9
1

1
0
0

4
,
8
9
1

0
4
,
8
9
1

2
.
0
4

1
0
0
.
0
0

2
1
:
2
8

那
須
郡
計

1
0
,
0
8
7

8
�
.
3
�

1
,
8
7
0

1
5
.
�
�

1
1
,
9
5
7

0
0

1
1
,
9
5
7

2
7
2

1
2
,
2
2
9

0
1
2
,
2
2
9

2
.
2
2

1
0
0
.
0
0

市
部
計

3
5
8
,
3
4
4

8
3
.
3
9

7
1
,
3
9
3

1
�
.
�
1

4
2
9
,
7
3
7

0
0

4
2
9
,
7
3
7

1
1
,
9
3
6

4
4
1
,
6
7
3

3
4
4
1
,
6
7
6

2
.
7
0

1
0
0
.
0
0

郡
部
計

5
5
,
6
4
1

8
5
.
�
1

9
,
5
0
8

1
�
.
5
9

6
5
,
1
4
9

0
0

6
5
,
1
4
9

1
,
2
5
3

6
6
,
4
0
2

0
6
6
,
4
0
2

1
.
8
9

1
0
0
.
0
0

県
　
計

4
1
3
,
9
8
5

8
3
.
�
5

8
0
,
9
0
1

1
�
.
3
5

4
9
4
,
8
8
6

0
0

4
9
4
,
8
8
6

1
3
,
1
8
9

5
0
8
,
0
7
5

3
5
0
8
,
0
7
8

2
.
6
0

1
0
0
.
0
0

法
定
得
票
数
(
1
2
3
,
7
2
1
.
5
0
0
)
 
供
託
物
没
収
点
(
4
9
,
4
8
8
.
6
0
0
)

(
�
)

確 定 表 示

1

開 票 率

無
所
属

無 効

投 票 率

い ず れ の 候

補 者 に も 属

し な い 票 数

確 定

時 刻

得
票
数

得
票
数

得
票
数

不 受 理

持 ち 帰 り 等

投 票 者

総 数

候
補
者
別
市
町
村
別
得
票
数
調
 
 
2
2
時
4
6
分
 
現
在
 
（
確
定
）

得
票
数

得
票
数

得
票
数

福
田
　
と
み
か
ず

無
所
属

2

針
川
　
さ
く
ま

投 票 総 数

得 票 総 数

有 効

投 票 数

按 分 の 際

切 り 捨 て た

票 数

無 効

投 票 数

（
　
）
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２ 県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙 

(1) 候補者及び当選人 

 

 （注）１ 通称の認定をした者の候補者名については、通称のほかに戸籍名を括弧書きとした。 

２ 本籍は、都道府県名のみを記載した。 

３ 住所は、市区町村名までを記載した。 

４ 年齢は、選挙期日現在の満年齢である。 

５ 届出受理番号に〇を付した者は、当選人である。 

届出 

受理 

番号 

届   出 

 

年 月 日 

届出 

 

の別 

ふりがな 

候補者氏名 

（戸籍名） 

本 籍 住 所 年 齢 党 派 職 業 

一 の ウ ェ ブ

サ イ ト 等 の

ア ド レ ス 

新 

現 

元 

１ 

令 和 ６ 

（"�"4）年 

1 1月 ８ 日 

本人 

 

届出 

大貫

おおぬき

  z

たけし

 

栃木県 

栃木県 

 

鹿沼市 

満64歳 

立 憲 

 

民主党 

団体役員 

https://www.tak

eshi-onuki.com/ 

新 

 

 

 

 

 

Ⅲ 速    報 
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Ⅲ 速    報 

 

 

 

 

 



１　知事選挙

 （１）　投票結果（確定）速報時刻

～１９：００ ～１９：３０ ～２０：００ ～２０：３０ ～２１：００

1 宇 都 宮 市 20:48

2 足 利 市 20:07

3 栃 木 市 20:32

4 佐 野 市 20:19

5 鹿 沼 市 20:12

6 日 光 市 19:50

7 小 山 市 20:11

8 真 岡 市 20:01

9 大 田 原 市 18:58

10 ; / 市 19:54

11 � 
 " 原 市 19:16

12 � � � 市 19:47

13 � 
 4 山 市 19:00

14 � 野 市 20:14

15 � � + 8 19:55

16 9 % 8 19:06

17 � 木 8 18:55

18 市 � 8 19:02

19 � � 8 19:46

20 # 6 8 19:29

21 野 木 8 19:53

22 " � 8 18:44

23 � 1 2 8 19:41

24 � 
 8 18:40

25 � 5 + 8 20:06

上記時刻は、県選管が選挙速報システムで受信した時刻です。

開　　票　　区



１　知事選挙

 （１）　投票結果（確定）速報時刻

～１９：００ ～１９：３０ ～２０：００ ～２０：３０ ～２１：００

1 宇 都 宮 市 20:48

2 足 利 市 20:07

3 栃 木 市 20:32

4 佐 野 市 20:19

5 鹿 沼 市 20:12

6 日 光 市 19:50

7 小 山 市 20:11

8 真 岡 市 20:01

9 大 田 原 市 18:58

10 ; / 市 19:54

11 � 
 " 原 市 19:16

12 � � � 市 19:47

13 � 
 4 山 市 19:00

14 � 野 市 20:14

15 � � + 8 19:55

16 9 % 8 19:06

17 � 木 8 18:55

18 市 � 8 19:02

19 � � 8 19:46

20 # 6 8 19:29

21 野 木 8 19:53

22 " � 8 18:44

23 � 1 2 8 19:41

24 � 
 8 18:40

25 � 5 + 8 20:06

上記時刻は、県選管が選挙速報システムで受信した時刻です。

開　　票　　区
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 （２）　開票結果（確定）速報時刻

開票開始時刻

～１９：３０ ～２０：００ ～２０：３０ ～２１：００ ～２１：３０ ～２２：００ ～２２：３０ ～２３：００

1 宇 都 宮 市 20:20 22:46

2 �  市 20:05 21:34

3 栃 木 市 20:10 21:26

4 佐 野 市 20:15 21:20

5 鹿 沼 市 20:00 21:12

6 日 光 市 20:00 20:48

7 小 山 市 20:00 21:41

8 真 岡 市 20:00 20:37

9 大 田 原 市 19:20 20:14

10 ; / 市 20:00 21:08

11 � 
 " 原市 19:20 20:22

12 � � � 市 20:00 20:51

13 � 
 4 山市 20:00 20:56

14 � 野 市 20:00 21:29

15 � � + 8 20:00 20:49

16 9 % 8 19:00 19:54

17 � 木 8 20:00 20:20

18 市 � 8 19:00 19:24

19 � � 8 20:00 20:42

20 # 6 8 20:00 21:09

21 野 木 8 20:00 21:07

22 " � 8 19:00 19:30

23 � 1 2 8 20:00 20:53

24 � 
 8 19:00 19:50

25 � 5 + 8 20:20 21:28

上記時刻は、県選管が選挙速報システムで受信した時刻です。

開　票　区

 

 

 

 

 

Ⅳ 統    計 
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Ⅳ 統    計 

 

 

 

 

 



１ 知事選挙

（１） 選挙人名簿登録者数に関する調

男 女 計 男 女 計

1 宇 都 宮 市 214,416 214,428 428,844 0 0 0 428,844

2 
 7 市 57,592 60,382 117,974 0 0 0 117,974

3 栃 木 市 63,914 65,084 128,998 0 0 0 128,998

4 5 � 市 47,099 48,321 95,420 0 1 1 95,421

5 鹿 沼 市 39,022 39,938 78,960 0 0 0 78,960

6 日 光 市 31,949 33,594 65,543 0 0 0 65,543

7 C D 市 68,337 67,472 135,809 0 0 0 135,809

8 b E 市 32,173 31,192 63,365 0 0 0 63,365

9 > [ 8 市 28,708 29,271 57,979 0 0 0 57,979

10 c P 市 12,973 13,269 26,242 0 0 0 26,242

11 � � < 8 市 48,045 48,834 96,879 0 0 0 96,879

12 さ � ' 市 18,315 17,966 36,281 0 0 0 36,281

13 � � V D 市 10,388 10,417 20,805 0 0 0 20,805

14 3 � 市 24,822 25,281 50,103 0 0 0 50,103

15 2 1 F 町 13,165 12,458 25,623 0 0 0 25,623

16 _ @ 町 9,170 9,207 18,377 0 0 0 18,377

17 � 木 町 5,142 5,179 10,321 2 0 2 10,323

18 市 � 町 4,878 4,664 9,542 0 0 0 9,542

19 � 	 町 6,504 6,380 12,884 0 0 0 12,884

20 = Z 町 15,856 16,454 32,310 0 0 0 32,310

21 � 木 町 10,517 10,711 21,228 0 0 0 21,228

22 < � 町 4,388 4,432 8,820 0 0 0 8,820

23 � R T 町 12,923 11,575 24,498 1 1 2 24,500

24 � � 町 10,422 10,617 21,039 0 0 0 21,039

25 � X F 町 6,500 6,267 12,767 0 0 0 12,767

697,753 705,449 1,403,202 0 1 1 1,403,203

99,465 97,944 197,409 3 1 4 197,413

797,218 803,393 1,600,611 3 2 5 1,600,616

※ 「補正登録により登録された者の数」は選挙時登録（10月30日）後、選挙当日（11月17日）までに補正登録された者の数

合計

町 計

県 計

選挙時登録日現在の選挙人名簿登録者数 補正登録により登録された者の数

市町名

項　目

市 計



１ 知事選挙

（１） 選挙人名簿登録者数に関する調

男 女 計 男 女 計

1 宇 都 宮 市 214,416 214,428 428,844 0 0 0 428,844

2 
 7 市 57,592 60,382 117,974 0 0 0 117,974

3 栃 木 市 63,914 65,084 128,998 0 0 0 128,998

4 5 � 市 47,099 48,321 95,420 0 1 1 95,421

5 鹿 沼 市 39,022 39,938 78,960 0 0 0 78,960

6 日 光 市 31,949 33,594 65,543 0 0 0 65,543

7 C D 市 68,337 67,472 135,809 0 0 0 135,809

8 b E 市 32,173 31,192 63,365 0 0 0 63,365

9 > [ 8 市 28,708 29,271 57,979 0 0 0 57,979

10 c P 市 12,973 13,269 26,242 0 0 0 26,242

11 � � < 8 市 48,045 48,834 96,879 0 0 0 96,879

12 さ � ' 市 18,315 17,966 36,281 0 0 0 36,281

13 � � V D 市 10,388 10,417 20,805 0 0 0 20,805

14 3 � 市 24,822 25,281 50,103 0 0 0 50,103

15 2 1 F 町 13,165 12,458 25,623 0 0 0 25,623

16 _ @ 町 9,170 9,207 18,377 0 0 0 18,377

17 � 木 町 5,142 5,179 10,321 2 0 2 10,323

18 市 � 町 4,878 4,664 9,542 0 0 0 9,542

19 � 	 町 6,504 6,380 12,884 0 0 0 12,884

20 = Z 町 15,856 16,454 32,310 0 0 0 32,310

21 � 木 町 10,517 10,711 21,228 0 0 0 21,228

22 < � 町 4,388 4,432 8,820 0 0 0 8,820

23 � R T 町 12,923 11,575 24,498 1 1 2 24,500

24 � � 町 10,422 10,617 21,039 0 0 0 21,039

25 � X F 町 6,500 6,267 12,767 0 0 0 12,767

697,753 705,449 1,403,202 0 1 1 1,403,203

99,465 97,944 197,409 3 1 4 197,413

797,218 803,393 1,600,611 3 2 5 1,600,616

※ 「補正登録により登録された者の数」は選挙時登録（10月30日）後、選挙当日（11月17日）までに補正登録された者の数

合計

町 計

県 計

選挙時登録日現在の選挙人名簿登録者数 補正登録により登録された者の数

市町名

項　目

市 計
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（２） 有効投票に関する調

市町名

1 宇 都 宮 市

156,729 0 156,729

2 足 利 市

28,495 0 28,495

3 栃 木 市

35,819 0 35,819

4 佐 野 市

25,738 0 25,738

5 鹿 沼 市

22,570 0 22,570

6 日 光 市

21,549 0 21,549

7 小 山 市

34,081 0 34,081

8 真 岡 市

18,931 0 18,931

9 大 田 原 市

17,133 0 17,133

1� @ 2 市

8,527 0 8,527

11 � � % 原 市

26,922 0 26,922

12 � � � 市

10,410 0 10,410

13 � � 7 山 市

7,886 0 7,886

14 � 野 市

14,947 0 14,947

15 � � . 町

7,094 0 7,094

16 < ( 町

6,703 0 6,703

17 � 木 町

4,521 0 4,521

18 市 � 町

3,417 0 3,417

19 � � 町

4,867 0 4,867

2� & 9 町

10,041 0 10,041

21 野 木 町

5,900 0 5,900

22 % � 町

2,788 0 2,788

23  4 5 町

7,861 0 7,861

24 � � 町

7,166 0 7,166

25 � 8 . 町

4,791 0 4,791

429,737 0 429,737

65,149 0 65,149

494,886 0 494,886

項　目

法第68条の2第4項によって

あん分した投票数

法第68条の2第1項��の

投票数

合　　　計

町 計

県 計

市 計

（３） 無効投票に関する調

項　　目

市　町　名

1 宇 都 宮 市 0 287 3 0 24 0 25 3,903 1,203 885 0 6,330

2 足 利 市 0 58 0 0 8 0 16 375 199 124 0 780

3 a _ 市 0 54 1 0 12 0 7 352 130 79 0 635

4 佐 野 市 0 40 2 7 10 0 9 296 104 94 0 562

5 鹿 沼 市 0 30 7 0 10 0 5 198 76 73 0 399

6 日 光 市 0 23 1 0 8 0 0 178 93 60 0 363

7 小 山 市 0 37 2 0 8 0 3 397 139 73 0 659

8 真 岡 市 0 19 3 0 5 0 0 127 80 80 0 314

9 大 田 原 市 0 25 4 0 7 0 0 181 81 37 0 335

10 r ` 市 0 11 0 0 4 0 0 103 61 35 0 214

11 ��N原市 0 26 0 0 9 0 38 380 210 24 0 687

12 & $ 2 市 0 15 6 0 4 0 2 100 55 35 0 217

13 ��g山市 0 15 0 0 6 0 3 85 23 17 0 149

14 > 野 市 0 17 1 0 1 0 7 180 61 25 0 292

15 上 < X 町 0 13 0 0 4 0 0 77 34 5 0 133

16 n Q 町 0 6 0 0 2 0 2 70 20 17 0 117

17 � _ 町 0 7 0 0 1 0 1 18 18 13 0 58

18 市  町 0 7 0 0 1 0 1 29 10 15 0 63

19 � � 町 0 3 3 0 0 0 1 36 12 4 0 59

20 O i 町 0 12 1 1 4 0 2 106 35 10 0 171

21 野 _ 町 0 7 0 0 3 0 0 71 40 0 0 121

22 N � 町 0 8 0 0 2 0 2 45 18 20 0 95

23 � b e 町 0 14 0 0 4 0 0 92 35 19 0 164

24 � � 町 0 16 3 0 2 0 0 100 38 13 0 172

25 � h X 町 0 16 1 0 4 0 0 53 20 6 0 100

0 657 30 7 116 0 115 6,855 2,515 1,641 0 11,936

0 109 8 1 27 0 9 697 280 122 0 1,253

0 766 38 8 143 0 124 7,552 2,795 1,763 0 13,189

町 計

県 計

市 計

所定の用

紙を用い

ないもの

候補者で

ない者K

は候補者

となるこ

と"で#

ない者の

氏名を記

載したも

の

二人以上

の候補者

の氏名を

記載した

もの

被選挙権

のない候

補者の氏

名を記載

したもの

候補者の

氏名の0

か他事を

記載した

もの

候補者の

氏名を�

書しない

もの

候補者の

何人を記

載したか

を確認し

難いもの

白紙投票 単に雑事

を記載し

たもの

単に記号

符号を記

載したも

の

その他 計
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（２） 有効投票に関する調

市町名

1 宇 都 宮 市

156,729 0 156,729

2 足 利 市

28,495 0 28,495

3 栃 木 市

35,819 0 35,819

4 佐 野 市

25,738 0 25,738

5 鹿 沼 市

22,570 0 22,570

6 日 光 市

21,549 0 21,549

7 小 山 市

34,081 0 34,081

8 真 岡 市

18,931 0 18,931

9 大 田 原 市

17,133 0 17,133

1� @ 2 市

8,527 0 8,527

11 � � % 原 市

26,922 0 26,922

12 � � � 市

10,410 0 10,410

13 � � 7 山 市

7,886 0 7,886

14 � 野 市

14,947 0 14,947

15 � � . 町

7,094 0 7,094

16 < ( 町

6,703 0 6,703

17 � 木 町

4,521 0 4,521

18 市 � 町

3,417 0 3,417

19 � � 町

4,867 0 4,867

2� & 9 町

10,041 0 10,041

21 野 木 町

5,900 0 5,900

22 % � 町

2,788 0 2,788

23  4 5 町

7,861 0 7,861

24 � � 町

7,166 0 7,166

25 � 8 . 町

4,791 0 4,791

429,737 0 429,737

65,149 0 65,149

494,886 0 494,886

項　目

法第68条の2第4項によって

あん分した投票数

法第68条の2第1項��の

投票数

合　　　計

町 計

県 計

市 計

（３） 無効投票に関する調

項　　目

市　町　名

1 宇 都 宮 市 0 287 3 0 24 0 25 3,903 1,203 885 0 6,330

2 足 利 市 0 58 0 0 8 0 16 375 199 124 0 780

3 a _ 市 0 54 1 0 12 0 7 352 130 79 0 635

4 佐 野 市 0 40 2 7 10 0 9 296 104 94 0 562

5 鹿 沼 市 0 30 7 0 10 0 5 198 76 73 0 399

6 日 光 市 0 23 1 0 8 0 0 178 93 60 0 363

7 小 山 市 0 37 2 0 8 0 3 397 139 73 0 659

8 真 岡 市 0 19 3 0 5 0 0 127 80 80 0 314

9 大 田 原 市 0 25 4 0 7 0 0 181 81 37 0 335

10 r ` 市 0 11 0 0 4 0 0 103 61 35 0 214

11 ��N原市 0 26 0 0 9 0 38 380 210 24 0 687

12 & $ 2 市 0 15 6 0 4 0 2 100 55 35 0 217

13 ��g山市 0 15 0 0 6 0 3 85 23 17 0 149

14 > 野 市 0 17 1 0 1 0 7 180 61 25 0 292

15 上 < X 町 0 13 0 0 4 0 0 77 34 5 0 133

16 n Q 町 0 6 0 0 2 0 2 70 20 17 0 117

17 � _ 町 0 7 0 0 1 0 1 18 18 13 0 58

18 市  町 0 7 0 0 1 0 1 29 10 15 0 63

19 � � 町 0 3 3 0 0 0 1 36 12 4 0 59

20 O i 町 0 12 1 1 4 0 2 106 35 10 0 171

21 野 _ 町 0 7 0 0 3 0 0 71 40 0 0 121

22 N � 町 0 8 0 0 2 0 2 45 18 20 0 95

23 � b e 町 0 14 0 0 4 0 0 92 35 19 0 164

24 � � 町 0 16 3 0 2 0 0 100 38 13 0 172

25 � h X 町 0 16 1 0 4 0 0 53 20 6 0 100

0 657 30 7 116 0 115 6,855 2,515 1,641 0 11,936

0 109 8 1 27 0 9 697 280 122 0 1,253

0 766 38 8 143 0 124 7,552 2,795 1,763 0 13,189

町 計

県 計

市 計

所定の用

紙を用い

ないもの

候補者で

ない者K

は候補者

となるこ

と"で#

ない者の

氏名を記

載したも

の

二人以上

の候補者

の氏名を

記載した

もの

被選挙権

のない候

補者の氏

名を記載

したもの

候補者の

氏名の0

か他事を

記載した

もの

候補者の

氏名を�

書しない

もの

候補者の

何人を記

載したか

を確認し

難いもの

白紙投票 単に雑事

を記載し

たもの

単に記号

符号を記

載したも

の

その他 計
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　（４） 仮投票に関する調

　　　     ��
�

（５） 点字投票に関する調

有　効 無　効

1 宇 都 宮 市 30 29 1

2 足 利 市 2 2 0

3 栃 木 市 4 4 0

4 佐 野 市 3 3 0

5 鹿 沼 市 3 3 0

6 日 光 市 3 3 0

7 小 山 市 1 1 0

8 真 岡 市 3 3 0

9 大 田 原 市 2 2 0

10 < / 市 1 1 0

11 ��"原市 5 5 0

12 � � � 市 0 0 0

13 ��4山市 0 0 0

14 � 野 市 1 1 0

15 � � + 町 1 1 0

16 9 % 町 0 0 0

17 � 木 町 0 0 0

18 市 � 町 0 0 0

19 � � 町 0 0 0

20 # 6 町 4 4 0

21 野 木 町 1 1 0

22 " � 町 0 0 0

23 � 1 2 町 0 0 0

24 � � 町 3 3 0

25 � 5 + 町 0 0 0

58 57 1

9 9 0

67 66 1

内　訳

市 計

町 計

県 計

総　数

項　目

市町名
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（５） 点字投票に関する調

有　効 無　効

1 宇 都 宮 市 30 29 1

2 足 利 市 2 2 0

3 栃 木 市 4 4 0

4 佐 野 市 3 3 0

5 鹿 沼 市 3 3 0

6 日 光 市 3 3 0

7 小 山 市 1 1 0

8 真 岡 市 3 3 0

9 大 田 原 市 2 2 0

10 < / 市 1 1 0

11 ��"原市 5 5 0

12 � � � 市 0 0 0

13 ��4山市 0 0 0

14 � 野 市 1 1 0

15 � � + 町 1 1 0

16 9 % 町 0 0 0

17 � 木 町 0 0 0

18 市 � 町 0 0 0

19 � � 町 0 0 0

20 # 6 町 4 4 0

21 野 木 町 1 1 0

22 " � 町 0 0 0

23 � 1 2 町 0 0 0

24 � � 町 3 3 0

25 � 5 + 町 0 0 0

58 57 1

9 9 0

67 66 1

内　訳

市 計

町 計

県 計

総　数

項　目

市町名
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（６） 代理投票に関する調

1 宇 都 宮 市 89 140 229

2 足 利 市 28 106 134

3 栃 木 市 12 18 30

4 佐 野 市 6 14 20

5 鹿 沼 市 6 15 21

6 日 光 市 19 30 49

7 小 山 市 17 14 31

8 真 岡 市 11 9 20

9 大 田 原 市 8 13 21

10 < / 市 5 5 10

11 ��"原市 7 18 25

12 � � � 市 2 3 5

13 ��4山市 1 75 76

14 � 野 市 3 6 9

15 � � + 町 2 7 9

16 9 % 町 0 11 11

17 � 木 町 3 6 9

18 市 � 町 0 8 8

19 � � 町 0 3 3

20 # 6 町 3 16 19

21 野 木 町 0 1 1

22 " � 町 0 1 1

23 � 1 2 町 1 5 6

24 � � 町 28 8 36

25 � 5 + 町 1 10 11

214 466 680

38 76 114

252 542 794

市 計

町 計

県 計

投票日当日投票所に

おける代理投票

期日前投票所に

おける代理投票

計

項　目

 市 町 名

（７） 法第９条第３項の規定により選挙権を有する者の投票に関する調

期日前投票者数 選挙当日投票者数 不在者投票者数

1 宇 都 宮 市 116 59 52 5

2 足 利 市 3 2 1 0

3 栃 木 市 17 6 11 0

4 佐 野 市 8 3 5 0

5 鹿 沼 市 18 8 10 0

6 日 光 市 10 0 10 0

7 小 山 市 18 7 8 3

8 真 岡 市 25 8 16 1

9 大 田 原 市 18 8 5 5

10 < / 市 12 5 6 1

11 ��"原市 22 6 16 0

12 � � � 市 11 6 5 0

13 ��4山市 6 0 6 0

14 � 野 市 20 6 12 2

15 � � + 町 12 7 5 0

16 9 % 町 11 4 7 0

17 � 木 町 2 0 2 0

18 市 � 町 4 1 3 0

19 � � 町 7 1 6 0

20 # 6 町 10 6 4 0

21 野 木 町 3 2 1 0

22 " � 町 4 1 3 0

23 � 1 2 町 12 2 8 2

24 � � 町 9 0 9 0

25 � 5 + 町 4 2 2 0

304 124 163 17

78 26 50 2

382 150 213 19

内　　　　　　　訳

市 計

町 計

県 計

法第９条第３項に

より選挙権を有す

る者の投票数

項　目

 市 町 名
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（７） 法第９条第３項の規定により選挙権を有する者の投票に関する調

期日前投票者数 選挙当日投票者数 不在者投票者数

1 宇 都 宮 市 116 59 52 5

2 足 利 市 3 2 1 0

3 栃 木 市 17 6 11 0

4 佐 野 市 8 3 5 0

5 鹿 沼 市 18 8 10 0

6 日 光 市 10 0 10 0

7 小 山 市 18 7 8 3

8 真 岡 市 25 8 16 1

9 大 田 原 市 18 8 5 5

10 < / 市 12 5 6 1

11 ��"原市 22 6 16 0

12 � � � 市 11 6 5 0

13 ��4山市 6 0 6 0

14 � 野 市 20 6 12 2

15 � � + 町 12 7 5 0

16 9 % 町 11 4 7 0

17 � 木 町 2 0 2 0

18 市 � 町 4 1 3 0

19 � � 町 7 1 6 0

20 # 6 町 10 6 4 0

21 野 木 町 3 2 1 0

22 " � 町 4 1 3 0

23 � 1 2 町 12 2 8 2

24 � � 町 9 0 9 0

25 � 5 + 町 4 2 2 0

304 124 163 17

78 26 50 2

382 150 213 19

内　　　　　　　訳

市 計

町 計

県 計

法第９条第３項に

より選挙権を有す

る者の投票数

項　目

 市 町 名

－ 15 －



（８） 期日前投票及び不在者投票に関する調

　　① 期日前投票者数及び不在者投票の事由

1 宇 都 宮 市 55,342 775 39 4 51 865

2 足 利 市 9,805 225 4 1 0 229

3 栃 木 市 15,078 245 10 0 0 255

4 佐 野 市 10,691 176 1 1 0 177

5 鹿 沼 市 8,791 103 3 0 0 106

6 日 光 市 9,890 133 3 0 0 136

7 小 山 市 11,539 175 6 2 0 181

8 真 岡 市 8,026 107 0 0 0 107

9 大 田 原 市 7,872 147 4 1 0 151

10 L > 市 3,981 131 1 0 0 132

11 	.原市 13,183 257 3 0 0 260

12 � � � 市 4,490 100 0 0 0 100

13 	C山市 5,304 109 0 0 0 109

14 # 野 市 5,039 49 1 0 3 53

15 " ! 7 町 2,393 20 0 0 1 21

16 I 1 町 3,563 49 0 0 0 49

17 � 木 町 2,526 49 0 0 0 49

18 市 � 町 1,747 22 1 0 0 23

19 � � 町 2,049 17 0 0 0 17

20 / E 町 4,835 20 2 0 1 23

21 野 木 町 2,045 6 0 0 0 6

22 . � 町 1,144 19 2 0 0 21

23 � @ A 町 3,018 58 0 0 0 58

24 	  町 3,948 125 1 1 0 126

25 	 D 7 町 2,371 41 1 0 0 42

169,031 2,732 75 9 54 2,861

29,639 426 7 1 2 435

198,670 3,158 82 10 56 3,296

法第49条第

４項該当者

計

うち法第49条

第３項該当者

期日前投票

不在者投票

市 計

町 計

県 計

 市 町 名

項　目

法第4�条２

第�項該当者

法第49条第

２項該当者
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（８） 期日前投票及び不在者投票に関する調

　　① 期日前投票者数及び不在者投票の事由

1 宇 都 宮 市 55,342 775 39 4 51 865

2 足 利 市 9,805 225 4 1 0 229

3 栃 木 市 15,078 245 10 0 0 255

4 佐 野 市 10,691 176 1 1 0 177

5 鹿 沼 市 8,791 103 3 0 0 106

6 日 光 市 9,890 133 3 0 0 136

7 小 山 市 11,539 175 6 2 0 181

8 真 岡 市 8,026 107 0 0 0 107

9 大 田 原 市 7,872 147 4 1 0 151

10 L > 市 3,981 131 1 0 0 132

11 	.原市 13,183 257 3 0 0 260

12 � � � 市 4,490 100 0 0 0 100

13 	C山市 5,304 109 0 0 0 109

14 # 野 市 5,039 49 1 0 3 53

15 " ! 7 町 2,393 20 0 0 1 21

16 I 1 町 3,563 49 0 0 0 49

17 � 木 町 2,526 49 0 0 0 49

18 市 � 町 1,747 22 1 0 0 23

19 � � 町 2,049 17 0 0 0 17

20 / E 町 4,835 20 2 0 1 23

21 野 木 町 2,045 6 0 0 0 6

22 . � 町 1,144 19 2 0 0 21

23 � @ A 町 3,018 58 0 0 0 58

24 	  町 3,948 125 1 1 0 126

25 	 D 7 町 2,371 41 1 0 0 42

169,031 2,732 75 9 54 2,861

29,639 426 7 1 2 435

198,670 3,158 82 10 56 3,296

法第49条第

４項該当者

計

うち法第49条

第３項該当者

期日前投票

不在者投票

市 計

町 計

県 計

 市 町 名

項　目

法第4�条２

第�項該当者

法第49条第

２項該当者

② 選挙人名簿登録証明書及び郵便等投票証明書の発行件数

項　目

市 町 名

うち公職選挙法施行令

第59条の3の2に規定す

るもの（代理記載）

1 宇 都 宮 市 0 53 6

2 足 利 市 0 11 1

3 栃 木 市 0 12 0

4 佐 野 市 0 3 1

5 鹿 沼 市 0 10 0

6 日 光 市 0 5 0

7 小 山 市 1 13 2

8 真 岡 市 0 0 0

9 大 田 原 市 0 10 2

10 < / 市 0 7 1

11 ��"原市 1 6 1

12 � � � 市 0 2 0

13 ��4山市 0 2 1

14 � 野 市 0 2 1

15 � � + 町 0 0 0

16 9 % 町 0 1 0

17 � 木 町 0 1 0

18 市 � 町 0 1 0

19 � � 町 0 0 0

20 # 6 町 0 5 1

21 野 木 町 0 1 0

22 " � 町 0 4 0

23 � 1 2 町 0 2 0

24 � � 町 0 3 1

25 � 5 + 町 0 2 0

2 136 16

0 20 2

2 156 18

※　選挙期日現在において有効期限内のものの件数を表す。

県 計

郵便等投票証明書

選挙人名簿登録

証明書

市 計

町 計
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③ 不在者投票用紙等の請求及び交付件数

項　目

 市 町 名

本人

郵便等投

票該当者

代理人

郵便等投

票該当者

郵便等投

票該当者

1 宇 都 宮 市 6 4 119 830 37 955 41

2 足 利 市 2 0 155 98 4 255 4

3 栃 木 市 0 0 169 88 12 257 12

4 佐 野 市 2 1 169 6 0 177 1

5 鹿 沼 市 0 0 33 74 3 107 3

6 日 光 市 89 0 0 59 4 148 4

7 小 山 市 0 0 119 83 8 202 8

8 真 岡 市 0 0 42 66 0 108 0

9 大 田 原 市 5 0 61 101 4 167 4

10 = 0 市 2 1 95 35 0 132 1

11 � � # 原 市 14 0 111 142 4 267 4

12 � � � 市 0 0 33 67 0 100 0

13 � � 5 山 市 0 0 94 15 0 109 0

14 � 野 市 4 0 11 40 1 55 1

15 � � , 町 0 0 15 8 0 23 0

16 : & 町 0 0 29 20 0 49 0

17 � 木 町 0 0 0 49 0 49 0

18 市 � 町 1 0 0 22 1 23 1

19 � � 町 17 0 0 0 0 17 0

20 $ 7 町 0 0 0 24 2 24 2

21 野 木 町 0 0 0 10 0 10 0

22 # � 町 0 0 0 21 2 21 2

23 � 2 3 町 0 0 56 2 0 58 0

24 � � 町 3 0 128 2 1 133 1

25 � 6 , 町 1 1 21 20 0 42 1

124 6 1211 1704 77 3039 83

22 1 249 178 6 449 7

146 7 1460 1882 83 3488 90

県 計

市 計

郵　便　等

投票用紙等の請求

直　　接 合　　　計

町 計
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（続き）

郵便等投

票該当者

郵便等投

票該当者

郵便等投

票該当者

郵便等投

票該当者

525 430 41 955 41 0 0 955 41 1 宇 都 宮 市

111 144 4 255 4 0 0 255 4 2 足 利 市

43 214 12 257 12 0 0 257 12 3 栃 木 市

94 83 1 177 1 0 0 177 1 4 佐 野 市

41 66 3 107 3 0 0 107 3 5 � 8 市

89 59 4 148 4 0 0 148 4 6 日 光 市

20 182 8 202 8 0 0 202 8 7 小 山 市

39 69 0 108 0 0 0 108 0 8 真 岡 市

15 152 4 167 4 0 0 167 4 9 大 田 原 市

94 38 1 132 1 0 0 132 1 10 A 4 市

87 180 4 267 4 0 0 267 4 11 那 須 ' 原 市

9 91 0 100 0 0 0 100 0 12 さ く ら 市

92 17 0 109 0 0 0 109 0 13 那 須 9 山 市

10 45 1 55 1 0 0 55 1 14 " 野 市

1 22 0 23 0 0 0 23 0 15 上 三 川 町

29 20 0 49 0 0 0 49 0 16 > * 町

0 49 0 49 0 0 0 49 0 17 茂 木 町

0 23 1 23 1 0 0 23 1 18 市 � 町

17 0 0 17 0 0 0 17 0 19 � � 町

0 24 2 24 2 0 0 24 2 20 ( ; 町

0 10 0 10 0 0 0 10 0 21 野 木 町

0 21 2 21 2 0 0 21 2 22 ' � 町

35 23 0 58 0 0 0 58 0 23 高 根 沢 町

72 61 1 133 1 0 0 133 1 24 那 須 町

21 21 1 42 1 0 0 42 1 25 那 珂 川 町

1�269 1�770 83 3�039 83 0 0 3�039 83

175 274 7 449 7 0 0 449 7

1�444 2�044 90 3�488 90 0 0 3�488 90

合計

項　目

 市 町 名

市 計

町 計

県 計

交付を拒絶したもの

交　付

直接 郵送 計
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（９） 船員等の不在者投票に関する調

（※(８)「不在者投票に関する調」の再掲）

　　① 船員の不在者投票者数

ア 指定港における投票

該当なし

イ 船舶内における投票

該当なし

ウ 洋上投票

該当なし

　　� =1,/;���に3する7(の不在者投票者数

51 51 51 0

3 3 3 0

1 1 1 0

1 1 1 0

5! 5! 5! 0

　

投票用紙

等の請求

交付 投票者数

投票所を閉じる時刻以

降に送致を受けたもの

宇都宮市

壬生町

計

下野市

上三川町

市町名

項目

（10） 不在者投票の受理、不受理に関する調

項　目

 市 町 名

1 宇 都 宮 市 865 0 0 0 865

2 足 利 市 229 0 0 0 229

3 栃 木 市 255 0 0 0 255

4 佐 野 市 177 0 0 0 177

5 鹿 沼 市 106 0 0 0 106

6 日 光 市 136 0 0 0 136

7 小 山 市 181 0 0 0 181

8 真 岡 市 107 0 0 0 107

9 大 田 原 市 151 0 0 0 151

10 = 0 市 132 0 0 0 132

11 ��#原市 260 0 0 0 260

12 � � � 市 100 0 0 0 100

13 ��5山市 109 0 0 0 109

14 � 野 市 53 0 0 0 53

15 � � , 町 21 0 0 0 21

16 : & 町 49 0 0 0 49

17 � 木 町 49 0 0 0 49

18 市 � 町 23 0 0 0 23

19 � � 町 17 0 0 0 17

20 $ 7 町 23 0 0 0 23

21 野 木 町 6 0 0 0 6

22 # � 町 21 0 0 0 21

23 � 2 3 町 58 0 0 0 58

24 � � 町 126 0 0 0 126

25 � 6 , 町 42 0 0 0 42

2861 0 0 0 2861

435 0 0 0 435

3296 0 0 0 3296

市 計

町 計

県 計

投票管理者において不受理又は拒否と決定したもの

投票管理者にお

いて受理と決定

し、かつ拒否の

決定をしなかっ

たもの

合　計

開票管理者にお

いて受理と決定

したもの

開票管理者にお

いて不受理と決

定したもの

計

－ 20 －



（９） 船員等の不在者投票に関する調

（※(８)「不在者投票に関する調」の再掲）

　　① 船員の不在者投票者数

ア 指定港における投票

該当なし

イ 船舶内における投票

該当なし

ウ 洋上投票

該当なし

　　� =1,/;���に3する7(の不在者投票者数

51 51 51 0

3 3 3 0

1 1 1 0

1 1 1 0

5! 5! 5! 0

　

投票用紙

等の請求

交付 投票者数

投票所を閉じる時刻以

降に送致を受けたもの

宇都宮市

壬生町

計

下野市

上三川町

市町名

項目

（10） 不在者投票の受理、不受理に関する調

項　目

 市 町 名

1 宇 都 宮 市 865 0 0 0 865

2 足 利 市 229 0 0 0 229

3 栃 木 市 255 0 0 0 255

4 佐 野 市 177 0 0 0 177

5 鹿 沼 市 106 0 0 0 106

6 日 光 市 136 0 0 0 136

7 小 山 市 181 0 0 0 181

8 真 岡 市 107 0 0 0 107

9 大 田 原 市 151 0 0 0 151

10 = 0 市 132 0 0 0 132

11 ��#原市 260 0 0 0 260

12 � � � 市 100 0 0 0 100

13 ��5山市 109 0 0 0 109

14 � 野 市 53 0 0 0 53

15 � � , 町 21 0 0 0 21

16 : & 町 49 0 0 0 49

17 � 木 町 49 0 0 0 49

18 市 � 町 23 0 0 0 23

19 � � 町 17 0 0 0 17

20 $ 7 町 23 0 0 0 23

21 野 木 町 6 0 0 0 6

22 # � 町 21 0 0 0 21

23 � 2 3 町 58 0 0 0 58

24 � � 町 126 0 0 0 126

25 � 6 , 町 42 0 0 0 42

2861 0 0 0 2861

435 0 0 0 435

3296 0 0 0 3296

市 計

町 計

県 計

投票管理者において不受理又は拒否と決定したもの

投票管理者にお

いて受理と決定

し、かつ拒否の

決定をしなかっ

たもの

合　計

開票管理者にお

いて受理と決定

したもの

開票管理者にお

いて不受理と決

定したもの

計

－ 21 －



（12） 不在者投票記載場所数に関する調

項　目

 市 町 名

1 宇 都 宮 市 17 1 15 1 0

11/11～11/15（平日のみ）8:30～20:00（15ヶ所)

11/11～11/15（平日のみ）0:00～20:00（1ヶ所)

2 足 利 市 19 1 0 17 1

11/11～11/15（平日のみ）8:30～1.:00（1.ヶ所)

11/�～11/1- 10:00～10:00（1ヶ所）

3 栃 木 市 6 1 5 0 0

11/1～11/1-　8:30～20:00（5ヶ所）

4 佐 野 市 5 1 2 1 1

11/�～11/1- 8:30～20:00（2ヶ所）

11/11～11/1- 8:30～1.:00（1ヶ所）

11/�～11/1- 10:00～10:00（1ヶ所）

5 鹿 沼 市 1 1 0 0 0

6 日 光 市 16 1 14 0 1

11/�～11/1- 8:30～18:00（2ヶ所）

11/�～11/1- 8:30～10:00（2ヶ所）

11/�～11/15�平日のみ) 8:30～1.:00（10ヶ所）

11/�～11/� 11/11～11/12（移動期日前投票所）

7 小 山 市 12 1 1 10 0

11/�～11/� 8:30～1.:00�11/11～11/1- 8:30～

20:00（1カ所）

11/11～11/1-  8:30～1.:00（+ヶ所）

11/11～11/15 �平日のみ）8:30～1.:00（-ヶ所）

8 真 岡 市 3 1 1 0 1

11/�～11/1- 8:30～20:00�2ヶ所)

9 大 田 原 市 3 1 2 0 0

11/�～11/1- 8:30～1.:00（1ヶ所）

11/�～11/15（平日のみ) 8:30～1.:00（1ヶ所）

10 < / 市 1 1 0 0 0

11 � � " 原 市 5 1 3 0 1

11/�～11/1- 8:30～20:00（3ヶ所）

11/�～11/1- 0:00～20:00（1ヶ所）

12 � � � 市 1 1 0 0 0

13 � � 4 山 市 1 1 0 0 0

14 � 野 市 2 1 0 0 1

11/12～11/13�平日のみ) 10:00～10:00（�ヶ所）

15 � � + 町 1 1 0 0 0

16 9 % 町 1 1 0 0 0

17 � 木 町 1 1 0 0 0

18 市 � 町 1 1 0 0 0

19 � � 町 1 1 0 0 0

20 # 6 町 1 1 0 0 0

21 野 木 町 1 1 0 0 0

22 " � 町 1 1 0 0 0

23 � 1 2 町 1 1 0 0 0

24 � � 町 1 1 0 0 0

25 � 5 + 町 1 1 0 0 0

92 14 43 29 6

11 11 0 0 0

103 25 43 29 6

増設施設の取扱い期間・時間

市 計

町 計

県 計

左記に使用した施設の内訳

市町の選管委

員長が管理す

る不在者投票

記載場所の数

役所・役場

支所・出張

所

公民館その

他の公共施

設

その他

－ 22 －



（12） 不在者投票記載場所数に関する調

項　目

 市 町 名

1 宇 都 宮 市 17 1 15 1 0

11/11～11/15（平日のみ）8:30～20:00（15ヶ所)

11/11～11/15（平日のみ）0:00～20:00（1ヶ所)

2 足 利 市 19 1 0 17 1

11/11～11/15（平日のみ）8:30～1.:00（1.ヶ所)

11/�～11/1- 10:00～10:00（1ヶ所）

3 栃 木 市 6 1 5 0 0

11/1～11/1-　8:30～20:00（5ヶ所）

4 佐 野 市 5 1 2 1 1

11/�～11/1- 8:30～20:00（2ヶ所）

11/11～11/1- 8:30～1.:00（1ヶ所）

11/�～11/1- 10:00～10:00（1ヶ所）

5 鹿 沼 市 1 1 0 0 0

6 日 光 市 16 1 14 0 1

11/�～11/1- 8:30～18:00（2ヶ所）

11/�～11/1- 8:30～10:00（2ヶ所）

11/�～11/15�平日のみ) 8:30～1.:00（10ヶ所）

11/�～11/� 11/11～11/12（移動期日前投票所）

7 小 山 市 12 1 1 10 0

11/�～11/� 8:30～1.:00�11/11～11/1- 8:30～

20:00（1カ所）

11/11～11/1-  8:30～1.:00（+ヶ所）

11/11～11/15 �平日のみ）8:30～1.:00（-ヶ所）

8 真 岡 市 3 1 1 0 1

11/�～11/1- 8:30～20:00�2ヶ所)

9 大 田 原 市 3 1 2 0 0

11/�～11/1- 8:30～1.:00（1ヶ所）

11/�～11/15（平日のみ) 8:30～1.:00（1ヶ所）

10 < / 市 1 1 0 0 0

11 � � " 原 市 5 1 3 0 1

11/�～11/1- 8:30～20:00（3ヶ所）

11/�～11/1- 0:00～20:00（1ヶ所）

12 � � � 市 1 1 0 0 0

13 � � 4 山 市 1 1 0 0 0

14 � 野 市 2 1 0 0 1

11/12～11/13�平日のみ) 10:00～10:00（�ヶ所）

15 � � + 町 1 1 0 0 0

16 9 % 町 1 1 0 0 0

17 � 木 町 1 1 0 0 0

18 市 � 町 1 1 0 0 0

19 � � 町 1 1 0 0 0

20 # 6 町 1 1 0 0 0

21 野 木 町 1 1 0 0 0

22 " � 町 1 1 0 0 0

23 � 1 2 町 1 1 0 0 0

24 � � 町 1 1 0 0 0

25 � 5 + 町 1 1 0 0 0

92 14 43 29 6

11 11 0 0 0

103 25 43 29 6

増設施設の取扱い期間・時間

市 計

町 計

県 計

左記に使用した施設の内訳

市町の選管委

員長が管理す

る不在者投票

記載場所の数

役所・役場

支所・出張

所

公民館その

他の公共施

設

その他
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館

葉
鹿
公
民
館

小
n
公
民
館

コ
ム
フ
ァ
ー
ス
ト
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

き
ら
ら
の
杜
と
ち
ぎ
蔵
の
街
楽
習
館
(
栃
木
市
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
)

大
宮
公
民
館

皆
川
公
民
館

吹
上
公
民
館

寺
尾
公
民
館

国
�
公
民
館

大
平
�
�
¨
所

藤
岡
�
�
¨
所

都
賀
�
�
¨
所

西
ª
�
�
¨
所

（
1
3
）
　
期
日
前
投
票
所
の
開
閉
時
刻
等
に

関
す
る
調
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市
町
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日
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投
票
所
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在
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時
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不
在
者
投
票

記
載
場
所
併

設

か
ら

設
�
期
間

岩
舟
町
静
5
1
3
3
-
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
8
:
3
0

1
9
:
0
0

○

箱
森
町
3
7
-
9

○
○

○
○

○
○

○
○

○
9
:
0
0

1
9
:
0
0

佐
野
市

高
砂
町
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3
0

2
0
:
0
0

○

（
５
投
票
所
）

田
沼
町
9
7
4
-
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3
0

2
0
:
0
0

○

葛
生
東
1
-
1
1
-
8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3
0

2
0
:
0
0

○

赤
見
町
3
0
8
2

○
○

○
○

○
○

8
:
3
0

1
7
:
0
0

○

高
萩
町
1
3
2
4
-
1

○
○

○
○

○
○

○
○

1
0
:
0
0

1
9
:
0
0

○

鹿
沼
市

今
宮
町
1
6
8
8
-
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3
0

2
0
:
0
0

○

（
1
9
投
票
所
）

板
荷
3
0
5
1
-
1

○
○

○
○

○
8
:
3
0

1
7
:
0
0

草
久
9
5
3
-
1
2

○
○

○
○

○
8
:
3
0

1
7
:
0
0

加
園
1
3
6
4

○
○

○
○

○
8
:
3
0

1
7
:
0
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上
石
川
1
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-
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○
○

○
○

○
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1
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0
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油
田
町
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4
-
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○
○

○
○

○
8
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1
7
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楡
木
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1
0
8
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○
○

○
○

○
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御
成
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2
-
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1
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-
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○
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○
○

○
8
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3
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1
7
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上
日
\
3
7
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○
○

○
○

○
8
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1
7
:
0
0

樅
山
町
1
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2
-
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○
○

○
○

○
8
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3
0

1
7
:
0
0

緑
町
1
-
3
-
3
6

○
○

○
○

○
8
:
3
0

1
7
:
0
0

口
粟
野
1
7
8
0

○
○

○
○

○
8
:
3
0

1
7
:
0
0

中
粕
尾
2
7
3
-
2

○
○

○
○

○
8
:
3
0

1
7
:
0
0

上
永
野
7
7
0

○
○

○
○

○
8
:
3
0

1
7
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0
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程
1
1
6
-
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○
○

○
○

○
8
:
3
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1
7
:
0
0

仲
町
1
6
0
4
-
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○
○

1
0
:
0
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1
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鹿
沼
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等
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○
1
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南
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等
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○
1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

鹿
沼
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等
学
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岡
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1
8
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-
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○
1
6
:
0
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1
8
:
0
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日
光
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今
市
本
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○
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○
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○
○

○
○

8
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0
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○

（
1
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票
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御
m
町
4
-
1

○
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○
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○
○

○
○

○
○

○
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○
○

○
○

8
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3
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1
9
:
0
0

○

鬼
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川
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泉
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原
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4
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2
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○
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○
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○
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○
○

○
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○

○
○

○
8
:
3
0

1
9
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0
0

○

足
尾
町
通
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8
-
2

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3
0

1
8
:
0
0

○

黒
部
5
4
-
１

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3
0

1
8
:
0
0

○

小
代
4
3
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-
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
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3
0

1
7
:
0
0

○

大
桑
町
1
3
0
-
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3
0

1
7
:
0
0

○

大
沢
町
8
0
9
-
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3
0

1
7
:
0
0

○

沓
掛
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6
0
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1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3
0

1
7
:
0
0

○

中
小
来
川
2
6
6
7
-
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3
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1
7
:
0
0

○

中
三
依
8
3
5
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1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3
0

1
7
:
0
0

○

湯
西
川
7
0
9

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3
0

1
7
:
0
0

○

土
沢
2
0
8
6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3
0

1
7
:
0
0

○

清
滝
桜
ヶ
丘
町
2
1
0
-
7

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3
0

1
7
:
0
0

○

中
宮
祠
2
4
7
8
-
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3
0

1
7
:
0
0

○

①
野
門
集
会
所

野
門
1
9
1
-
1

○
1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

②
上
栗
山
集
会
所

上
栗
山
1
9
7
-
3
1

○
9
:
0
0

1
0
:
0
0

③
土
呂
部
集
会
所

土
呂
部
9
3

○
1
1
:
0
0

1
2
:
0
0

日
光
市
移
動
期
日
前
投
票
所
④
栃
木
県
立
日
光
明
峰
高
等
学
校
久
�
良
町
1
0
4

○
1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

⑤
栃
木
県
立
今
市
高
等
学
校

千
本
木
4
3
2

○
1
5
:
5
0

1
6
:
5
0

⑥
栃
木
県
立
今
市
k
�
高
等
学
校
荊
沢
6
1
5

○
1
5
:
4
0

1
6
:
4
0

⑦
栃
木
県
立
今
市
特
別
支
援
学
校
瀬
尾
1
6
4
0
-
2
2

○
1
4
:
0
0

1
5
:
3
0

岩
舟
�
合
支
所

イ
オ
ン
栃
木
店

佐
野
市
p
所

田
沼
行
政
セ
ン
タ
ー

葛
生
行
政
セ
ン
タ
ー

赤
見
地
区
O
�
�

イ
オ
ン
<
ー
=
佐
野
v
�
市

鹿
沼
市
p
所

板
荷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

西
大
芦
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

加
蘇
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

北
犬
飼
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

南
摩
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

南
押
原
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

菊
沢
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

東
大
芦
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

北
押
原
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

東
部
台
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

粟
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

粕
尾
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

永
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

清
洲
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

ま
1
4
�
　
v
?
鹿
沼
宿

日
光
市
p
所

日
光
行
政
セ
ン
タ
ー

藤
原
行
政
セ
ン
タ
ー

足
尾
行
政
セ
ン
タ
ー

栗
山
行
政
セ
ン
タ
ー

落
合
地
区
セ
ン
タ
ー

豊
岡
地
区
セ
ン
タ
ー

大
沢
地
区
セ
ン
タ
ー

塩
野
室
地
区
セ
ン
タ
ー

小
来
川
地
区
セ
ン
タ
ー

三
依
地
区
セ
ン
タ
ー

湯
西
川
地
区
セ
ン
タ
ー

南
原
出
張
所

清
滝
出
張
所

中
宮
祠
出
張
所

○
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設
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�
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小
山

市
中

央
町

1
-

1
-

1
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
8

:
3

0
2

0
:
0

0
○

（
1

2
投

票
所

）
○

○
○

○
○

8
:
3

0
1

7
:
0

0
○

○
○

○
○

○
○

8
:
3

0
2

0
:
0

0
○

東
城

南
4

-
1

-
1

2
○

○
○

○
○

○
8

:
3

0
1

7
:
0

0
○

横
倉

4
9

9
-

6
○

○
○

○
○

○
8

:
3

0
1

7
:
0

0
○

間
々

田
1

9
6

0
-

1
○

○
○

○
○

○
8

:
3

0
1

7
:
0

0
○

生
良

1
0

5
4

-
2

○
○

○
○

○
8

:
3

0
1

7
:
0

0
○

中
里

8
6

9
-

1
○

○
○

○
○

8
:
3

0
1

7
:
0

0
○

松
沼

4
6

7
○

○
○

○
○

8
:
3

0
1

7
:
0

0
○

下
河

原
田

8
6

4
○

○
○

○
○

8
:
3

0
1

7
:
0

0
○

萩
島

6
1

○
○

○
○

○
8

:
3

0
1

7
:
0

0
○

羽
川

8
5

8
－

1
○

○
○

○
○

○
8

:
3

0
1

7
:
0

0
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福
良

1
1

1
9

-
1

○
○

○
○

○
8
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1

7
:
0

0
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市
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○
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（14） 指定投票区等に関する調

指定投票区数 指定関係投票区数

1 宇 都 宮 市 1 100

2 足 利 市 1 49

3 栃 木 市 0 0

4 佐 野 市 1 54

5 鹿 沼 市 0 0

6 日 光 市 1 69

7 小 山 市 1 51

8 真 岡 市 0 0

9 大 田 原 市 1 39

10 E 8 市 0 0

11 ��'原市 1 42

12 � � � 市 1 21

13 ��=山市 1 11

14 � 野 市 1 20

15 � � 1 町 0 0

16 B * 町 0 0

17 � 木 町 0 0

18 市 � 町 0 0

19 � � 町 0 0

20 ( ? 町 0 0

21 野 木 町 0 0

22 ' � 町 0 0

23  : ; 町 1 11

24 � � 町 0 0

25 � > 1 町 1 13

10 456

2 24

12 480

市 計

町 計

県 計

市�町�&

　（15）投票所及び開票所に使用した施設に関する調

　① 期日前投票所に使用した施設

      項　目

 市 町 %

1 宇 都 宮 市 1 15 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 19 2 0

2 足 利 市 1 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 1 19 0 0

3 栃 木 市 0 5 0 0 0 5 0 0 0 1 1 1 12 2 0

4 佐 野 市 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5 1 1

5 鹿 沼 市 1 14 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 0 0

6 日 光 市 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0

7 小 山 市 1 1 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 12 0 0

8 真 岡 市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0

9 大 田 原 市 1 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 8 0 0

10 < / 市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

11 ��"原市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 0

12 � � � 市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

13 ��4山市 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 2 1 9 0 0

14 � 野 市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

15 � � + 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

16 9 % 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

17 � 木 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

18 市 � 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0

19 � � 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

20 # 6 町 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0

21 野 木 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

22 " � 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

23 � 1 2 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

24 � � 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

25 � 5 + 町 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0

13 59 4 1 0 32 0 3 0 10 10 8 132 8 3

11 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 1 18 1 1

24 59 4 1 0 35 0 3 0 12 12 9 150 9 4

県 計

体育館
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計のう
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した投
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に設けた
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うち

ショッピ

ングセン

ター等

市 計

町 計

その他

計
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　（15）投票所及び開票所に使用した施設に関する調

　① 期日前投票所に使用した施設

      項　目

 市 町 %

1 宇 都 宮 市 1 15 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 19 2 0

2 足 利 市 1 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 1 19 0 0

3 栃 木 市 0 5 0 0 0 5 0 0 0 1 1 1 12 2 0

4 佐 野 市 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5 1 1

5 鹿 沼 市 1 14 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 0 0

6 日 光 市 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0

7 小 山 市 1 1 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 12 0 0

8 真 岡 市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0

9 大 田 原 市 1 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 8 0 0

10 < / 市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

11 ��"原市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 0

12 � � � 市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

13 ��4山市 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 2 1 9 0 0

14 � 野 市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

15 � � + 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

16 9 % 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

17 � 木 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

18 市 � 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0

19 � � 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

20 # 6 町 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0

21 野 木 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

22 " � 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

23 � 1 2 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

24 � � 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

25 � 5 + 町 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0

13 59 4 1 0 32 0 3 0 10 10 8 132 8 3

11 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 1 18 1 1

24 59 4 1 0 35 0 3 0 12 12 9 150 9 4
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　② 投票所に使用した施設

      項　目

 市 町 %

1 宇 都 宮 市 0 5 78 0 0 0 0 16 0 0 2 0 101 13 2

2 足 利 市 1 0 7 0 1 16 1 18 0 6 0 0 50 17 0

3 栃 木 市 0 2 19 0 0 7 2 14 0 16 4 0 64 13 0

4 佐 野 市 1 2 9 0 0 9 0 27 0 7 0 0 55 19 1

5 鹿 沼 市 1 13 11 0 0 0 0 46 0 0 0 0 71 40 0

6 日 光 市 1 5 5 0 0 30 1 14 0 10 4 0 70 28 0

7 小 山 市 1 1 21 1 0 4 1 16 0 7 0 0 52 18 0

8 真 岡 市 1 1 6 0 0 5 3 20 0 0 6 0 42 21 0

9 大 田 原 市 1 1 10 0 0 3 0 15 0 10 0 0 40 14 1

10 < / 市 1 0 6 0 0 0 2 1 0 5 1 0 16 3 0

11 ��"原市 1 2 13 0 0 12 0 13 0 2 0 0 43 0 0

12 � � � 市 1 1 3 0 0 0 1 9 0 4 3 0 22 11 2

13 ��4山市 0 1 0 0 0 4 0 2 0 4 1 0 12 5 0

14 � 野 市 1 0 8 0 0 3 2 4 0 2 1 0 21 2 0

15 � � + 町 1 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0

16 9 % 町 1 0 3 0 0 0 0 8 0 2 0 0 14 8 0

17 � 木 町 1 0 3 0 0 7 0 1 0 1 0 0 13 7 0

18 市 � 町 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6 0 0

19 � � 町 0 0 0 0 0 1 4 7 0 2 0 0 14 7 0

20 # 6 町 1 0 1 1 0 3 0 4 0 2 1 0 13 6 0

21 野 木 町 0 0 4 0 0 1 0 7 0 1 0 0 13 7 0

22 " � 町 1 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 8 2 0

23 � 1 2 町 1 0 3 0 0 1 1 3 0 2 1 0 12 1 0

24 � � 町 0 0 3 0 0 1 1 8 0 4 0 0 17 0 0

25 � 5 + 町 1 0 2 0 0 1 4 0 0 6 0 0 14 0 0

11 34 196 1 1 93 13 215 0 73 22 0 659 204 6

8 1 28 1 0 17 10 41 0 22 5 0 133 38 0

19 35 224 2 1 110 23 256 0 95 27 0 792 242 6
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　② 投票所に使用した施設

      項　目

 市 町 %

1 宇 都 宮 市 0 5 78 0 0 0 0 16 0 0 2 0 101 13 2

2 足 利 市 1 0 7 0 1 16 1 18 0 6 0 0 50 17 0

3 栃 木 市 0 2 19 0 0 7 2 14 0 16 4 0 64 13 0

4 佐 野 市 1 2 9 0 0 9 0 27 0 7 0 0 55 19 1

5 鹿 沼 市 1 13 11 0 0 0 0 46 0 0 0 0 71 40 0

6 日 光 市 1 5 5 0 0 30 1 14 0 10 4 0 70 28 0

7 小 山 市 1 1 21 1 0 4 1 16 0 7 0 0 52 18 0

8 真 岡 市 1 1 6 0 0 5 3 20 0 0 6 0 42 21 0

9 大 田 原 市 1 1 10 0 0 3 0 15 0 10 0 0 40 14 1

10 < / 市 1 0 6 0 0 0 2 1 0 5 1 0 16 3 0

11 ��"原市 1 2 13 0 0 12 0 13 0 2 0 0 43 0 0

12 � � � 市 1 1 3 0 0 0 1 9 0 4 3 0 22 11 2

13 ��4山市 0 1 0 0 0 4 0 2 0 4 1 0 12 5 0

14 � 野 市 1 0 8 0 0 3 2 4 0 2 1 0 21 2 0

15 � � + 町 1 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0

16 9 % 町 1 0 3 0 0 0 0 8 0 2 0 0 14 8 0

17 � 木 町 1 0 3 0 0 7 0 1 0 1 0 0 13 7 0

18 市 � 町 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6 0 0

19 � � 町 0 0 0 0 0 1 4 7 0 2 0 0 14 7 0

20 # 6 町 1 0 1 1 0 3 0 4 0 2 1 0 13 6 0

21 野 木 町 0 0 4 0 0 1 0 7 0 1 0 0 13 7 0

22 " � 町 1 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 8 2 0

23 � 1 2 町 1 0 3 0 0 1 1 3 0 2 1 0 12 1 0

24 � � 町 0 0 3 0 0 1 1 8 0 4 0 0 17 0 0

25 � 5 + 町 1 0 2 0 0 1 4 0 0 6 0 0 14 0 0

11 34 196 1 1 93 13 215 0 73 22 0 659 204 6

8 1 28 1 0 17 10 41 0 22 5 0 133 38 0

19 35 224 2 1 110 23 256 0 95 27 0 792 242 6

県 計

体育館

（学校付

属のもの

以外）

集会施設 駅構内

左記以

外の公

共施設

市役所・

町役場

支所・

出張所

学校（大

学・短期

大学・高

等専門学

校を除

く）・幼

稚園

大学等

（大学・

短期大

学・高等

専門学

校）

公会堂 公民館

計のう

ち借上

料を要

した投

票所数

計のうち

２階以上

に設けた

期日前投

票所数

うち

ショッピ

ングセン

ター等

市 計

町 計

その他

計

　③ 開票所に使用した施設

      項　目

 市 町 !

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

10 H : 市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

11 	�+原市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

12 � � � 市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

13 	�?山市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

14 $ 野 市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

15 # " 4 町 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

16 E . 町 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

17 � 木 町 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

18 市 � 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

19 � � 町 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

20 , A 町 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

21 野 木 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

22 + � 町 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

23 � < = 町 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

24 	 � 町 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

25 	 @ 4 町 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 14 2

2 0 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 11 0

2 0 2 0 0 5 16 0 0 0 0 0 25 2

計のうち

借上料を

要した開

票所数

うち

ショッピ

ングセン

ター等

市 計

町 計

その他

計

県 計

体育館

（学校付

属のもの

以外）

集会施設 駅構内

左記以

外の公

共施設

市役所・

町役場

支所・

出張所

学校（大

学・��大

学・�等

門学校を除

く）・幼稚

園

大学等（大

学・��大

学・�等

門学校）

公会堂 公民館
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（続き）

項　目

市 町 名

114 0 19 19 19 19 19 19 0

1 宇 都 宮 市

63 0 19 3 18 19 2 2 0

2 足 利 市

60 0 12 12 12 12 0 12 0

3 栃 木 市

19 0 5 0 4 5 0 5 0

4 佐 野 市

37 0 1 1 19 16 0 0 0

5 鹿 沼 市

103 16 16 8 15 16 16 16 0

6 日 光 市

72 12 12 12 12 12 0 12 0

7 小 山 市

15 0 3 3 3 3 0 3 0

8 真 岡 市

33 0 8 0 8 8 1 8 0

9 大 田 原 市

7 1 1 1 1 1 1 1 0

1� < / 市

19 0 5 0 4 5 0 5 0

11 ��"原市

12 0 2 2 2 2 2 2 0

12 � � � 市

55 9 9 9 9 9 9 1 0

13 ��4山市

12 2 2 2 2 2 2 0 0

14 � 野 市

5 0 1 1 1 1 0 1 0

15 � � + 町

4 0 1 1 1 1 0 0 0

16 9 % 町

6 0 1 1 1 1 1 1 0

17 � 木 町

3 0 1 0 1 1 0 0 0

18 市 � 町

4 0 1 1 1 1 0 0 0

19 � � 町

15 0 3 3 3 3 3 0 0

2� # 6 町

4 0 1 1 1 1 0 0 0

21 野 木 町

3 0 1 0 1 1 0 0 0

22 " � 町

5 0 1 0 1 1 1 1 0

23 � 1 2 町

3 0 0 1 1 1 0 0 0

24 � � 町

7 0 0 2 2 3 0 0 0

25 � 5 + 町

621 40 114 72 128 129 52 86 0

59 0 11 11 14 15 5 3 0

680 40 125 83 142 144 57 89 0
県 計

支援設備

コミュニ

ケーショ

ンボード

投票支援

カード

市 計

町 計

措置なし

幅広・堅

固な記載

台

総　数

車イス用

記載台

記載台�

の照明灯

設置

車イス

虫眼鏡、

老眼鏡、

文鎮
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　② 投票所に使用した施設

      項　目

 $ + "

1 宇 都 宮 市 50 50 0 0 0 2 2 0 0 0

2 足 利 市 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 38 24 14 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 32 4 28 0 0 1 1 0 0 0

5 鹿 沼 市 43 5 38 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 52 16 36 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 38 22 16 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 23 11 12 0 0 1 1 0 0 0

10 H : 市 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0

11 	*原市 20 7 13 0 0 0 0 0 0 0

12 � � � 市 14 0 14 0 0 2 2 0 0 0

13 	?山市 10 1 9 0 0 0 0 0 0 0

14 # 野 市 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0

15 " ! 3 町 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

16 E - 町 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0

17 � 木 町 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 � 町 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0

19 � � 町 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0

20 + A 町 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0

22 * � 町 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

23 � < = 町 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

24 	  町 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0

25 	 @ 3 町 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0

369 168 199 2 0 6 6 0 0 0

61 34 24 3 0 0 0 0 0 0

430 202 223 5 0 6 6 0 0 0

市 計

町 計

県 計

入口に段差のあるもの 入口と同一フロアにないもの

総　数

簡易

スロープ

設置

人的介助 その他 措置なし 総  数

昇降機

あり

人的介助 その他 措置なし
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（続き）

項　目

市 町 名

606 0 101 101 101 101 101 101 0

1 宇 都 宮 市

239 0 50 14 25 50 50 50 0

2 足 利 市

275 0 63 60 29 59 0 64 0

3 栃 木 市

126 0 40 6 21 4 0 55 0

4 佐 野 市

51 0 13 10 14 14 0 0 0

5 鹿 沼 市

321 70 16 10 15 70 70 70 0

6 日 光 市

275 52 52 52 15 52 0 52 0

7 小 山 市

171 0 42 42 3 42 0 42 0

8 真 岡 市

142 0 40 0 21 40 1 40 0

9 大 田 原 市

106 13 13 16 16 16 16 16 0

1� < / 市

145 0 43 0 16 43 0 43 0

11 ��"原市

95 0 2 22 5 22 22 22 0

12 � � � 市

67 12 12 12 7 12 12 0 0

13 ��4山市

126 21 21 21 21 21 21 0 0

14 � 野 市

45 0 9 9 9 9 0 9 0

15 � � + 町

44 0 14 14 2 14 0 0 0

16 9 % 町

17 0 2 0 2 13 0 0 0

17 � 木 町

7 0 4 0 1 2 0 0 0

18 市 � 町

15 0 1 0 14 0 0 0 0

19 � � 町

60 0 13 13 . 13 13 0 0

2� # 6 町

47 0 13 . 13 13 0 0 0

21 野 木 町

24 0 . 0 . . 0 0 0

22 " � 町

60 0 12 0 12 12 12 12 0

23 � 1 2 町

34 0 0 0 17 17 0 0 0

24 � � 町

1. 0 0 14 2 2 0 0 0

25 � 5 + 町

2745 16. 50. 366 309 546 293 555 0

371 0 76 5. .. 103 25 21 0

3116 16. 5.4 424 397 649 31. 576 0

市 計

町 計

県 計

支援設備

総　数

幅広・堅

固な記載

台

車イス用

記載台

記載台�

の照明灯

設置

車イス

虫眼鏡、

老眼鏡、

文鎮

コミュニ

ケーショ

ンボード

投票支援

カード

措置なし
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市 町 名 投票所閉鎖時刻

第 1 投 票 所 (宇都宮市立細谷小学校) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (|x�立宇都宮中央��学校) 午 後 ７ 時

第 + 投 票 所 (宇都宮市立�西中学校) 午 後 ７ 時

第 6 投 票 所 (宇都宮市立o�小学校) 午 後 ７ 時

第 7 投 票 所 (宇都宮市立�小学校) 午 後 ７ 時

第 8 投 票 所 (宇都宮市立t ?中学校) 午 後 ７ 時

第 9 投 票 所 (宇都宮市立uO小学校) 午 後 ７ 時

第 : 投 票 所 (|x�立宇都宮P���学校) 午 後 ７ 時

第 ; 投 票 所 (宇都宮市立{小学校) 午 後 ７ 時

第 1� 投 票 所 (宇都宮市�UW-2310*.4/5) 午 後 ７ 時

第 11 投 票 所 (宇都宮市立C�小学校) 午 後 ７ 時

第 1� 投 票 所 (宇都宮市立� ?中学校) 午 後 ７ 時

第 1+ 投 票 所 (宇都宮市立g小学校) 午 後 ７ 時

第 16 投 票 所 (宇都宮市立城{UW-2310*.4/5) 午 後 ７ 時

第 17 投 票 所 (宇都宮市立��小学校) 午 後 ７ 時

第 18 投 票 所 (宇都宮市立r中学校) 午 後 ７ 時

第 19 投 票 所 (宇都宮市中央UW-2310*.4/5) 午 後 ７ 時

第 1: 投 票 所 (宇都宮市立西小学校) 午 後 ７ 時

第 1; 投 票 所 (|x�立宇都宮Z\��学校) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (宇都宮市立西原小学校) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (宇都宮市立宮%原小学校) 午 後 ７ 時

第 �+ 投 票 所 (宇都宮市立�L中学校) 午 後 ７ 時

第 �6 投 票 所 (宇都宮市立�L小学校) 午 後 ７ 時

第 �7 投 票 所 ('$'F	T) 午 後 ７ 時

第 �8 投 票 所 (宇都宮市立�小学校) 午 後 ７ 時

第 �9 投 票 所 (宇都宮市立� ?中学校) 午 後 ７ 時

第 �: 投 票 所 (宇都宮市立nk 原小学校) 午 後 ７ 時

第 �; 投 票 所 (宇都宮市立� ?小学校) 午 後 ７ 時

第 +� 投 票 所 (宇都宮市立ax中学校) 午 後 ７ 時

第 +1 投 票 所 (宇都宮市立nk小学校) 午 後 ７ 時

第 +� 投 票 所 (宇都宮市立g小学校) 午 後 ７ 時

第 ++ 投 票 所 (宇都宮市立�G小学校) 午 後 ７ 時

第 +6 投 票 所 (宇都宮市立細谷小学校) 午 後 ７ 時

第 +7 投 票 所 (宇都宮市立=o�小学校) 午 後 ７ 時

平 石 第 1 投 票 所 (宇都宮市立石井小学校) 午 後 ７ 時

平 石 第 � 投 票 所 (宇都宮市立平石中央小学校) 午 後 ７ 時

平 石 第 + 投 票 所 (宇都宮市立平石北小学校) 午 後 ７ 時

平 石 第 6 投 票 所 (宇都宮市立�{小学校) 午 後 ７ 時

平 石 第 7 投 票 所 (宇都宮市立�{中学校) 午 後 ７ 時

清 原 第 1 投 票 所 (宇都宮市立清原北小学校) 午 後 ７ 時

清 原 第 � 投 票 所 (宇都宮市立清原中央小学校) 午 後 ７ 時

清 原 第 + 投 票 所 (宇都宮市立清原中学校) 午 後 ７ 時

清 原 第 6 投 票 所 (宇都宮市立清原L小学校) 午 後 ７ 時

清 原 第 7 投 票 所 (宇都宮市立清原{小学校) 午 後 ７ 時

清 原 第 8 投 票 所 (宇都宮市立)�%z小学校) 午 後 ７ 時

瑞 穂 野 第 1 投 票 所 (宇都宮市立瑞穂野北小学校) 午 後 ７ 時

瑞 穂 野 第 � 投 票 所 (宇都宮市立瑞穂野L小学校) 午 後 ７ 時

瑞 穂 野 第 + 投 票 所 (宇都宮市立瑞穂N小学校) 午 後 ７ 時

横 川 第 1 投 票 所 (宇都宮市立横川西小学校) 午 後 ７ 時

横 川 第 � 投 票 所 (宇都宮市立横川{小学校) 午 後 ７ 時

横 川 第 + 投 票 所 (宇都宮市立横川中央小学校) 午 後 ７ 時

横 川 第 6 投 票 所 (>}市QE^�D所) 午 後 ７ 時

豊 郷 第 1 投 票 所 (宇都宮市立豊郷中央小学校) 午 後 ７ 時

豊 郷 第 � 投 票 所 (宇都宮市立豊郷L小学校) 午 後 ７ 時

豊 郷 第 + 投 票 所 (���H��) 午 後 ７ 時

豊 郷 第 6 投 票 所 (宇都宮市立豊郷北小学校) 午 後 ７ 時

豊 郷 第 7 投 票 所 (富X�,?RU��D�) 午 後 ７ 時

国 本 第 1 投 票 所 (宇都宮市立国本西小学校) 午 後 ７ 時

国 本 第 � 投 票 所 (宇都宮市国本UJ市�.4/5) 午 後 ７ 時

国 本 第 + 投 票 所 (宇都宮市立wa小学校) 午 後 ７ 時

富 屋 投 票 所 (宇都宮市富屋UJ市�.4/5) 午 後 ７ 時

篠 井 投 票 所 (宇都宮市篠井UJ市�.4/5) 午 後 ７ 時

城 山 第 1 投 票 所 (宇都宮市立城山中央小学校) 午 後 ７ 時

城 山 第 � 投 票 所 (宇都宮市立城山{小学校) 午 後 ７ 時

城 山 第 + 投 票 所 (宇都宮市立ax小学校) 午 後 ７ 時

城 山 第 6 投 票 所 (宇都宮市立sF小学校) 午 後 ７ 時

城 山 第 7 投 票 所 (宇都宮市立城山西小学校) 午 後 ７ 時

姿 川 第 1 投 票 所 (宇都宮市立姿川第一小学校) 午 後 ７ 時

姿 川 第 � 投 票 所 (宇都宮市立姿川中学校) 午 後 ７ 時

姿 川 第 + 投 票 所 (宇都宮市立姿川中央小学校) 午 後 ７ 時

姿 川 第 6 投 票 所 (宇都宮市立姿川第A小学校) 午 後 ７ 時

姿 川 第 7 投 票 所 (宇都宮市立富X�小学校) 午 後 ７ 時

姿 川 第 8 投 票 所 (�`!#(T&!"l�T) 午 後 ７ 時

姿 川 第 9 投 票 所 (宇都宮市立宮%原中学校) 午 後 ７ 時

姿 川 第 : 投 票 所 (西川�{�RU中央��DH��) 午 後 ７ 時

　（18） 投票所開閉時刻の繰上げ、繰下げに関する調

     　  該当無し

　（1�） 繰上投票の ��投票��に関する調

投 票 所 名

宇 都 宮 市

(101/101投票所�
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市 町 名 投票所閉鎖時刻

投 票 所 名

雀 宮 第 1 投 票 所 (宇都宮市雀宮地区市民センター) 午 後 ７ 時

雀 宮 第 2 投 票 所 (宇都宮市立雀宮f�小学校o�館) 午 後 ７ 時

雀 宮 第 @ 投 票 所 (宇都宮市立§Ä小学校) 午 後 ７ 時

雀 宮 第 [ 投 票 所 (宇都宮市立雀宮|小学校) 午 後 ７ 時

雀 宮 第 \ 投 票 所 (宇都宮市立雀宮¯小学校) 午 後 ７ 時

雀 宮 第 ] 投 票 所 (�}�地公民館) 午 後 ７ 時

雀 宮 第 ^ 投 票 所 (宇都宮市立�°}f学校) 午 後 ７ 時

雀 宮 第 _ 投 票 所 (宇都宮市立雀宮f学校) 午 後 ７ 時

上 河 内 第 １ 投 票 所 (宇都宮市立上河内西小学校) 午 後 ７ 時

上 河 内 第 ( 投 票 所 (²の木��学校) 午 後 ７ 時

上 河 内 第 ) 投 票 所 (宇都宮市立上河内f�小学校) 午 後 ７ 時

上 河 内 第 * 投 票 所 (上小q公民館) 午 後 ７ 時

上 河 内 第 + 投 票 所 (宇都宮市立上河内¯小学校) 午 後 ７ 時

上 河 内 第 , 投 票 所 (¯�沼公民館) 午 後 ７ 時

河 内 第 １ 投 票 所 (宇都宮市立白沢小学校) 午 後 ７ 時

河 内 第 ( 投 票 所 (宇都宮市河内地区市民センター) 午 後 ７ 時

河 内 第 ) 投 票 所 (河内<>3い市民�園CVQMAG) 午 後 ７ 時

河 内 第 * 投 票 所 (宇都宮市立�¬北小学校) 午 後 ７ 時

河 内 第 + 投 票 所 (宇都宮市立�¬小学校) 午 後 ７ 時

河 内 第 , 投 票 所 (�¬DSULK?RVE) 午 後 ７ 時

河 内 第 ７ 投 票 所 (��7:=園k!j��Ë園) 午 後 ７ 時

河 内 第 . 投 票 所 (!j�公民館) 午 後 ７ 時

河 内 第 / 投 票 所 (�j�地公民館) 午 後 ７ 時

河 内 第 10 投 票 所 (河内�·¹�¦�センター) 午 後 ７ 時

河 内 第 11 投 票 所 (宇都宮市立Ä}西小学校) 午 後 ７ 時

河 内 第 12 投 票 所 (下Ä}�h集会所) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (大前町四丁目自治会館) 午 後 ７ 時

第 2 投 票 所 (�前公民館) 午 後 ７ 時

第 @ 投 票 所 (�下i丁目自治会館) 午 後 ７ 時

第 [ 投 票 所 (c�公民館) 午 後 ７ 時

第 \ 投 票 所 (��公民館) 午 後 ７ 時

第 ] 投 票 所 (FWNーlセンター) 午 後 ７ 時

第 ^ 投 票 所 (¼�町自治会館) 午 後 ７ 時

第 _ 投 票 所 (生Â学習センター) 午 後 ７ 時

第 ` 投 票 所 (�w市�所) 午 後 ７ 時

第 10 投 票 所 (第if学校) 午 後 ７ 時

第 11 投 票 所 (¡~小学校) 午 後 ７ 時

第 12 投 票 所 (��町a丁目自治会館) 午 後 ７ 時

第 1@ 投 票 所 (¯�小学校) 午 後 ７ 時

第 1[ 投 票 所 (µ小学校) 午 後 ７ 時

第 1\ 投 票 所 (º 公民館) 午 後 ７ 時

第 1] 投 票 所 (�wTBIーVー¯�楽�) 午 後 ７ 時

第 1^ 投 票 所 (大沼Ä町公会�) 午 後 ７ 時

第 1_ 投 票 所 (º o�館) 午 後 ７ 時

第 1` 投 票 所 (��小学校) 午 後 ７ 時

第 20 投 票 所 (r�町公民館) 午 後 ７ 時

第 21 投 票 所 (385がPVXーOーCRVE（�w市民RVE）) 午 後 ７ 時

第 22 投 票 所 (Äf町��自治会館) 午 後 ７ 時

第 2@ 投 票 所 (北�公民館) 午 後 ７ 時

第 2[ 投 票 所 (ª�町自治会館) 午 後 ７ 時

第 2\ 投 票 所 (Ä�町自治会館) 午 後 ７ 時

第 2] 投 票 所 (大ª小学校) 午 後 ７ 時

第 2^ 投 票 所 (��下町自治会館) 午 後 ７ 時

第 2_ 投 票 所 (��公民館) 午 後 ７ 時

第 2` 投 票 所 (��上町自治会館) 午 後 ７ 時

第 @0 投 票 所 (�Ä公民館) 午 後 ７ 時

第 @1 投 票 所 (Ì�町自治会館) 午 後 ７ 時

第 @2 投 票 所 (�¢町Épセンター) 午 後 ７ 時

第 @@ 投 票 所 (��公民館) 午 後 ７ 時

第 @[ 投 票 所 (È��公民館) 午 後 ７ 時

第 @\ 投 票 所 (�wt木�¥�センター) 午 後 ７ 時

第 @] 投 票 所 (¡~公民館) 午 後 ７ 時

第 @^ 投 票 所 (¶Ä公民館) 午 後 ７ 時

第 @_ 投 票 所 (g 公民館) 午 後 ７ 時

第 @` 投 票 所 (�Á公民館) 午 後 ７ 時

第 [0 投 票 所 (c�小学校) 午 後 ７ 時

第 [1 投 票 所 (¨°Ä小学校) 午 後 ７ 時

第 [2 投 票 所 (c�公民館) 午 後 ７ 時

第 [@ 投 票 所 (±q<>3いs�館) 午 後 ７ 時

第 [[ 投 票 所 (葉鹿公民館) 午 後 ７ 時

第 [\ 投 票 所 (小俣下町自治会館) 午 後 ７ 時

第 [] 投 票 所 (小俣下濁沼自治会館) 午 後 ７ 時

第 [^ 投 票 所 (小俣公民館) 午 後 ７ 時

第 [_ 投 票 所 (小俣北町自治会館) 午 後 ７ 時

第 [` 投 票 所 (m福町集会所) 午 後 ７ 時

第 \0 投 票 所 (葉鹿町自治会館) 午 後 ７ 時

栃 木 第 1 投 票 所 (きららの杜とちぎ蔵の街楽習館（栃木市市民交流センター）) 午 後 ７ 時

栃 木 第 2 投 票 所 (栃木市立栃木¯f学校) 午 後 ７ 時

栃 木 第 @ 投 票 所 (¨とちぎ市民活動推進センター) 午 後 ７ 時

栃 木 第 [ 投 票 所 (栃木市立栃木第四小学校) 午 後 ７ 時

栃 木 第 \ 投 票 所 (栃木市立|小学校) 午 後 ７ 時

栃 木 第 ] 投 票 所 (栃木市立栃木|f学校) 午 後 ７ 時

栃 木 第 ^ 投 票 所 (栃木市立栃木西f学校) 午 後 ７ 時

栃 木 第 _ 投 票 所 (とちぎ西部生きがいセンター（長寿園）) 午 後 ７ 時

足 　　利　　 市
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投 票 所 名

栃 木 第 9 投 票 所 (栃木市立栃木第五小学校) 午 後 ７ 時

栃 木 第 1� 投 票 所 (栃木市立栃木中T小学校) 午 後 ７ 時

栃 木 第 11 投 票 所 (栃木市立栃木第6小学校) 午 後 ７ 時

栃 木 第 1� 投 票 所 (栃木市大X公民館) 午 後 ７ 時

栃 木 第 1 投 票 所 (平川公民館) 午 後 ７ 時

栃 木 第 1. 投 票 所 (栃木市e栃木")*'&�会館) 午 後 ７ 時

栃 木 第 1/ 投 票 所 (平柳一丁目自治会館) 午 後 ７ 時

栃 木 第 10 投 票 所 (栃木市勤労者総合福祉センター) 午 後 ７ 時

栃 木 第 11 投 票 所 (栃木市立大XF小学校) 午 後 ７ 時

栃 木 第 12 投 票 所 (栃木市皆川公民館) 午 後 ７ 時

栃 木 第 19 投 票 所 (アルレクスパークとちぎ（栃木市屋内運動場）) 午 後 ７ 時

栃 木 第 �� 投 票 所 (川原t市営>W集会所) 午 後 ７ 時

栃 木 第 �1 投 票 所 (栃木市吹上公民館) 午 後 ７ 時

栃 木 第 �� 投 票 所 (栃木市立千塚小学校) 午 後 ７ 時

栃 木 第 � 投 票 所 (尻内第二自治会公民館) 午 後 ７ 時

栃 木 第 �. 投 票 所 (栃木市寺尾公民館) 午 後 ７ 時

栃 木 第 �/ 投 票 所 (根古谷公民館) 午 後 ７ 時

栃 木 第 �0 投 票 所 (出流町公民館) 午 後 ６ 時

栃 木 第 �1 投 票 所 (栃木市L府公民館) 午 後 ７ 時

栃 木 第 �2 投 票 所 (L府C地改良区事務所) 午 後 ７ 時

栃 木 第 �9 投 票 所 (栃木市立L府北小学校) 午 後 ７ 時

大 平 第 1 投 票 所 (栃木市大平西地区公民館) 午 後 ７ 時

大 平 第 � 投 票 所 (内Q経営管理センター) 午 後 ７ 時

大 平 第  投 票 所 (栃木市大平公民館) 午 後 ７ 時

大 平 第 . 投 票 所 (栃木市大平東地区公民館) 午 後 ７ 時

大 平 第 / 投 票 所 (栃木市大平真弓集会所) 午 後 ７ 時

大 平 第 0 投 票 所 (e�村生活センター) 午 後 ７ 時

大 平 第 1 投 票 所 (栃木市大平隣保館) 午 後 ７ 時

大 平 第 2 投 票 所 (栃木市大平F体育館) 午 後 ７ 時

大 平 第 9 投 票 所 (栃木市立大平F小学校) 午 後 ７ 時

大 平 第 1� 投 票 所 (栃木市大平�村I人の家) 午 後 ７ 時

藤 岡 第 1 投 票 所 (栃木市部屋地区公民館) 午 後 ７ 時

藤 岡 第 � 投 票 所 (f藤岡第二中学校) 午 後 ７ 時

藤 岡 第  投 票 所 (栃木市役所藤岡総合支所) 午 後 ７ 時

藤 岡 第 . 投 票 所 (栃木市藤岡遊水池会館) 午 後 ７ 時

藤 岡 第 / 投 票 所 (栃木市赤麻地区公民館) 午 後 ７ 時

藤 岡 第 0 投 票 所 (栃木市6鴨地区公民館) 午 後 ７ 時

藤 岡 第 1 投 票 所 (大t和区公民館) 午 後 ７ 時

都 賀 第 1 投 票 所 (栃木市立合戦場小学校) 午 後 ７ 時

都 賀 第 � 投 票 所 (栃木市都賀公民館) 午 後 ７ 時

都 賀 第  投 票 所 (栃木市立家中小学校) 午 後 ７ 時

都 賀 第 . 投 票 所 (木")*'&�センター) 午 後 ７ 時

都 賀 第 / 投 票 所 (栃木市立赤b小学校) 午 後 ７ 時

都 賀 第 0 投 票 所 (大k")*'&�センター) 午 後 ７ 時

西 方 第 1 投 票 所 (栄町公民館) 午 後 ７ 時

西 方 第 � 投 票 所 (栃木市立西方小学校) 午 後 ７ 時

西 方 第  投 票 所 (関東ホーチキにしかた体育館（栃木市西方総合文化体育館）) 午 後 ７ 時

西 方 第 . 投 票 所 (栃木市真名子夢ホール) 午 後 ７ 時

西 方 第 / 投 票 所 (真上集落センター) 午 後 � 時

岩 舟 第 1 投 票 所 (和r公民館) 午 後 ７ 時

岩 舟 第 � 投 票 所 (栃木市静和地区公民館) 午 後 ７ 時

岩 舟 第  投 票 所 (栃木市立岩舟中学校) 午 後 ７ 時

岩 舟 第 . 投 票 所 (栃木市役所岩舟総合支所会議室棟) 午 後 ７ 時

岩 舟 第 / 投 票 所 (栃木市立岩舟小学校) 午 後 ７ 時

岩 舟 第 0 投 票 所 (ＣＩＴＹ ＧＹＭ ＆ ＳＰＡ 遊楽々館（岩舟7Q福祉センター）) 午 後 ７ 時

岩 舟 第 1 投 票 所 (栃木市小野寺地区公民館) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (相生町公民館) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (佐野市役所) 午 後 ７ 時

第  投 票 所 (佐野市総合福祉センター) 午 後 ７ 時

第 . 投 票 所 (天明小学校) 午 後 ７ 時

第 / 投 票 所 (P東中学校) 午 後 ７ 時

第 0 投 票 所 (赤坂町公民館) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (植野地区公民館) 午 後 ７ 時

第 2 投 票 所 (F中学校) 午 後 ７ 時

第 9 投 票 所 (�X合同公民館) 午 後 ７ 時

第 1� 投 票 所 (t\町公民館) 午 後 ７ 時

第 11 投 票 所 (伊保内町公民館) 午 後 ７ 時

第 1� 投 票 所 (界地区公民館) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (�萩町公民館) 午 後 ７ 時

第 1. 投 票 所 (犬伏地区公民館) 午 後 ７ 時

第 1/ 投 票 所 (よねやま保育園) 午 後 ７ 時

第 10 投 票 所 (韮川町公民館) 午 後 ７ 時

第 11 投 票 所 (北中学校) 午 後 ７ 時

第 12 投 票 所 (浅沼町会所) 午 後 ７ 時

第 19 投 票 所 (鐙塚町伝統文化継承館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (やはた公民館) 午 後 ７ 時

第 �1 投 票 所 (朱雀町公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (菊川町公民館) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (奈良渕町公民館) 午 後 ７ 時

第 �. 投 票 所 (小中町公民館) 午 後 ７ 時

第 �/ 投 票 所 (旗川地区公民館) 午 後 ７ 時

第 �0 投 票 所 (吾妻地区公民館) 午 後 ７ 時

第 �1 投 票 所 (赤見地区公民館) 午 後 ７ 時

第 �2 投 票 所 (w塚小学校) 午 後 ７ 時

第 �9 投 票 所 (出流原小学校) 午 後 ７ 時

第  � 投 票 所 (t沼小学校) 午 後 ７ 時

佐 野 市
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第 31 投 票 所 (田沼行政センター) 午 後 ７ 時

第 3� 投 票 所 (田沼C部地区公民館) 午 後 ７ 時

第 33 投 票 所 (^Z地区コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 3- 投 票 所 (多田小学校) 午 後 ７ 時

第 3. 投 票 所 (戸奈良地区コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 3/ 投 票 所 (たぬまふるさと館) 午 後 ７ 時

第 30 投 票 所 (V吉水地区コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 31 投 票 所 (3好生活改善センター) 午 後 ７ 時

第 32 投 票 所 (W3好小学校) 午 後 ７ 時

第 -� 投 票 所 (船越北部集落センター) 午 後 ７ 時

第 -1 投 票 所 (W野上小学校) 午 後 ６ 時

第 -� 投 票 所 (5作原多目的集会所) 午 後 ６ 時

第 -3 投 票 所 (山H地区コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

第 -- 投 票 所 (遠原�里福祉センター) 午 後 ６ 時

第 -. 投 票 所 (5彦間集落センター) 午 後 ６ 時

第 -/ 投 票 所 (飛駒基幹集落センター) 午 後 ６ 時

第 -0 投 票 所 (葛生行政センター) 午 後 ７ 時

第 -1 投 票 所 (葛生義務教育学校) 午 後 ７ 時

第 -2 投 票 所 (W葛生C小学校) 午 後 ７ 時

第 .� 投 票 所 (会沢地区コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

第 .1 投 票 所 (常盤地区公民館) 午 後 ６ 時

第 .� 投 票 所 (W常盤中学校) 午 後 ６ 時

第 .3 投 票 所 (中仙波公民館) 午 後 ６ 時

第 .- 投 票 所 (氷室地区公民館) 午 後 ６ 時

第 .. 投 票 所 (秋山生活改善センター) 午 後 ６ 時

第 1 投 票 所 (鹿沼市立北小学校) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (鹿沼市立[小学校) 午 後 ７ 時

第 3 投 票 所 (鹿沼市立[中学校) 午 後 ７ 時

第 - 投 票 所 (鹿沼市P所) 午 後 ７ 時

第 . 投 票 所 (鹿沼市総合福祉センター) 午 後 ７ 時

第 / 投 票 所 (玉田町公民館) 午 後 ７ 時

第 0 投 票 所 (鹿沼市立菊沢西小学校) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (鹿沼市菊沢コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 2 投 票 所 (上野町第:自治会館) 午 後 ７ 時

第 1� 投 票 所 (上殿ふれあいセンター) 午 後 ７ 時

第 11 投 票 所 (鹿沼市塩山生活改善センター) 午 後 ７ 時

第 1� 投 票 所 (鹿沼市北押原コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 13 投 票 所 (鹿沼市奈良部農村生活センター) 午 後 ７ 時

第 1- 投 票 所 (鹿沼市北犬飼コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 1. 投 票 所 (�呂集落農9集会所��呂公民館）) 午 後 ７ 時

第 1/ 投 票 所 (鹿沼市立津田小学校) 午 後 ７ 時

第 10 投 票 所 (5jN公民館) 午 後 ７ 時

第 11 投 票 所 (鹿沼市立池ノ森小学校) 午 後 ７ 時

第 12 投 票 所 (鹿沼市立さつきが丘小学校) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (酒野谷公民館) 午 後 ６ 時

第 �1 投 票 所 (5日向集落センター) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (鹿沼市[J�コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 �- 投 票 所 (鹿沼市5沢生活向上センター) 午 後 ６ 時

第 �. 投 票 所 (鹿沼市引田生活向上センター) 午 後 ６ 時

第 �/ 投 票 所 (野尻多目的集会施設) 午 後 ６ 時

第 �0 投 票 所 (鹿沼市加蘇コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

第 �1 投 票 所 (鹿沼市立加蘇中学校) 午 後 ６ 時

第 �2 投 票 所 (鹿沼市上8我第�自治会館) 午 後 ６ 時

第 3� 投 票 所 (上8我第６区公民館) 午 後 ６ 時

第 3� 投 票 所 (上J8=神舟神社社務所) 午 後 ６ 時

第 33 投 票 所 (鹿沼市西J�[生活センター) 午 後 ６ 時

第 3- 投 票 所 (鹿沼市西J�コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

第 3. 投 票 所 (鹿沼市西J�西生活改善センター) 午 後 ６ 時

第 3/ 投 票 所 (西J�>区自治会館) 午 後 ６ 時

第 30 投 票 所 (鹿沼市]荷２区生活向上センター) 午 後 ６ 時

第 31 投 票 所 (鹿沼市]荷４区生活センター) 午 後 ６ 時

第 32 投 票 所 (鹿沼市]荷コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

第 -� 投 票 所 (鹿沼市]荷７区自治会館) 午 後 ６ 時

第 -1 投 票 所 (鹿沼市C摩コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 -� 投 票 所 (上C摩町自治公民館) 午 後 ７ 時

第 -3 投 票 所 (鹿沼市立C摩中学校) 午 後 ７ 時

第 -- 投 票 所 (鹿沼市C押原コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 -. 投 票 所 (磯町公民館) 午 後 ７ 時

第 -/ 投 票 所 (北赤塚町公民館) 午 後 ７ 時

第 -0 投 票 所 (藤江地区コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 -1 投 票 所 (C上野町公民館) 午 後 ７ 時

第 -2 投 票 所 (鹿沼市立菊沢[小学校�<育館）) 午 後 ７ 時

第 .� 投 票 所 (鹿沼市[部台コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 .1 投 票 所 (千渡自治会館) 午 後 ７ 時

第 .� 投 票 所 ([町会館) 午 後 ７ 時

第 .3 投 票 所 (鹿沼市立粟野小学校) 午 後 ７ 時

第 .- 投 票 所 (鹿沼市粟野コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 .. 投 票 所 (菅沼集会センター) 午 後 ６ 時

第 ./ 投 票 所 (出口滝沢生活改善センター) 午 後 ６ 時

第 .0 投 票 所 (水沢尾ざく集会センター) 午 後 ６ 時

第 .1 投 票 所 (五月公民館) 午 後 ６ 時

第 .2 投 票 所 (\崎会館) 午 後 ６ 時

第 /� 投 票 所 (J越路公民館) 午 後 ６ 時

第 /1 投 票 所 (森公民館) 午 後 ６ 時

第 /� 投 票 所 (加戸笠丸公民館) 午 後 ６ 時

第 /3 投 票 所 (^原�尾公民館) 午 後 ６ 時

鹿 沼 市
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第 64 投 票 所 (大八区公民館) 午 後 ６ 時

第 65 投 票 所 (�土文化保存伝習館) 午 後 ６ 時

第 66 投 票 所 (山際多目的集会センター) 午 後 ６ 時

第 67 投 票 所 (久分公民館) 午 後 ６ 時

第 68 投 票 所 (鹿沼市永野コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

第 69 投 票 所 (山口公民館) 午 後 ６ 時

第 7 投 票 所 (鹿沼市与洲多目的集会センター) 午 後 ６ 時

第 7! 投 票 所 (久野公民館) 午 後 ７ 時

第 7" 投 票 所 (深程中央公民館) 午 後 ７ 時

第 7) 投 票 所 (鹿沼市|洲コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

今 市 第 １ 投 票 所 (二宮町公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 � 投 票 所 (日光市役所) 午 後 ７ 時

今 市 第 ３ 投 票 所 (日光市�今市小学校) 午 後 ７ 時

今 市 第 � 投 票 所 (日光市今市保健福祉センター) 午 後 ７ 時

今 市 第 � 投 票 所 (日光市�今市第二小学校) 午 後 ７ 時

今 市 第 ６ 投 票 所 (日光市生きがいセンター) 午 後 ７ 時

今 市 第 ７ 投 票 所 (�畑公民館) 午 後 ６ 時

今 市 第 � 投 票 所 (土沢公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 � 投 票 所 (日光市南原地区コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

今 市 第 １ ０ 投 票 所 (日光市�落合東小学校) 午 後 ７ 時

今 市 第 １ １ 投 票 所 (日光市落合公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 １ � 投 票 所 (日光市�落合西小学校) 午 後 ７ 時

今 市 第 １ ３ 投 票 所 (;q橋集落センター) 午 後 ７ 時

今 市 第 １ � 投 票 所 (<q橋公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 １ � 投 票 所 (手岡公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 １ ６ 投 票 所 (岩崎集落センター) 午 後 ７ 時

今 市 第 １ ７ 投 票 所 (日光市�岡公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 １ � 投 票 所 (倉ヶ崎公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 １ � 投 票 所 (川室公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 � ０ 投 票 所 (轟公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 � １ 投 票 所 (芹沼公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 � � 投 票 所 (�~公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 � ３ 投 票 所 (小百公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 � � 投 票 所 (原^公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 � � 投 票 所 (栗原公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 � ６ 投 票 所 (日光市大沢公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 � ７ 投 票 所 (rn��動車整備振興会日光支部会館) 午 後 ７ 時

今 市 第 � � 投 票 所 (針貝公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 � � 投 票 所 (日光市�村環境改善センター) 午 後 ７ 時

今 市 第 ３ ０ 投 票 所 (日光市�猪倉小学校) 午 後 ７ 時

今 市 第 ３ １ 投 票 所 (nR~b�業v�改善センター) 午 後 ７ 時

今 市 第 ３ � 投 票 所 (e成町公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 ３ ３ 投 票 所 (R~公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 ３ � 投 票 所 (日光市小林公民館) 午 後 ７ 時

今 市 第 ３ � 投 票 所 (小林３区公民館) 午 後 ７ 時

日 光 第 １ 投 票 所 (日光市役所日光行政センター) 午 後 ７ 時

日 光 第 � 投 票 所 (日光市日光D�館) 午 後 ７ 時

日 光 第 ３ 投 票 所 (日光市日光福祉保健センター) 午 後 ７ 時

日 光 第 � 投 票 所 (日光市Z性サポートセンター) 午 後 ７ 時

日 光 第 � 投 票 所 (日光市&ちぎ日光材�尾モデルセンター) 午 後 ７ 時

日 光 第 ６ 投 票 所 (日光市Y日光コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

日 光 第 ７ 投 票 所 (#んよの湯管理棟) 午 後 ６ 時

日 光 第 � 投 票 所 (日光市所野コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

日 光 第 � 投 票 所 (日光市所野広久保住宅集会所) 午 後 ７ 時

日 光 第 １ ０ 投 票 所 (l野口小学校) 午 後 ７ 時

日 光 第 １ １ 投 票 所 (日光市日光消防団第7分団詰所) 午 後 ６ 時

日 光 第 １ � 投 票 所 (日光市小来川林業研修センター) 午 後 ７ 時

日 光 第 １ ３ 投 票 所 (東小来川公民館) 午 後 ７ 時

日 光 第 １ � 投 票 所 (西小来川公民館) 午 後 ７ 時

日 光 第 １ � 投 票 所 (日光市滝ヶ原間伐材等利用推進施設) 午 後 ６ 時

藤 原 第 １ 投 票 所 (日光市川y地区コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

藤 原 第 � 投 票 所 (日光市藤原地区集会所) 午 後 ７ 時

藤 原 第 ３ 投 票 所 (滝見通り公民館) 午 後 ７ 時

藤 原 第 � 投 票 所 (日光市役所藤原行政センター) 午 後 ７ 時

藤 原 第 � 投 票 所 (日光市大原地区集会所) 午 後 ７ 時

藤 原 第 ６ 投 票 所 (�由ヶ丘公民館) 午 後 ７ 時

藤 原 第 ７ 投 票 所 (VのK公民館) 午 後 ７ 時

藤 原 第 � 投 票 所 (日光市�徳生活改善センター) 午 後 ７ 時

藤 原 第 � 投 票 所 (日光市役所:依地区センター) 午 後 ６ 時

足 尾 第 １ 投 票 所 (日光市;間藤集会所) 午 後 ６ 時

足 尾 第 � 投 票 所 (日光市野路又集会所) 午 後 ６ 時

足 尾 第 ３ 投 票 所 (日光市足尾南部生活改善センター) 午 後 ６ 時

足 尾 第 � 投 票 所 (日光市原集会所) 午 後 ６ 時

足 尾 第 � 投 票 所 (日光市役所足尾行政センター) 午 後 ６ 時

栗 山 第 １ 投 票 所 (日光市役所栗山行政センター) 午 後 ６ 時

栗 山 第 � 投 票 所 (日光市湯西川公民館) 午 後 ６ 時

栗 山 第 ３ 投 票 所 (西川集会所) 午 後 ６ 時

栗 山 第 � 投 票 所 (日光市日/集会所) 午 後 ６ 時

栗 山 第 � 投 票 所 (川俣集会所) 午 後 ６ 時

栗 山 第 ６ 投 票 所 (日光市川俣O泉集会所) 午 後 ６ 時

第 ! 投 票 所 (
n小学校) 午 後 ７ 時

第 " 投 票 所 (花垣町公民館) 午 後 ７ 時

第 ) 投 票 所 (小山市役所) 午 後 ７ 時

第 4 投 票 所 (�鷗大学) 午 後 ７ 時

第 5 投 票 所 (小山第二小学校) 午 後 ７ 時

第 6 投 票 所 (小山第二中学校) 午 後 ７ 時

日 光 市
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第 7 投 票 所 (小山第三小学校) 午 後 ７ 時

第 - 投 票 所 (小山JC小学校) 午 後 ７ 時

第 . 投 票 所 (小山JC中学校) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (�さひ公園管理事務所) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (駅東公園管理事務所) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (小山JA小学校) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (j崎公民館) 午 後 ７ 時

第 �) 投 票 所 (小山東出張所) 午 後 ７ 時

第 �* 投 票 所 (小山J東小学校) 午 後 ７ 時

第 �+ 投 票 所 (M谷A小学校) 午 後 ７ 時

第 �7 投 票 所 (ＵＡＣＪ体育館) 午 後 ７ 時

第 �- 投 票 所 (雨ケ谷公民館) 午 後 ７ 時

第 �. 投 票 所 (M谷中学校) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (M谷東小学校) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (M谷C小学校) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (C和j集落センター) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (�積公民館) 午 後 ７ 時

第 �) 投 票 所 (間中集落センター) 午 後 ７ 時

第 �* 投 票 所 (中小学校) 午 後 ７ 時

第 �+ 投 票 所 (小袋公民館) 午 後 ７ 時

第 �7 投 票 所 (^
田C小学校) 午 後 ７ 時

第 �- 投 票 所 (小宅2集落センター) 午 後 ７ 時

第 �. 投 票 所 (^
田A小学校) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (
田公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (粟宮中央公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (間�田中学校) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (間�田小学校) 午 後 ７ 時

第 �) 投 票 所 (間�田東小学校) 午 後 ７ 時

第 �* 投 票 所 (�黒田中集会所) 午 後 ７ 時

第 �+ 投 票 所 (乙女上町公民館) 午 後 ７ 時

第 �7 投 票 所 (��じ保育所) 午 後 ７ 時

第 �- 投 票 所 (網戸小学校) 午 後 ７ 時

第 �. 投 票 所 (2l7小学校) 午 後 ７ 時

第 )� 投 票 所 (寒川自治会館) 午 後 ７ 時

第 )� 投 票 所 (寒川公民館) 午 後 ７ 時

第 )� 投 票 所 (喜沢集会所) 午 後 ７ 時

第 )� 投 票 所 (扶桑県営住宅公民館) 午 後 ７ 時

第 )) 投 票 所 (飯塚文化伝承館) 午 後 ７ 時

第 )* 投 票 所 (羽川小学校) 午 後 ７ 時

第 )+ 投 票 所 (桑中学校) 午 後 ７ 時

第 )7 投 票 所 (鉢形中公民館) 午 後 ７ 時

第 )- 投 票 所 (向野中央公民館) 午 後 ７ 時

第 ). 投 票 所 (萱橋小学校) 午 後 ７ 時

第 *� 投 票 所 (^d小学校) 午 後 ７ 時

第 *� 投 票 所 (絹公民館) 午 後 ７ 時

第 *� 投 票 所 (^延島小学校) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (真岡市総合福祉保健センター) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (j町公民館) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (真岡市青年女性会館) 午 後 ７ 時

第 ) 投 票 所 (真岡小学校留守家庭児童会館) 午 後 ７ 時

第 * 投 票 所 (真岡保育所) 午 後 ７ 時

第 + 投 票 所 (寺久保公民館) 午 後 ７ 時

第 7 投 票 所 (真岡中学校) 午 後 ７ 時

第 - 投 票 所 (並木町公民館) 午 後 ７ 時

第 . 投 票 所 (真岡市工業団地管理協会) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (東�公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (��第二公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (亀山集落農事集会所) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (真岡�小学校留守家庭児童会館) 午 後 ７ 時

第 �) 投 票 所 (�勢町第二公民館) 午 後 ７ 時

第 �* 投 票 所 (真岡市公民館山前分館) 午 後 ７ 時

第 �+ 投 票 所 (根本和い和いホール) 午 後 ７ 時

第 �7 投 票 所 (�田7小学校) 午 後 ７ 時

第 �- 投 票 所 (谷中公民館) 午 後 ７ 時

第 �. 投 票 所 (C�岡公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (東M島公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (東沼地K体育館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (真岡市公民館M?分館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (M?東小学校) 午 後 ７ 時

第 �) 投 票 所 (k水第/公民館) 午 後 ７ 時

第 �* 投 票 所 (上鷺谷公民館) 午 後 ７ 時

第 �+ 投 票 所 (2籠谷公民館) 午 後 ７ 時

第 �7 投 票 所 (S中公民館) 午 後 ７ 時

第 �- 投 票 所 (真岡市公民館中村分館) 午 後 ７ 時

第 �. 投 票 所 (粕田寺分公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (長田小学校) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (^中村東地K体育館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (=木岡公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (長沼会館) 午 後 ７ 時

第 �) 投 票 所 (長沼小学校) 午 後 ７ 時

第 �* 投 票 所 (^長沼地K体育館) 午 後 ７ 時

第 �+ 投 票 所 (久2田小学校) 午 後 ７ 時

第 �7 投 票 所 (久2田駅前どんとこい広場展棟) 午 後 ７ 時

第 �- 投 票 所 (二宮�$%#"�ーセンター) 午 後 ７ 時

第 �. 投 票 所 (M根田集落センター) 午 後 ７ 時

第 )� 投 票 所 (物部会館) 午 後 ７ 時

小 山 市

（52/52投票所）

真 岡 市

（�2/�2投票所）
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市 町 名 投票所閉鎖時刻

投 票 所 名

第 41 投 票 所 (北鹿公民館) 午 後 ７ 時

第 4� 投 票 所 (�田公民館) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (H田原学�保育館) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (新屋敷自治公民館) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (H田原_地区公民館) 午 後 ６ 時

第 4 投 票 所 (トコトコH田原R民交流センター) 午 後 ６ 時

第 * 投 票 所 (H田原RS所) 午 後 ６ 時

第 + 投 票 所 (Z勤労青少年ホーム) 午 後 ６ 時

第 , 投 票 所 (H田原中学校) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (H田原	地区公民館) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (加治屋集落センター) 午 後 ６ 時

第 1� 投 票 所 ([L自治公民館) 午 後 ６ 時

第 11 投 票 所 (舟山自治公民館) 午 後 ６ 時

第 1� 投 票 所 (R野沢集落センター) 午 後 ６ 時

第 1� 投 票 所 (羽田小学校) 午 後 ６ 時

第 14 投 票 所 (小滝集落センター) 午 後 ６ 時

第 1* 投 票 所 (金丸小学校) 午 後 ６ 時

第 1+ 投 票 所 (I沢小学校) 午 後 ６ 時

第 1, 投 票 所 (9骨笹原集落センター) 午 後 ６ 時

第 1- 投 票 所 (親園小学校) 午 後 ６ 時

第 1. 投 票 所 (親園農村環境改善センター) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (野崎中学校) 午 後 ６ 時

第 �1 投 票 所 (薄葉小学校) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (n上小学校) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (佐久山地区公民館) 午 後 ６ 時

第 �4 投 票 所 (Z佐久山中学校) 午 後 ６ 時

第 �* 投 票 所 (佐��多目的交流センター) 午 後 ６ 時

第 �+ 投 票 所 (Z蛭田小学校) 午 後 ６ 時

第 �, 投 票 所 (湯津上小学校体育館) 午 後 ６ 時

第 �- 投 票 所 (黒羽庁舎) 午 後 ６ 時

第 �. 投 票 所 (;田集会所) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (北野上?区集会所) 午 後 ６ 時

第 �1 投 票 所 (Z片田小学校) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (川	小学校) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (蜂巣集落センター) 午 後 ６ 時

第 �4 投 票 所 (桧木沢集落センター) 午 後 ６ 時

第 �* 投 票 所 (寒井本郷集会所) 午 後 ６ 時

第 �+ 投 票 所 (両郷地区コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

第 �, 投 票 所 (H輪集会所) 午 後 ６ 時

第 �- 投 票 所 (黒羽農業構造改善センター) 午 後 ６ 時

第 �. 投 票 所 (須賀川中自治公民館) 午 後 ６ 時

第 4� 投 票 所 (川上地E�齢者ほほえみセンター) 午 後 ６ 時

第 1 投 票 所 (m`Rji学�館) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (m`中学校) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (m`RA工会館) 午 後 ７ 時

第 4 投 票 所 (Z川崎小学校) 午 後 ７ 時

第 * 投 票 所 (Z	小学校) 午 後 ７ 時

第 + 投 票 所 (_小学校) 午 後 ７ 時

第 , 投 票 所 (_小学校) 午 後 ７ 時

第 - 投 票 所 (m`R農村環境改善センター) 午 後 ７ 時

第 . 投 票 所 (g体育館) 午 後 ７ 時

第 1� 投 票 所 (Z長井小学校) 午 後 ７ 時

第 11 投 票 所 (第/農G活性化施設) 午 後 ７ 時

第 1� 投 票 所 (片岡ト�ーニングセンター) 午 後 ７ 時

第 1� 投 票 所 (安沢小学校) 午 後 ７ 時

第 14 投 票 所 (乙畑小学校) 午 後 ７ 時

第 1* 投 票 所 (m`Rコミュニティホー&) 午 後 ７ 時

第 1+ 投 票 所 (片岡小学校) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (黒5保健センター) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (いきいきふれあいセンター) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (q村公民館) 午 後 ６ 時

第 4 投 票 所 (_原小学校) 午 後 ６ 時

第 * 投 票 所 (黒5中学校) 午 後 ６ 時

第 + 投 票 所 (那須塩原RS所) 午 後 ６ 時

第 , 投 票 所 (
浦小学校) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (日新中学校) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (�ようら公民館) 午 後 ６ 時

第 1� 投 票 所 (埼玉小学校) 午 後 ６ 時

第 11 投 票 所 (厚崎公民館) 午 後 ６ 時

第 1� 投 票 所 (_原地E活�センター) 午 後 ６ 時

第 1� 投 票 所 (Z寺子小学校) 午 後 ６ 時

第 14 投 票 所 (越堀自治公民館) 午 後 ６ 時

第 1* 投 票 所 (鍋掛公民館) 午 後 ６ 時

第 1+ 投 票 所 (野間分館) 午 後 ６ 時

第 1, 投 票 所 (佐野分館) 午 後 ６ 時

第 1- 投 票 所 (_那須野公民館) 午 後 ６ 時

第 1. 投 票 所 (沓掛集落センター) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (H原間小学校) 午 後 ６ 時

第 �1 投 票 所 (h�小学校) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (�林小学校) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (U田多目的集会施設) 午 後 ６ 時

第 �4 投 票 所 (青木/区多目的研修センター) 午 後 ６ 時

第 �* 投 票 所 (	那須野庁舎) 午 後 ６ 時

第 �+ 投 票 所 (H山公民館) 午 後 ６ 時

第 �, 投 票 所 (3つ室公民館) 午 後 ６ 時

那 須 塩 原 市

（43/43投票所）

大 田 原 市

（4�/4�投票所）

矢 板 市

（	�/	�投票所）
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市 町 名 投票所閉鎖時刻

投 票 所 名

第 28 投 票 所 (一区町公民館) 午 後 ６ 時

第 2; 投 票 所 (B区町公民館) 午 後 ６ 時

第 %� 投 票 所 (西公民館) 午 後 ６ 時

第 %� 投 票 所 (南赤田公民館) 午 後 ６ 時

第 %2 投 票 所 (那須野が原博物館) 午 後 ６ 時

第 %% 投 票 所 (=c小学校) 午 後 ６ 時

第 %6 投 票 所 (西那須野公民館) 午 後 ６ 時

第 %7 投 票 所 (第一南公民館) 午 後 ６ 時

第 %8 投 票 所 (上C口公民館) 午 後 ６ 時

第 %9 投 票 所 (狩野公民館) 午 後 ６ 時

第 %8 投 票 所 (新南公民館) 午 後 ６ 時

第 %; 投 票 所 (塩原庁舎) 午 後 ６ 時

第 6� 投 票 所 (.ロープラザ) 午 後 ６ 時

第 6� 投 票 所 (旧金沢小学校) 午 後 ６ 時

第 62 投 票 所 (旧大貫小学校) 午 後 ６ 時

第 6% 投 票 所 (旧t林小学校) 午 後 ６ 時

新 町 投 票 所 (さくら市役所第２庁舎) 午 後 ７ 時

櫻 野 投 票 所 (さくら市氏家福祉センター) 午 後 ７ 時

伝 馬 町 投 票 所 (桜花本館) 午 後 ７ 時

上 阿 久 津 投 票 所 (上阿久津公民館) 午 後 ７ 時

草 川 投 票 所 (あおぞら保育園) 午 後 ７ 時

富 野 岡 投 票 所 (富野岡公民館) 午 後 ７ 時

馬 場 第 １ 投 票 所 (馬場公民館) 午 後 ７ 時

馬 場 第 ２ 投 票 所 (!#あい保育園) 午 後 ７ 時

押 上 投 票 所 (さくら市�押上小学校) 午 後 ７ 時

箱 森 投 票 所 (さくら市女性アグリセンター) 午 後 ７ 時

大 野 投 票 所 (さくら市�上松山小学校) 午 後 ７ 時

松 山 投 票 所 (さくら市�たいよう保育園) 午 後 ７ 時

熟 田 投 票 所 (さくら市�熟田小学校) 午 後 ７ 時

葛 城 投 票 所 (葛城公民館) 午 後 ７ 時

早 乙 女 投 票 所 (早乙女公民館) 午 後 ７ 時

西 部 投 票 所 (さくら市喜連川庁舎) 午 後 ７ 時

東 部 投 票 所 (さくら市�わくわく保育園) 午 後 ７ 時

鷲 宿 投 票 所 (鷲宿公民館) 午 後 ７ 時

上 河 戸 投 票 所 (上河戸集落センター) 午 後 ７ 時

下 河 戸 投 票 所 (下河戸南多目的集会施設) 午 後 ７ 時

金 鹿 投 票 所 (さくら市金鹿体育館) 午 後 ７ 時

穂 積 投 票 所 (穂積集落センター) 午 後 ７ 時

烏 山 投 票 所 (烏山公民館) 午 後 ６ 時

向 田 投 票 所 (すくすく保育園) 午 後 ６ 時

境 投 票 所 (境小学校) 午 後 ６ 時

境 東 投 票 所 (mQ!#あい'ーデン) 午 後 ６ 時

興 野 投 票 所 (興野集会所) 午 後 ６ 時

七 合 投 票 所 (南那須地区　広域行政センター) 午 後 ６ 時

荒 川 投 票 所 (市役所南那須庁舎) 午 後 ６ 時

八 ヶ 代 投 票 所 (八ヶ代コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

鴻 野 山 投 票 所 (鴻野山公民館) 午 後 ６ 時

熊 田 投 票 所 (熊田西公民館) 午 後 ６ 時

藤 田 投 票 所 (藤田公民館) 午 後 ６ 時

江 川 投 票 所 (江川小学校) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (薬師寺コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 2 投 票 所 (南河J公民館) 午 後 ７ 時

第 % 投 票 所 (祇園小学校) 午 後 ７ 時

第 6 投 票 所 (南河J東公民館) 午 後 ７ 時

第 7 投 票 所 (旧吉田西小学校) 午 後 ７ 時

第 8 投 票 所 (南河J第B中学校) 午 後 ７ 時

第 9 投 票 所 (グリーンタ&ンコミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 8 投 票 所 (�小学校) 午 後 ７ 時

第 ; 投 票 所 (}橋公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (}橋小学校) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (古山小学校) 午 後 ７ 時

第 �2 投 票 所 (G山館) 午 後 ７ 時

第 �% 投 票 所 (}橋北小学校) 午 後 ７ 時

第 �6 投 票 所 (�小学校) 午 後 ７ 時

第 �7 投 票 所 (}橋商工会館) 午 後 ７ 時

第 �8 投 票 所 (S分寺駅西G�館) 午 後 ７ 時

第 �9 投 票 所 (S分寺小学校) 午 後 ７ 時

第 �8 投 票 所 (下野市役所) 午 後 ７ 時

第 �; 投 票 所 (旧S分寺西小学校) 午 後 ７ 時

第 2� 投 票 所 (� "通園センター「けやき」) 午 後 ７ 時

第 2� 投 票 所 (コミュニティセンター友愛館) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (本�小学校体育館) 午 後 ７ 時

第 2 投 票 所 (本�北コミュニティセンターホー3) 午 後 ７ 時

第 % 投 票 所 (V上小学校体育館) 午 後 ７ 時

第 6 投 票 所 (上=川町役場仮庁舎（旧中央公民館）ホー3) 午 後 ７ 時

第 7 投 票 所 (上=川町役場町民ホー3) 午 後 ７ 時

第 8 投 票 所 (上=川小学校体育館) 午 後 ７ 時

第 9 投 票 所 (my南小学校体育館) 午 後 ７ 時

さ く ら 市

（22/22投票所）

那 須 烏 山 市

（	2/	2投票所）

下 野 市

（2	/2	 投票所）

上 三 川 町

（ �/� 投 票 所 ）

市 町 名 投票所閉鎖時刻

投 票 所 名

第 8 投 票 所 (明治コミュニティセンターホール) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (@小学校9�館) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (田野小学校) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (D公民館) 午 後 ６ 時

第 3 投 票 所 (小m・梅ヶ内コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

第 , 投 票 所 (c田井団地集会室) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (生田目公民館) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (益子町役場) 午 後 ６ 時

第 / 投 票 所 (窯業技術支援センター) 午 後 ６ 時

第 8 投 票 所 (益子西小学校) 午 後 ６ 時

第 1 投 票 所 (`のP公民館) 午 後 ６ 時

第 �0 投 票 所 (尾羽の里交遊館) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (七井小学校) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (大F田農業構造改善センター) 午 後 ６ 時

第 �3 投 票 所 (小Oc公民館) 午 後 ６ 時

第 �, 投 票 所 (あぐり館) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (小貫下公民館) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (深沢下甲公民館) 午 後 ６ 時

第 3 投 票 所 (逆川小学校) 午 後 ６ 時

第 , 投 票 所 (元気アップ館) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (�木町民センター) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (�木町役場) 午 後 ６ 時

第 / 投 票 所 (小井戸;福コミュニティーセンター) 午 後 ６ 時

第 8 投 票 所 (4川4学校) 午 後 ６ 時

第 1 投 票 所 (飯野ふれあいセンター) 午 後 ６ 時

第 �0 投 票 所 (R内4L公民館) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (烏生田ふれあい館) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (黒田地区多目的集会施設) 午 後 ６ 時

第 �3 投 票 所 (須藤小学校) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (U貝町役場) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (赤羽小学校9�館) 午 後 ６ 時

第 3 投 票 所 (U貝町町民ホール) 午 後 ６ 時

第 , 投 票 所 (小貝小学校) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (U貝町きら里館) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (塩田公民館) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (芳賀町農業者トレーニングセンター) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (友遊はが) 午 後 ７ 時

第 3 投 票 所 (th田公民館) 午 後 ７ 時

第 , 投 票 所 (下延生集落センター) 午 後 ７ 時

第 - 投 票 所 (^芳賀町立与能小学校) 午 後 ７ 時

第 . 投 票 所 (芳賀町工業団地管理センター) 午 後 ７ 時

第 / 投 票 所 (芳賀町生n学�センター) 午 後 ７ 時

第 8 投 票 所 (^芳賀町立芳#戸小学校) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (=ツ木公民館) 午 後 ７ 時

第 �0 投 票 所 (2給公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (^芳賀町立水沼小学校) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (西水沼農業構造改善センター) 午 後 ７ 時

第 �3 投 票 所 (c�橋農業構造改善センター) 午 後 ７ 時

第 �, 投 票 所 (西�橋農業構造改善センター) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (X琴神社南) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (壬生4L公民館) 午 後 ７ 時

第 3 投 票 所 (壬生町役場) 午 後 ７ 時

第 , 投 票 所 (藤井4L公民館) 午 後 ７ 時

第 - 投 票 所 (生n学�館) 午 後 ７ 時

第 . 投 票 所 (t葉地区公民館) 午 後 ７ 時

第 / 投 票 所 (羽生田集落センター) 午 後 ７ 時

第 8 投 票 所 (壬生@小学校) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (南犬飼地区公民館) 午 後 ７ 時

第 �0 投 票 所 (2長田公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (おもちゃ団地協同組合厚生会館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (獨協医科大学創立30周年記念館アリーナ) 午 後 ７ 時

第 �3 投 票 所 (壬生町<�館) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (友沼小学校) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (dDコミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 3 投 票 所 (野木会館) 午 後 ７ 時

第 , 投 票 所 (野渡コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 - 投 票 所 (南赤#小学校) 午 後 ７ 時

第 . 投 票 所 (野木町公民館) 午 後 ７ 時

第 / 投 票 所 (]橋小学校) 午 後 ７ 時

第 8 投 票 所 (丸林西会館) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (土地区画整理記念会館) 午 後 ７ 時

第 �0 投 票 所 (老人福4センター) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (潤島公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (佐川野小学校) 午 後 ７ 時

第 �3 投 票 所 (川田集落センター) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (塩谷町役場) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (`ふる学校「くまの木」) 午 後 ６ 時

第 3 投 票 所 (塩谷町生n学�センター) 午 後 ６ 時

第 , 投 票 所 (船生小学校) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (^船生西小学校) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (大P小学校) 午 後 ６ 時

第 / 投 票 所 (田所4公民館) 午 後 ６ 時

第 8 投 票 所 (^大5:小学校) 午 後 ６ 時

茂 木 町

（13/13投票所）

市 � 町

（ �/� 投 票 所 ）

芳 賀 町

（1�/1�投票所）

壬 生 町

（13/13投票所）

野 木 町

（13/13投票所）

塩 谷 町

（ �/� 投 票 所 ）

益 子 町

（1�/1�投票所） － 43 －



市 町 名 投票所閉鎖時刻

投 票 所 名

第 8 投 票 所 (明治コミュニティセンターホール) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (@小学校9�館) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (田野小学校) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (D公民館) 午 後 ６ 時

第 3 投 票 所 (小m・梅ヶ内コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

第 , 投 票 所 (c田井団地集会室) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (生田目公民館) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (益子町役場) 午 後 ６ 時

第 / 投 票 所 (窯業技術支援センター) 午 後 ６ 時

第 8 投 票 所 (益子西小学校) 午 後 ６ 時

第 1 投 票 所 (`のP公民館) 午 後 ６ 時

第 �0 投 票 所 (尾羽の里交遊館) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (七井小学校) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (大F田農業構造改善センター) 午 後 ６ 時

第 �3 投 票 所 (小Oc公民館) 午 後 ６ 時

第 �, 投 票 所 (あぐり館) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (小貫下公民館) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (深沢下甲公民館) 午 後 ６ 時

第 3 投 票 所 (逆川小学校) 午 後 ６ 時

第 , 投 票 所 (元気アップ館) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (�木町民センター) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (�木町役場) 午 後 ６ 時

第 / 投 票 所 (小井戸;福コミュニティーセンター) 午 後 ６ 時

第 8 投 票 所 (4川4学校) 午 後 ６ 時

第 1 投 票 所 (飯野ふれあいセンター) 午 後 ６ 時

第 �0 投 票 所 (R内4L公民館) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (烏生田ふれあい館) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (黒田地区多目的集会施設) 午 後 ６ 時

第 �3 投 票 所 (須藤小学校) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (U貝町役場) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (赤羽小学校9�館) 午 後 ６ 時

第 3 投 票 所 (U貝町町民ホール) 午 後 ６ 時

第 , 投 票 所 (小貝小学校) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (U貝町きら里館) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (塩田公民館) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (芳賀町農業者トレーニングセンター) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (友遊はが) 午 後 ７ 時

第 3 投 票 所 (th田公民館) 午 後 ７ 時

第 , 投 票 所 (下延生集落センター) 午 後 ７ 時

第 - 投 票 所 (^芳賀町立与能小学校) 午 後 ７ 時

第 . 投 票 所 (芳賀町工業団地管理センター) 午 後 ７ 時

第 / 投 票 所 (芳賀町生n学�センター) 午 後 ７ 時

第 8 投 票 所 (^芳賀町立芳#戸小学校) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (=ツ木公民館) 午 後 ７ 時

第 �0 投 票 所 (2給公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (^芳賀町立水沼小学校) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (西水沼農業構造改善センター) 午 後 ７ 時

第 �3 投 票 所 (c�橋農業構造改善センター) 午 後 ７ 時

第 �, 投 票 所 (西�橋農業構造改善センター) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (X琴神社南) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (壬生4L公民館) 午 後 ７ 時

第 3 投 票 所 (壬生町役場) 午 後 ７ 時

第 , 投 票 所 (藤井4L公民館) 午 後 ７ 時

第 - 投 票 所 (生n学�館) 午 後 ７ 時

第 . 投 票 所 (t葉地区公民館) 午 後 ７ 時

第 / 投 票 所 (羽生田集落センター) 午 後 ７ 時

第 8 投 票 所 (壬生@小学校) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (南犬飼地区公民館) 午 後 ７ 時

第 �0 投 票 所 (2長田公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (おもちゃ団地協同組合厚生会館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (獨協医科大学創立30周年記念館アリーナ) 午 後 ７ 時

第 �3 投 票 所 (壬生町<�館) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (友沼小学校) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (dDコミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 3 投 票 所 (野木会館) 午 後 ７ 時

第 , 投 票 所 (野渡コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 - 投 票 所 (南赤#小学校) 午 後 ７ 時

第 . 投 票 所 (野木町公民館) 午 後 ７ 時

第 / 投 票 所 (]橋小学校) 午 後 ７ 時

第 8 投 票 所 (丸林西会館) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (土地区画整理記念会館) 午 後 ７ 時

第 �0 投 票 所 (老人福4センター) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (潤島公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (佐川野小学校) 午 後 ７ 時

第 �3 投 票 所 (川田集落センター) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (塩谷町役場) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (`ふる学校「くまの木」) 午 後 ６ 時

第 3 投 票 所 (塩谷町生n学�センター) 午 後 ６ 時

第 , 投 票 所 (船生小学校) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (^船生西小学校) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (大P小学校) 午 後 ６ 時

第 / 投 票 所 (田所4公民館) 午 後 ６ 時

第 8 投 票 所 (^大5:小学校) 午 後 ６ 時

茂 木 町

（13/13投票所）

市 � 町

（ �/� 投 票 所 ）

芳 賀 町

（1�/1�投票所）

壬 生 町

（13/13投票所）

野 木 町

（13/13投票所）

塩 谷 町

（ �/� 投 票 所 ）

益 子 町

（1�/1�投票所）

市 町 名 投票所閉鎖時刻

投 票 所 名

第 8 投 票 所 (明治コミュニティセンターホール) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (@小学校9�館) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (田野小学校) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (D公民館) 午 後 ６ 時

第 3 投 票 所 (小m・梅ヶ内コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

第 , 投 票 所 (c田井団地集会室) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (生田目公民館) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (益子町役場) 午 後 ６ 時

第 / 投 票 所 (窯業技術支援センター) 午 後 ６ 時

第 8 投 票 所 (益子西小学校) 午 後 ６ 時

第 1 投 票 所 (`のP公民館) 午 後 ６ 時

第 �0 投 票 所 (尾羽の里交遊館) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (七井小学校) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (大F田農業構造改善センター) 午 後 ６ 時

第 �3 投 票 所 (小Oc公民館) 午 後 ６ 時

第 �, 投 票 所 (あぐり館) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (小貫下公民館) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (深沢下甲公民館) 午 後 ６ 時

第 3 投 票 所 (逆川小学校) 午 後 ６ 時

第 , 投 票 所 (元気アップ館) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (�木町民センター) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (�木町役場) 午 後 ６ 時

第 / 投 票 所 (小井戸;福コミュニティーセンター) 午 後 ６ 時

第 8 投 票 所 (4川4学校) 午 後 ６ 時

第 1 投 票 所 (飯野ふれあいセンター) 午 後 ６ 時

第 �0 投 票 所 (R内4L公民館) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (烏生田ふれあい館) 午 後 ６ 時

第 �� 投 票 所 (黒田地区多目的集会施設) 午 後 ６ 時

第 �3 投 票 所 (須藤小学校) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (U貝町役場) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (赤羽小学校9�館) 午 後 ６ 時

第 3 投 票 所 (U貝町町民ホール) 午 後 ６ 時

第 , 投 票 所 (小貝小学校) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (U貝町きら里館) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (塩田公民館) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (芳賀町農業者トレーニングセンター) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (友遊はが) 午 後 ７ 時

第 3 投 票 所 (th田公民館) 午 後 ７ 時

第 , 投 票 所 (下延生集落センター) 午 後 ７ 時

第 - 投 票 所 (^芳賀町立与能小学校) 午 後 ７ 時

第 . 投 票 所 (芳賀町工業団地管理センター) 午 後 ７ 時

第 / 投 票 所 (芳賀町生n学�センター) 午 後 ７ 時

第 8 投 票 所 (^芳賀町立芳#戸小学校) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (=ツ木公民館) 午 後 ７ 時

第 �0 投 票 所 (2給公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (^芳賀町立水沼小学校) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (西水沼農業構造改善センター) 午 後 ７ 時

第 �3 投 票 所 (c�橋農業構造改善センター) 午 後 ７ 時

第 �, 投 票 所 (西�橋農業構造改善センター) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (X琴神社南) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (壬生4L公民館) 午 後 ７ 時

第 3 投 票 所 (壬生町役場) 午 後 ７ 時

第 , 投 票 所 (藤井4L公民館) 午 後 ７ 時

第 - 投 票 所 (生n学�館) 午 後 ７ 時

第 . 投 票 所 (t葉地区公民館) 午 後 ７ 時

第 / 投 票 所 (羽生田集落センター) 午 後 ７ 時

第 8 投 票 所 (壬生@小学校) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (南犬飼地区公民館) 午 後 ７ 時

第 �0 投 票 所 (2長田公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (おもちゃ団地協同組合厚生会館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (獨協医科大学創立30周年記念館アリーナ) 午 後 ７ 時

第 �3 投 票 所 (壬生町<�館) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (友沼小学校) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (dDコミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 3 投 票 所 (野木会館) 午 後 ７ 時

第 , 投 票 所 (野渡コミュニティセンター) 午 後 ７ 時

第 - 投 票 所 (南赤#小学校) 午 後 ７ 時

第 . 投 票 所 (野木町公民館) 午 後 ７ 時

第 / 投 票 所 (]橋小学校) 午 後 ７ 時

第 8 投 票 所 (丸林西会館) 午 後 ７ 時

第 1 投 票 所 (土地区画整理記念会館) 午 後 ７ 時

第 �0 投 票 所 (老人福4センター) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (潤島公民館) 午 後 ７ 時

第 �� 投 票 所 (佐川野小学校) 午 後 ７ 時

第 �3 投 票 所 (川田集落センター) 午 後 ７ 時

第 � 投 票 所 (塩谷町役場) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (`ふる学校「くまの木」) 午 後 ６ 時

第 3 投 票 所 (塩谷町生n学�センター) 午 後 ６ 時

第 , 投 票 所 (船生小学校) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (^船生西小学校) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (大P小学校) 午 後 ６ 時

第 / 投 票 所 (田所4公民館) 午 後 ６ 時

第 8 投 票 所 (^大5:小学校) 午 後 ６ 時

茂 木 町

（13/13投票所）

市 � 町

（ �/� 投 票 所 ）

芳 賀 町

（1�/1�投票所）

壬 生 町

（13/13投票所）

野 木 町

（13/13投票所）

塩 谷 町

（ �/� 投 票 所 ）

益 子 町

（1�/1�投票所）
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市 町 名 投票所閉鎖時刻

投 票 所 名

第 1 投 票 所 (高根沢町立東小学校) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (高根沢町4高根沢地区コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

第  投 票 所 (障害福祉サービス事業所いぶき) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (高根沢町仁井田地区コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (高根沢町キリン体育館) 午 後 ６ 時

第 / 投 票 所 (高根沢町<健センター) 午 後 ６ 時

第 0 投 票 所 (エコ・ハウスたかねざわ) 午 後 ６ 時

第 1 投 票 所 (M積寺タウンセンター) 午 後 ６ 時

第 2 投 票 所 (高根沢町役場) 午 後 ６ 時

第 1� 投 票 所 (高根沢町図書館中央館) 午 後 ６ 時

第 11 投 票 所 (高根沢町立阿久津小学校) 午 後 ６ 時

第 1� 投 票 所 (高根沢町立阿久津中学校) 午 後 ６ 時

第 1 投 票 所 (那須町ゆうゆうセンター) 午 後 ６ 時

第 � 投 票 所 (黒田原小学校体育館) 午 後 ６ 時

第  投 票 所 (田中地区コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

第 - 投 票 所 (那須町�村婦人の家) 午 後 ６ 時

第 . 投 票 所 (田代友愛小学校体育館) 午 後 ６ 時

第 / 投 票 所 (^沢=`館) 午 後 ６ 時

第 0 投 票 所 (高原=`館) 午 後 ６ 時

第 1 投 票 所 (那須高原小学校体育館) 午 後 ６ 時

第 2 投 票 所 (Y大沢小学校体育館) 午 後 ６ 時

第 1� 投 票 所 (大R地区コミュニティセンター) 午 後 ６ 時

第 11 投 票 所 (迯室地区集会施設) 午 後 ６ 時

第 1� 投 票 所 (夕狩集会所) 午 後 ６ 時

第 1 投 票 所 (�野基幹集落センター) 午 後 ６ 時

第 1- 投 票 所 (NQ集落センター) 午 後 ６ 時

第 1. 投 票 所 (伊王野基幹集落センター) 午 後 ６ 時

第 1/ 投 票 所 (蓑沢生活改善センター) 午 後 ６ 時

第 10 投 票 所 (g沢地区集落センター) 午 後 ６ 時

馬 頭 第 � 投 票 所 (那�川町役場) 午 後 ７ 時

馬 頭 第 � 投 票 所 (馬頭小学校) 午 後 ７ 時

馬 頭 第 � 投 票 所 (ひばり認定こども園) 午 後 ７ 時

健 武 投 票 所 (高齢者生産活�施設) 午 後 ７ 時

武 � 投 票 所 (武�体育館) 午 後 ７ 時

盛 谷 投 票 所 (谷川体育館) 午 後 ７ 時

大 内 投 票 所 (馬頭東小学校) 午 後 ７ 時

大 P 田 投 票 所 (大P田体育館) 午 後 ７ 時

馬 頭 西 投 票 所 (元馬頭西小学校) 午 後 ７ 時

小 川 第 � 投 票 所 (4西の原=`館) 午 後 ７ 時

小 川 第 � 投 票 所 (小川=`館) 午 後 ７ 時

小 川 C 投 票 所 (小川C体育館) 午 後 ７ 時

小 川 西 投 票 所 (3輪多目的集会所) 午 後 ７ 時

小 川 @ 投 票 所 (元�利小学校) 午 後 ７ 時

合計　14市11町（繰上792投票所／全792投票所）

注　投票開始時刻の繰下げを行う投票所はない。

高 根 沢 町

（12/12投票所）

那 須 町

（17/17投票所）

那 + # 町

（14/14投票所）

午 後 ４ 時 1

午 後 � 時 ���

午 後 � 時 �	1
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（19） 各立会人の数に関する調

      項　目

 � � �

1 宇 都 宮 市 83 202 3

2 足 利 市 184 139 3

3 栃 木 市 115 131 3

4 佐 野 市 59 110 3

5 鹿 沼 市 148 149 3

6 日 光 市 140 140 3

7 小 山 市 174 128 3

8 真 岡 市 50 84 3

9 大 田 原 市 43 80 3

10 D 7 市 31 32 3

11 	(原市 48 91 3

12 � � � 市 53 44 3

13 	<山市 84 44 3

14  野 市 33 42 3

15 � � 1 町 32 32 3

16 A + 町 13 42 3

17 � 木 町 32 39 3

18 市 � 町 34 18 3

19 � � 町 13 42 3

20 ) > 町 81 39 3

21 野 木 町 32 39 3

22 ( � 町 32 24 3

23 � 9 : 町 32 24 3

24 	  町 55 35 3

25 	 = 1 町 20 42 3

1�245 1�416 42

376 376 33

1�621 1�792 75

投票立会人 開票立会人

県 計

市 計

町 計

期日前投票立会人

（20） 投票立会人の交替制に関する調

   ① 期日前投票所

うち時間単位の交替

1 宇 都 宮 市 19 0 83 0 0

2 足 利 市 19 2 184 20 20

3 栃 木 市 12 0 115 0 0

4 佐 野 市 5 0 59 0 0

5 鹿 沼 市 19 1 148 18 18

6 日 光 市 16 0 140 0 0

7 小 山 市 12 9 174 48 48

8 真 岡 市 3 1 50 2 2

9 大 田 原 市 8 1 43 2 2

10 G : 市 1 0 31 0 0

11 	)原市 5 0 48 0 0

12 � � � 市 2 0 53 0 0

13 	?山市 9 2 84 33 33

14  野 市 2 0 33 0 0

15 � � 2 町 1 0 32 0 0

16 D , 町 1 0 13 0 0

17 � 木 町 1 0 32 0 0

18 市 � 町 3 0 34 0 0

19 � � 町 1 0 13 0 0

20 * A 町 3 0 81 0 0

21 野 木 町 1 0 32 0 0

22 ) � 町 1 0 32 0 0

23 � < = 町 1 0 32 0 0

24 	  町 2 0 55 55 0

25 	 @ 2 町 3 0 20 0 0

132 16 1�245 123 123

18 0 376 55 0

150 16 1�621 178 123

うち交替の対象となった立会人の数

市町名

町 計

県 計

期日前投票所数 投票立会人数

市 計

項　目

うち時間単位の

交替制を採用し

た投票所数
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（19） 各立会人の数に関する調

      項　目

 � � �

1 宇 都 宮 市 83 202 3

2 足 利 市 184 139 3

3 栃 木 市 115 131 3

4 佐 野 市 59 110 3

5 鹿 沼 市 148 149 3

6 日 光 市 140 140 3

7 小 山 市 174 128 3

8 真 岡 市 50 84 3

9 大 田 原 市 43 80 3

10 D 7 市 31 32 3

11 	(原市 48 91 3

12 � � � 市 53 44 3

13 	<山市 84 44 3

14  野 市 33 42 3

15 � � 1 町 32 32 3

16 A + 町 13 42 3

17 � 木 町 32 39 3

18 市 � 町 34 18 3

19 � � 町 13 42 3

20 ) > 町 81 39 3

21 野 木 町 32 39 3

22 ( � 町 32 24 3

23 � 9 : 町 32 24 3

24 	  町 55 35 3

25 	 = 1 町 20 42 3

1�245 1�416 42

376 376 33

1�621 1�792 75

投票立会人 開票立会人

県 計

市 計

町 計

期日前投票立会人

（20） 投票立会人の交替制に関する調

   ① 期日前投票所

うち時間単位の交替

1 宇 都 宮 市 19 0 83 0 0

2 足 利 市 19 2 184 20 20

3 栃 木 市 12 0 115 0 0

4 佐 野 市 5 0 59 0 0

5 鹿 沼 市 19 1 148 18 18

6 日 光 市 16 0 140 0 0

7 小 山 市 12 9 174 48 48

8 真 岡 市 3 1 50 2 2

9 大 田 原 市 8 1 43 2 2

10 G : 市 1 0 31 0 0

11 	)原市 5 0 48 0 0

12 � � � 市 2 0 53 0 0

13 	?山市 9 2 84 33 33

14  野 市 2 0 33 0 0

15 � � 2 町 1 0 32 0 0

16 D , 町 1 0 13 0 0

17 � 木 町 1 0 32 0 0

18 市 � 町 3 0 34 0 0

19 � � 町 1 0 13 0 0

20 * A 町 3 0 81 0 0

21 野 木 町 1 0 32 0 0

22 ) � 町 1 0 32 0 0

23 � < = 町 1 0 32 0 0

24 	  町 2 0 55 55 0

25 	 @ 2 町 3 0 20 0 0

132 16 1�245 123 123

18 0 376 55 0

150 16 1�621 178 123

うち交替の対象となった立会人の数

市町名

町 計

県 計

期日前投票所数 投票立会人数

市 計

項　目

うち時間単位の

交替制を採用し

た投票所数
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　② 投票所

1 宇 都 宮 市 101 0 202 0

2 足 利 市 50 22 139 68

3 栃 木 市 64 2 131 6

4 佐 野 市 55 0 110 0

5 鹿 沼 市 71 4 149 14

6 日 光 市 70 0 140 0

7 小 山 市 52 19 128 48

8 真 岡 市 42 0 84 0

9 大 田 原 市 40 0 80 0

10 B 5 市 16 0 32 0

11 ��&原市 43 0 91 0

12 � � � 市 22 0 44 0

13 ��:山市 12 6 44 16

14  野 市 21 0 42 0

15 � � / 町 9 5 32 10

16 ? ) 町 14 0 42 0

17 � 木 町 13 0 39 0

18 市 � 町 6 0 18 0

19 � � 町 14 0 42 0

20 ' < 町 13 0 39 0

21 野 木 町 13 0 39 0

22 & � 町 8 0 24 0

23  7 8 町 12 0 24 0

24 � � 町 17 1 35 2

25 � ; / 町 14 0 42 0

659 53 1�416 152

133 6 376 12

792 59 1�792 164

うち交替の対象と

なった立会人の数

市町名

市 計

町 計

県 計

項　目

投票所数 投票立会人数

うち交替����

た投票所数

　（21） 投票管理者及び投票所事務従事者に関する調

　① 期日前投票所

      項　目

 市 町 �

1 宇 都 宮 市 34 0 0 34 181 176 81 438

2 足 利 市 42 0 0 42 0 184 21 205

3 栃 木 市 59 0 0 59 0 631 6 637

4 佐 野 市 46 1 0 47 6 280 7 293

5 鹿 沼 市 25 0 0 25 0 249 0 249

6 日 光 市 36 0 0 36 15 123 0 138

7 小 山 市 70 0 0 70 0 185 2 187

8 真 岡 市 24 0 0 24 0 165 0 165

9 大 田 原 市 46 0 0 46 30 46 2 78

10 D 7 市 16 0 0 16 1 64 0 65

11 ��'原市 62 0 0 62 101 0 0 101

12 � � � 市 21 0 0 21 44 85 16 145

13 ��<山市 33 0 0 33 13 108 0 121

14  野 市 17 1 0 18 0 156 0 156

15 � � 0 町 16 0 0 16 5 52 0 57

16 A * 町 16 0 0 16 5 34 1 40

17 � 木 町 8 0 0 8 8 34 3 45

18 市 � 町 4 0 0 4 2 51 0 53

19 � � 町 4 0 0 4 0 23 0 23

20 ( > 町 32 0 0 32 2 75 0 77

21 野 木 町 8 1 0 9 4 73 0 77

22 ' � 町 16 0 0 16 2 62 0 64

23  9 : 町 4 0 0 4 3 0 10 13

24 � � 町 32 0 0 32 0 147 0 147

25 � = 0 町 34 0 0 34 0 93 0 93

531 2 0 533 391 2�452 135 2�978

174 1 0 175 31 644 14 689

705 3 0 708 422 3�096 149 3�667

市町選管の

書記

市町の職� �の� 計

町 計

県 計

投 票 管 理 者 投 票 � � 務 � � 者

市 計

投票管理者 職務�理者

臨時に職務

を管掌した

者

計
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　② 投票所

1 宇 都 宮 市 101 0 202 0

2 足 利 市 50 22 139 68

3 栃 木 市 64 2 131 6

4 佐 野 市 55 0 110 0

5 鹿 沼 市 71 4 149 14

6 日 光 市 70 0 140 0

7 小 山 市 52 19 128 48

8 真 岡 市 42 0 84 0

9 大 田 原 市 40 0 80 0

10 B 5 市 16 0 32 0

11 ��&原市 43 0 91 0

12 � � � 市 22 0 44 0

13 ��:山市 12 6 44 16

14  野 市 21 0 42 0

15 � � / 町 9 5 32 10

16 ? ) 町 14 0 42 0

17 � 木 町 13 0 39 0

18 市 � 町 6 0 18 0

19 � � 町 14 0 42 0

20 ' < 町 13 0 39 0

21 野 木 町 13 0 39 0

22 & � 町 8 0 24 0

23  7 8 町 12 0 24 0

24 � � 町 17 1 35 2

25 � ; / 町 14 0 42 0

659 53 1�416 152

133 6 376 12

792 59 1�792 164

うち交替の対象と

なった立会人の数

市町名

市 計

町 計

県 計

項　目

投票所数 投票立会人数

うち交替����

た投票所数

　（21） 投票管理者及び投票所事務従事者に関する調

　① 期日前投票所

      項　目

 市 町 �

1 宇 都 宮 市 34 0 0 34 181 176 81 438

2 足 利 市 42 0 0 42 0 184 21 205

3 栃 木 市 59 0 0 59 0 631 6 637

4 佐 野 市 46 1 0 47 6 280 7 293

5 鹿 沼 市 25 0 0 25 0 249 0 249

6 日 光 市 36 0 0 36 15 123 0 138

7 小 山 市 70 0 0 70 0 185 2 187

8 真 岡 市 24 0 0 24 0 165 0 165

9 大 田 原 市 46 0 0 46 30 46 2 78

10 D 7 市 16 0 0 16 1 64 0 65

11 ��'原市 62 0 0 62 101 0 0 101

12 � � � 市 21 0 0 21 44 85 16 145

13 ��<山市 33 0 0 33 13 108 0 121

14  野 市 17 1 0 18 0 156 0 156

15 � � 0 町 16 0 0 16 5 52 0 57

16 A * 町 16 0 0 16 5 34 1 40

17 � 木 町 8 0 0 8 8 34 3 45

18 市 � 町 4 0 0 4 2 51 0 53

19 � � 町 4 0 0 4 0 23 0 23

20 ( > 町 32 0 0 32 2 75 0 77

21 野 木 町 8 1 0 9 4 73 0 77

22 ' � 町 16 0 0 16 2 62 0 64

23  9 : 町 4 0 0 4 3 0 10 13

24 � � 町 32 0 0 32 0 147 0 147

25 � = 0 町 34 0 0 34 0 93 0 93

531 2 0 533 391 2�452 135 2�978

174 1 0 175 31 644 14 689

705 3 0 708 422 3�096 149 3�667

市町選管の

書記

市町の職� �の� 計

町 計

県 計

投 票 管 理 者 投 票 � � 務 � � 者

市 計

投票管理者 職務�理者

臨時に職務

を管掌した

者

計
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　② 投票所

      項　目

 市 町 �

1 宇 都 宮 市 101 0 0 101 0 557 202 759

2 足 利 市 50 0 0 50 0 214 0 214

3 栃 木 市 64 0 0 64 0 314 0 314

4 佐 野 市 55 0 0 55 0 264 0 264

5 鹿 沼 市 71 0 0 71 0 297 2 299

6 日 光 市 70 0 0 70 0 205 0 205

7 小 山 市 52 0 0 52 0 176 57 233

8 真 岡 市 42 0 0 42 0 139 0 139

9 大 田 原 市 40 0 0 40 1 168 0 169

10 B 5 市 16 0 0 16 5 59 16 80

11 ��&原市 43 0 0 43 6 264 0 270

12 � � � 市 22 0 0 22 13 80 0 93

13 ��:山市 12 0 0 12 0 58 0 58

14  野 市 21 0 0 21 0 80 21 101

15 � � / 町 9 0 0 9 0 40 0 40

16 ? ) 町 14 0 0 14 0 68 2 70

17 � 木 町 13 0 0 13 0 56 0 56

18 市 � 町 6 0 0 6 0 23 0 23

19 � � 町 14 0 0 14 0 56 0 56

20 ' < 町 13 0 0 13 0 80 0 80

21 野 木 町 13 0 0 13 0 67 0 67

22 & � 町 8 0 0 8 0 33 0 33

23  7 8 町 12 0 0 12 5 63 0 68

24 � � 町 17 0 0 17 0 63 0 63

25 � ; / 町 14 0 0 14 0 59 0 59

659 0 0 659 25 2�875 298 3�198

133 0 0 133 5 608 2 615

792 0 0 792 30 3�483 300 3�813

投 票 管 理 者 投 票 所 事 務 従 事 者

市 計

投票管理者 職務�理者

臨時に職務

を管掌した

者

計

市町選管の

書記

市町の職� �の� 計

町 計

県 計

（22） 投票管理者の交替制に関する調

   ① 期日前投票所

うち時間単位の交替

1 宇 都 宮 市 19 0 34 0 0

2 足 利 市 19 0 42 0 0

3 栃 木 市 12 0 59 0 0

4 佐 野 市 5 0 47 1 0

5 鹿 沼 市 19 0 25 0 0

6 日 光 市 16 0 36 0 0

7 小 山 市 12 0 70 0 0

8 真 岡 市 3 0 24 0 0

9 大 田 原 市 8 0 46 0 0

10 C 6 市 1 0 16 0 0

11 ��%原市 5 0 62 0 0

12 � � � 市 2 0 21 0 0

13 ��;山市 9 0 33 0 0

14 � 野 市 2 0 18 0 0

15 � � . 町 1 0 16 0 0

16 @ ( 町 1 0 16 0 0

17 � 木 町 1 0 8 0 0

18 市 � 町 3 0 4 0 0

19 � � 町 1 0 4 0 0

20 & = 町 3 0 32 0 0

21 野 木 町 1 0 9 0 0

22 % � 町 1 0 16 0 0

23  8 9 町 1 0 4 0 0

24 � � 町 2 0 32 32 0

25 � < . 町 3 0 34 0 0

132 0 533 1 0

18 0 175 32 0

150 0 708 33 0

うち交替の対象となった投票管理者の数

市町名

市 計

町 計

県 計

項　目

期日前投票所数

期日前投票管理者数

うち時間単位の

交替制を採用し

た投票所数
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（22） 投票管理者の交替制に関する調

   ① 期日前投票所

うち時間単位の交替

1 宇 都 宮 市 19 0 34 0 0

2 足 利 市 19 0 42 0 0

3 栃 木 市 12 0 59 0 0

4 佐 野 市 5 0 47 1 0

5 鹿 沼 市 19 0 25 0 0

6 日 光 市 16 0 36 0 0

7 小 山 市 12 0 70 0 0

8 真 岡 市 3 0 24 0 0

9 大 田 原 市 8 0 46 0 0

10 C 6 市 1 0 16 0 0

11 ��%原市 5 0 62 0 0

12 � � � 市 2 0 21 0 0

13 ��;山市 9 0 33 0 0

14 � 野 市 2 0 18 0 0

15 � � . 町 1 0 16 0 0

16 @ ( 町 1 0 16 0 0

17 � 木 町 1 0 8 0 0

18 市 � 町 3 0 4 0 0

19 � � 町 1 0 4 0 0

20 & = 町 3 0 32 0 0

21 野 木 町 1 0 9 0 0

22 % � 町 1 0 16 0 0

23  8 9 町 1 0 4 0 0

24 � � 町 2 0 32 32 0

25 � < . 町 3 0 34 0 0

132 0 533 1 0

18 0 175 32 0

150 0 708 33 0

うち交替の対象となった投票管理者の数

市町名

市 計

町 計

県 計

項　目

期日前投票所数

期日前投票管理者数

うち時間単位の

交替制を採用し

た投票所数

－ 51 －



（23） 開票管理者及び開票所事務従事者に関する調

      項　目

 市 町 �

1 宇 都 宮 市 1 0 0 1 10 225 2 237

2 足 利 市 1 0 0 1 3 119 0 122

3 栃 木 市 1 0 0 1 33 87 0 120

4 佐 野 市 1 0 0 1 19 119 1 139

5 鹿 沼 市 1 1 0 2 30 111 0 141

6 日 光 市 1 0 0 1 19 113 3 135

7 小 山 市 1 0 0 1 5 144 0 149

8 真 岡 市 1 0 0 1 19 105 1 125

9 大 田 原 市 1 0 0 1 21 72 0 93

10 = 0 市 1 0 0 1 16 39 0 55

11 ��#原市 1 0 0 1 175 6 0 181

12 � � � 市 1 0 0 1 23 32 1 56

13 ��5山市 1 0 0 1 19 36 0 55

14 � 野 市 1 0 0 1 6 70 0 76

15 � � , 町 1 0 0 1 21 35 2 58

16 : & 町 1 0 0 1 6 66 5 77

17 � 木 町 1 0 0 1 11 50 0 61

18 市 � 町 1 0 0 1 6 44 0 50

19 � � 町 1 0 0 1 8 70 0 78

20 $ 7 町 1 1 0 2 6 97 0 103

21 野 木 町 1 0 0 1 8 33 0 41

22 # � 町 1 0 0 1 12 34 0 46

23 � 2 3 町 1 1 0 2 6 48 0 54

24 � � 町 1 0 0 1 9 83 0 92

25 � 6 , 町 1 0 0 1 4 54 0 58

14 1 0 15 398 1278 8 1684

11 2 0 13 97 614 7 718

25 3 0 28 495 1892 15 2402

市 計

町 計

県 計

開 票 管 理 者

開票管理者 職務�理者

臨時に職務

を管掌した

者

開 票 � � 務 � � 者

計

市町選管の

書記

その他 計市町の職�
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（23） 開票管理者及び開票所事務従事者に関する調

      項　目

 市 町 �

1 宇 都 宮 市 1 0 0 1 10 225 2 237

2 足 利 市 1 0 0 1 3 119 0 122

3 栃 木 市 1 0 0 1 33 87 0 120

4 佐 野 市 1 0 0 1 19 119 1 139

5 鹿 沼 市 1 1 0 2 30 111 0 141

6 日 光 市 1 0 0 1 19 113 3 135

7 小 山 市 1 0 0 1 5 144 0 149

8 真 岡 市 1 0 0 1 19 105 1 125

9 大 田 原 市 1 0 0 1 21 72 0 93

10 = 0 市 1 0 0 1 16 39 0 55

11 ��#原市 1 0 0 1 175 6 0 181

12 � � � 市 1 0 0 1 23 32 1 56

13 ��5山市 1 0 0 1 19 36 0 55

14 � 野 市 1 0 0 1 6 70 0 76

15 � � , 町 1 0 0 1 21 35 2 58

16 : & 町 1 0 0 1 6 66 5 77

17 � 木 町 1 0 0 1 11 50 0 61

18 市 � 町 1 0 0 1 6 44 0 50

19 � � 町 1 0 0 1 8 70 0 78

20 $ 7 町 1 1 0 2 6 97 0 103

21 野 木 町 1 0 0 1 8 33 0 41

22 # � 町 1 0 0 1 12 34 0 46

23 � 2 3 町 1 1 0 2 6 48 0 54

24 � � 町 1 0 0 1 9 83 0 92

25 � 6 , 町 1 0 0 1 4 54 0 58

14 1 0 15 398 1278 8 1684

11 2 0 13 97 614 7 718

25 3 0 28 495 1892 15 2402

市 計

町 計

県 計

開 票 管 理 者

開票管理者 職務�理者

臨時に職務

を管掌した

者

開 票 � � 務 � � 者

計

市町選管の

書記

その他 計市町の職�
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（25） 投票記載所等の氏名等の掲示に関する調

     項　目

 市 町 �

1 宇 都 宮 市 17 108 19 126 101 745

2 足 利 市 19 19 19 133 50 281

3 栃 木 市 6 12 12 65 64 384

4 佐 野 市 5 5 5 37 55 364

5 鹿 沼 市 1 1 19 67 71 286

6 日 光 市 16 41 16 41 70 250

7 小 山 市 12 12 12 64 52 531

8 真 岡 市 3 24 3 24 42 336

9 大 田 原 市 3 3 8 40 40 202

10 = 0 市 1 1 1 7 16 107

11 ��#原市 5 5 5 18 43 215

12 � � � 市 1 1 2 10 22 90

13 ��5山市 1 1 10 50 12 72

14 � 野 市 2 2 2 22 21 181

15 � � , 町 1 1 1 11 9 54

16 : & 町 1 2 1 7 14 91

17 � 木 町 1 1 1 4 13 46

18 市 � 町 1 1 3 21 6 47

19 � � 町 1 1 1 7 14 70

20 $ 7 町 1 7 3 21 13 82

21 野 木 町 1 1 1 6 13 78

22 # � 町 1 1 1 4 8 32

23 � 2 3 町 1 8 1 8 12 57

24 � � 町 1 1 2 12 17 111

25 � 6 , 町 1 1 3 29 14 179

92 235 133 704 659 4044

11 25 18 130 133 847

103 260 151 834 792 4891

※ 「不在者投票記載場所数」は、各市町選管の委員長が管理する不在者投票記載場所の数である。

投票所数 掲示総数

期日前

投票所数

県 計

市 計

町 計

不在者投票

記載場所数

掲示総数 掲示総数
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（25） 投票記載所等の氏名等の掲示に関する調

     項　目

 市 町 �

1 宇 都 宮 市 17 108 19 126 101 745

2 足 利 市 19 19 19 133 50 281

3 栃 木 市 6 12 12 65 64 384

4 佐 野 市 5 5 5 37 55 364

5 鹿 沼 市 1 1 19 67 71 286

6 日 光 市 16 41 16 41 70 250

7 小 山 市 12 12 12 64 52 531

8 真 岡 市 3 24 3 24 42 336

9 大 田 原 市 3 3 8 40 40 202

10 = 0 市 1 1 1 7 16 107

11 ��#原市 5 5 5 18 43 215

12 � � � 市 1 1 2 10 22 90

13 ��5山市 1 1 10 50 12 72

14 � 野 市 2 2 2 22 21 181

15 � � , 町 1 1 1 11 9 54

16 : & 町 1 2 1 7 14 91

17 � 木 町 1 1 1 4 13 46

18 市 � 町 1 1 3 21 6 47

19 � � 町 1 1 1 7 14 70

20 $ 7 町 1 7 3 21 13 82

21 野 木 町 1 1 1 6 13 78

22 # � 町 1 1 1 4 8 32

23 � 2 3 町 1 8 1 8 12 57

24 � � 町 1 1 2 12 17 111

25 � 6 , 町 1 1 3 29 14 179

92 235 133 704 659 4044

11 25 18 130 133 847

103 260 151 834 792 4891

※ 「不在者投票記載場所数」は、各市町選管の委員長が管理する不在者投票記載場所の数である。

投票所数 掲示総数

期日前

投票所数

県 計

市 計

町 計

不在者投票

記載場所数

掲示総数 掲示総数
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　（26） ポスター掲示場に関する調

　① 投票区の有権者数及び面積による区分

     項　目

 � � �

投票区 掲示場 投票区 掲示場 投票区 掲示場 投票区 掲示場 投票区 掲示場 投票区 掲示場 投票区 掲示場

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 3 21 2 16 37 259 13 104 11 99

2 足 利 市 2 10 2 12 3 21 3 24 30 210 6 48 2 18

3 栃 木 市 0 0 3 18 6 32 4 32 26 182 16 128 9 80

4 佐 野 市 0 0 1 6 7 45 9 59 28 194 7 58 3 27

5 鹿 沼 市 1 5 12 51 18 94 18 94 11 101 8 89 1 10

6 日 光 市 3 9 5 15 7 25 32 141 4 21 8 54 4 31

7 小 山 市 0 0 9 52 5 34 0 0 26 183 6 49 2 17

8 真 岡 市 1 5 5 30 10 72 0 0 16 112 7 56 3 27

9 大 田 原 市 0 0 11 75 5 40 7 63 2 11 7 48 8 62

10 = 0 市 0 0 0 0 1 7 2 16 5 35 2 16 6 54

11 ��#原市 1 3 0 0 2 6 4 17 17 109 10 73 8 64

12 � � � 市 0 0 0 0 3 21 5 40 8 56 4 32 2 18

13 ��5山市 0 0 0 0 1 7 2 16 0 0 2 16 7 63

14 � 野 市 0 0 0 0 2 15 0 0 11 75 7 56 1 10

15 � � , 町 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21 4 32 2 18

16 : & 町 1 4 2 9 2 14 2 17 3 25 1 9 3 26

17 � 木 町 0 0 0 0 2 14 8 64 1 7 0 0 2 18

18 市 � 町 0 0 0 0 1 4 2 18 0 0 1 7 2 21

19 � � 町 0 0 3 18 6 42 0 0 1 7 4 32 0 0

20 $ 7 町 1 5 0 0 2 14 0 0 4 28 4 32 2 18

21 野 木 町 0 0 1 6 0 0 0 0 9 63 3 24 0 0

22 # � 町 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 0 0 3 35

23 � 2 3 町 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 2 16 5 45

24 � � 町 0 0 0 0 0 0 6 33 0 0 0 0 11 102

25 � 6 , 町 0 0 0 0 1 7 9 73 1 7 1 8 2 17

8 32 48 259 73 440 88 518 221 1548 103 827 67 580

2 9 6 33 14 95 32 246 27 193 20 160 32 300

10 41 54 292 87 535 120 764 248 1741 123 987 99 880

２K㎡未満 ２K㎡～４K㎡

投 票 区 � � � 掲 示 場 � � �

１千人以上～５千人未満

４K㎡未満

町 計

４K㎡～�K㎡ �K㎡以上

県 計

市 計

１千人未満

４K㎡～�K㎡ �K㎡以上
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　（26） ポスター掲示場に関する調

　① 投票区の有権者数及び面積による区分

     項　目

 � � �

投票区 掲示場 投票区 掲示場 投票区 掲示場 投票区 掲示場 投票区 掲示場 投票区 掲示場 投票区 掲示場

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 3 21 2 16 37 259 13 104 11 99

2 足 利 市 2 10 2 12 3 21 3 24 30 210 6 48 2 18

3 栃 木 市 0 0 3 18 6 32 4 32 26 182 16 128 9 80

4 佐 野 市 0 0 1 6 7 45 9 59 28 194 7 58 3 27

5 鹿 沼 市 1 5 12 51 18 94 18 94 11 101 8 89 1 10

6 日 光 市 3 9 5 15 7 25 32 141 4 21 8 54 4 31

7 小 山 市 0 0 9 52 5 34 0 0 26 183 6 49 2 17

8 真 岡 市 1 5 5 30 10 72 0 0 16 112 7 56 3 27

9 大 田 原 市 0 0 11 75 5 40 7 63 2 11 7 48 8 62

10 = 0 市 0 0 0 0 1 7 2 16 5 35 2 16 6 54

11 ��#原市 1 3 0 0 2 6 4 17 17 109 10 73 8 64

12 � � � 市 0 0 0 0 3 21 5 40 8 56 4 32 2 18

13 ��5山市 0 0 0 0 1 7 2 16 0 0 2 16 7 63

14 � 野 市 0 0 0 0 2 15 0 0 11 75 7 56 1 10

15 � � , 町 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21 4 32 2 18

16 : & 町 1 4 2 9 2 14 2 17 3 25 1 9 3 26

17 � 木 町 0 0 0 0 2 14 8 64 1 7 0 0 2 18

18 市 � 町 0 0 0 0 1 4 2 18 0 0 1 7 2 21

19 � � 町 0 0 3 18 6 42 0 0 1 7 4 32 0 0

20 $ 7 町 1 5 0 0 2 14 0 0 4 28 4 32 2 18

21 野 木 町 0 0 1 6 0 0 0 0 9 63 3 24 0 0

22 # � 町 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 0 0 3 35

23 � 2 3 町 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 2 16 5 45

24 � � 町 0 0 0 0 0 0 6 33 0 0 0 0 11 102

25 � 6 , 町 0 0 0 0 1 7 9 73 1 7 1 8 2 17

8 32 48 259 73 440 88 518 221 1548 103 827 67 580

2 9 6 33 14 95 32 246 27 193 20 160 32 300

10 41 54 292 87 535 120 764 248 1741 123 987 99 880

２K㎡未満 ２K㎡～４K㎡

投 票 区 � � � 掲 示 場 � � �

１千人以上～５千人未満

４K㎡未満

町 計

４K㎡～�K㎡ �K㎡以上

県 計

市 計

１千人未満

４K㎡～�K㎡ �K㎡以上

投票区 掲示場 投票区 掲示場 投票区 掲示場 投票区 掲示場 投票区 掲示場

26 208 6 54 1 9 2 20 101 790 1 宇 都 宮 市

2 16 0 0 0 0 0 0 50 359 2 � ! 市

0 0 0 0 0 0 0 0 64 472 3 栃 木 市

0 0 0 0 0 0 0 0 55 389 4 � 
 市

2 29 0 0 0 0 0 0 71 473 5 � 4 市

7 62 0 0 0 0 0 0 70 358 6 日 光 市

4 35 0 0 0 0 0 0 52 370 7 小 山 市

0 0 0 0 0 0 0 0 42 302 8 < + 市

0 0 0 0 0 0 0 0 40 299 9 % 8 原 市

0 0 0 0 0 0 0 0 16 128 10 = 0 市

1 8 0 0 0 0 0 0 43 280 11 那 須 塩 原 市

0 0 0 0 0 0 0 0 22 167 12 � � � 市

0 0 0 0 0 0 0 0 12 102 13 那 須 5 山 市

0 0 0 0 0 0 0 0 21 156 14 � 
 市

0 0 0 0 0 0 0 0 9 71 15 � � , 町

0 0 0 0 0 0 0 0 14 104 16 : & 町

0 0 0 0 0 0 0 0 13 103 17 � 木 町

0 0 0 0 0 0 0 0 6 50 18 市 � 町

0 0 0 0 0 0 0 0 14 99 19 � � 町

0 0 0 0 0 0 0 0 13 97 20 $ 7 町

0 0 0 0 0 0 0 0 13 93 21 
 木 町

0 0 0 0 0 0 0 0 8 76 22 塩 � 町

0 0 0 0 0 0 0 0 12 96 23 � 2 3 町

0 0 0 0 0 0 0 0 17 135 24 那 須 町

0 0 0 0 0 0 0 0 14 112 25 那 6 , 町

42 358 6 54 1 9 2 20 659 4,645

0 0 0 0 0 0 0 0 133 1,036

42 358 6 54 1 9 2 20 792 5,681

県 計

４K㎡未満 ４K㎡以上

市 計

町 計

５千人以上～１万人未満

計

１万人以上

４K㎡未満 ４K㎡以上

投 票 区 � � 
 掲 示 場 � � �

  項　目

市 町 名  
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　② 形態による区分

      項　目

恒久的掲示場 恒久的掲示場

 �   �

以外の掲示場 以外の掲示場

1 宇 都 宮 市 0 790 0 0 0 790

2 足 利 市 0 0 0 359 0 359

3 栃 木 市 0 472 0 0 0 472

4 佐 野 市 0 389 0 0 0 389

5 鹿 沼 市 0 473 0 0 0 473

6 日 光 市 0 358 0 0 0 358

7 小 山 市 0 0 0 0 370 370

8 真 岡 市 0 302 0 0 0 302

9 大 田 原 市 0 299 0 0 0 299

10 = 0 市 0 128 0 0 0 128

11 ��#原市 0 280 0 0 0 280

12 � � � 市 0 167 0 0 0 167

13 ��5山市 0 102 0 0 0 102

14 � 野 市 0 156 0 0 0 156

15 � � , 町 0 71 0 0 0 71

16 : & 町 0 104 0 0 0 104

17 � 木 町 0 103 0 0 0 103

18 市 � 町 0 50 0 0 0 50

19 � � 町 0 99 0 0 0 99

20 $ 7 町 0 97 0 0 0 97

21 野 木 町 0 93 0 0 0 93

22 # � 町 0 76 0 0 0 76

23 � 2 3 町 0 0 0 0 96 96

24 � � 町 0 135 0 0 0 135

25 � 6 , 町 0 112 0 0 0 112

0 3916 0 359 370 4645

0 940 0 0 96 1036

0 4856 0 359 466 5681

計

既設のものを再便用した掲示場数

レンタル資材を

使用した恒久的

掲示場

県 計

新設した掲示場数

恒久的掲示場 恒久的掲示場

市 計

町 計

　（27） 個人演説会の会場及びその使用度数に関する調

　① 会場の数

 項　目

     

第２号

市 町 名

学校 公民館 公会堂 社寺

農業協

同組合

商工

会議所

役場・

支所・

出張所

保育園

その他

公共施

設（体

育館

等）

その他 計

1 宇 都 宮 市 94 18 5 0 0 0 0 0 0 29 29 146

2 足 利 市 33 17 1 0 0 0 0 0 9 0 9 60

3 栃 木 市 42 18 4 0 0 0 0 0 2 1 3 67

4 佐 野 市 28 14 2 0 0 0 0 0 15 0 15 59

5 � : 市 34 14 1 0 0 0 0 0 5 0 5 54

6 日 光 市 29 13 3 0 0 0 0 0 1 0 1 46

7 小 山 市 36 7 1 0 0 0 0 0 7 0 7 51

8 真 岡 市 39 6 6 0 0 0 0 0 0 2 2 53

9 大 田 原 市 25 7 2 0 0 0 0 0 6 0 6 40

10 C 6 市 14 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 21

11 ��(原市 26 15 1 0 0 0 0 0 1 0 1 43

12 � � � 市 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12

13 ��;山市 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13

14  野 市 12 4 0 0 0 0 0 0 2 1 3 19

15 � � 1 町 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 13

16 @ + 町 11 1 1 0 0 0 0 0 4 0 4 17

17 � 木 町 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

18 市 � 町 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

19 � � 町 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 9

20 ) = 町 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

21 野 木 町 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 10

22 ( � 町 4 1 0 0 0 0 2 0 1 0 3 8

23  8 9 町 9 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 14

24 � � 町 8 1 1 0 0 0 0 0 3 4 7 17

25 � < 1 町 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 9

428 143 26 0 0 0 0 0 49 38 87 684

78 13 3 0 0 0 2 0 21 4 27 121

506 156 29 0 0 0 2 0 70 42 114 805

合　計

第１号 第�号

県 計

市 計

町 計

法第１６１条第１項
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　② 形態による区分

      項　目

恒久的掲示場 恒久的掲示場

 �   �

以外の掲示場 以外の掲示場

1 宇 都 宮 市 0 790 0 0 0 790

2 足 利 市 0 0 0 359 0 359

3 栃 木 市 0 472 0 0 0 472

4 佐 野 市 0 389 0 0 0 389

5 鹿 沼 市 0 473 0 0 0 473

6 日 光 市 0 358 0 0 0 358

7 小 山 市 0 0 0 0 370 370

8 真 岡 市 0 302 0 0 0 302

9 大 田 原 市 0 299 0 0 0 299

10 = 0 市 0 128 0 0 0 128

11 ��#原市 0 280 0 0 0 280

12 � � � 市 0 167 0 0 0 167

13 ��5山市 0 102 0 0 0 102

14 � 野 市 0 156 0 0 0 156

15 � � , 町 0 71 0 0 0 71

16 : & 町 0 104 0 0 0 104

17 � 木 町 0 103 0 0 0 103

18 市 � 町 0 50 0 0 0 50

19 � � 町 0 99 0 0 0 99

20 $ 7 町 0 97 0 0 0 97

21 野 木 町 0 93 0 0 0 93

22 # � 町 0 76 0 0 0 76

23 � 2 3 町 0 0 0 0 96 96

24 � � 町 0 135 0 0 0 135

25 � 6 , 町 0 112 0 0 0 112

0 3916 0 359 370 4645

0 940 0 0 96 1036

0 4856 0 359 466 5681

計

既設のものを再便用した掲示場数

レンタル資材を

使用した恒久的

掲示場

県 計

新設した掲示場数

恒久的掲示場 恒久的掲示場

市 計

町 計

　（27） 個人演説会の会場及びその使用度数に関する調

　① 会場の数

 項　目

     

第２号

市 町 名

学校 公民館 公会堂 社寺

農業協

同組合

商工

会議所

役場・

支所・

出張所

保育園

その他

公共施

設（体

育館

等）

その他 計

1 宇 都 宮 市 94 18 5 0 0 0 0 0 0 29 29 146

2 足 利 市 33 17 1 0 0 0 0 0 9 0 9 60

3 栃 木 市 42 18 4 0 0 0 0 0 2 1 3 67

4 佐 野 市 28 14 2 0 0 0 0 0 15 0 15 59

5 � : 市 34 14 1 0 0 0 0 0 5 0 5 54

6 日 光 市 29 13 3 0 0 0 0 0 1 0 1 46

7 小 山 市 36 7 1 0 0 0 0 0 7 0 7 51

8 真 岡 市 39 6 6 0 0 0 0 0 0 2 2 53

9 大 田 原 市 25 7 2 0 0 0 0 0 6 0 6 40

10 C 6 市 14 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 21

11 ��(原市 26 15 1 0 0 0 0 0 1 0 1 43

12 � � � 市 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12

13 ��;山市 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13

14  野 市 12 4 0 0 0 0 0 0 2 1 3 19

15 � � 1 町 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 13

16 @ + 町 11 1 1 0 0 0 0 0 4 0 4 17

17 � 木 町 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

18 市 � 町 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

19 � � 町 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 9

20 ) = 町 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

21 野 木 町 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 10

22 ( � 町 4 1 0 0 0 0 2 0 1 0 3 8

23  8 9 町 9 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 14

24 � � 町 8 1 1 0 0 0 0 0 3 4 7 17

25 � < 1 町 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 9

428 143 26 0 0 0 0 0 49 38 87 684

78 13 3 0 0 0 2 0 21 4 27 121

506 156 29 0 0 0 2 0 70 42 114 805

合　計

第１号 第�号

県 計

市 計

町 計

法第１６１条第１項

－ 59 －



　② 会場使用度数

      項　目

市 町 名

公費負担 候補者負担 公費負担 候補者負担 公費負担 候補者負担 公費負担 候補者負担

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0

10 E 7 市 0 0 0 0 0 0 0 0

11 ��(原市 0 0 0 0 0 0 0 0

12 � � � 市 0 0 0 0 0 0 0 0

13 ��<山市 0 0 0 0 0 0 0 0

14 � 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0

15 � � 1 町 0 0 0 0 0 0 0 0

16 B + 町 0 0 0 0 0 0 0 0

17 � 木 町 0 1 0 0 0 0 0 1

18 市 � 町 0 0 0 0 0 0 0 0

19 � � 町 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ) > 町 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0

22 ( � 町 0 0 0 0 0 0 0 0

23  9 : 町 0 0 0 0 0 0 0 0

24 � � 町 0 0 0 0 0 0 0 0

25 � = 1 町 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 1

合　計

法第１６１条第１項第１

号の学校及び公民館

法第１６１条第１項第


号の公��

県 計

市 計

町 計

法第１６１条第１項第３号

の市町の選挙管理委員会の

指定した施設

－ 60 －



　② 会場使用度数

      項　目

市 町 名

公費負担 候補者負担 公費負担 候補者負担 公費負担 候補者負担 公費負担 候補者負担

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0

10 E 7 市 0 0 0 0 0 0 0 0

11 ��(原市 0 0 0 0 0 0 0 0

12 � � � 市 0 0 0 0 0 0 0 0

13 ��<山市 0 0 0 0 0 0 0 0

14 � 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0

15 � � 1 町 0 0 0 0 0 0 0 0

16 B + 町 0 0 0 0 0 0 0 0

17 � 木 町 0 1 0 0 0 0 0 1

18 市 � 町 0 0 0 0 0 0 0 0

19 � � 町 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ) > 町 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0

22 ( � 町 0 0 0 0 0 0 0 0

23  9 : 町 0 0 0 0 0 0 0 0

24 � � 町 0 0 0 0 0 0 0 0

25 � = 1 町 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 1

合　計

法第１６１条第１項第１

号の学校及び公民館

法第１６１条第１項第


号の公��

県 計

市 計

町 計

法第１６１条第１項第３号

の市町の選挙管理委員会の

指定した施設

－ 61 －



　（29） 選挙運動用ビラ証紙交付に関する調

ビラ届出数 証紙交付枚数

1 160,000

1 160,000

2 320,000

　（�
） ����に関する調

下野新聞 朝日新聞 読売新聞 毎日新聞

福 田 富 一 2 1 1 0

針 川 佐 久眞 1 1 1 1

2 2 2 1

3 2 2 1

316,�00 ��,��1 13�,�6� ��,�36

１人１回分の広告料金（円）

掲

載

回

数

区 分

広告をした候補者数

広 告 3 回 数

区 分

福 田 富 一

針 川 佐 久 眞

計

－ 62 －



　（29） 選挙運動用ビラ証紙交付に関する調

ビラ届出数 証紙交付枚数

1 160,000

1 160,000

2 320,000

　（�
） ����に関する調

下野新聞 朝日新聞 読売新聞 毎日新聞

福 田 富 一 2 1 1 0

針 川 佐 久眞 1 1 1 1

2 2 2 1

3 2 2 1

316,�00 ��,��1 13�,�6� ��,�36

１人１回分の広告料金（円）

掲

載

回

数

区 分

広告をした候補者数

広 告 3 回 数

区 分

福 田 富 一

針 川 佐 久 眞

計

－ 63 －



（33） 選挙公営に関する調 

 

① 選挙運動用自動車の使用 

ア 一般運送契約によるもの                      （単位：日・円） 

項 目 契 約 基 準 

請 求 金 額 

候補者 単 価 使用日数 金 額 単 価 使用日数 金 額 

福田  富一 64,500 17 1,096,500 64,500 17 1,096,500 1,096,500 

合   計 － 17 1,096,500 － 17 1,096,500 1,096,500 

 

 

イ 一般運送契約以外によるもの 

（ア）自動車の借入                          （単位：日・円） 

項 目 契 約 基 準 

請 求 金 額 

候補者 単 価 使用日数 金 額 単 価 使用日数 金 額 

針川 佐久眞 16,100 17 273,700 16,100 17 273,700 273,700 

合   計 － 17 273,700 － 17 273,700 273,700 

 

(イ) 燃料の供給 

     
F � 

 

（)）運Gの�用                          （単位：日・円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 契 約 基 準 

請 求 金 額 

候補者 単 価 �用日数 金 額 単 価 �用日数 金 額 

針川 佐久眞 13,200 14 1/4,/00 12,500 14 175,000 175,500 

合   計 － 14 1/4,/00 － 14 175,000 175,000 

② ポスターの作成                           （単位：枚・円） 

 

③ ビラの作成                             （単位：枚・円） 

 

④ 特殊乗車券の使用 

区   分 (一社)栃木県バス協会 東日本旅客鉄道(株) 東 武 鉄 道(株) 

使

用

枚

数 

福田  富一 ０ ０ ０ 

針川 佐久眞 ５ ５ ５ 

合   計 ５ ５ ５ 

１枚あたりの 

乗車料金（円） 

２５，４７０ １８，９９０ １８，９９０ 

 

⑤ 葉書                                （単位：枚・円） 

 

項 目 契 約 基 準 

請 求 金 額 

候補者 

単 価 作成枚数 金 額 単 価 作成枚数 金 額 

福田  富一 &'9 &&�'%% &�5,,�7%% &,% &&�'%% &�567�%%% &�5,,�7%% 

針川 佐久眞 &,% 7�6%% 956�%%% &,% 7�6%% 956�%%% 956�%%% 

合   計 � &8�8%% '�'89�7%% � &8�8%% '�,%&�%%% '�'89�7%% 

項 目 契 約 基 準 

請 求 金 額 

候補者 

単 価 作成枚数 金 額 単 価 作成枚数 金 額 

福田  富一 7$%% &7%�%%% :7%�%%% 6$:9 &7%�%%% :67�9%% :67�9%% 

針川 佐久眞 '$''8 ,%�%%% 77�9&% 8$8, ,%�%%% ',&�:%% 77�9&% 

合   計 � &:%�%%% &�%'7�9&% � &:%�%%% &�&99�8%% &�%',�7&% 

項 目 交 付 ・ 表 示 枚 数 U I 枚 数 

請 求 金 額 

候補者 

交付枚数 表示枚数 計 交付葉書 私製葉書 計 

福田  富一 % 55�:6: 55�:6: % 55�:6: 55�:6: ,�9'&�6&6 

針川 佐久眞 % ,:�6,9 ,:�6,9 % ,:�6,9 ,:�6,9 ,�,7%�8,% 

合   計 % 95�5:8 95�5:8 % 95�5:8 95�5:8 8�&9'�'56 

－ 64 －



（33） 選挙公営に関する調 

 

① 選挙運動用自動車の使用 

ア 一般運送契約によるもの                      （単位：日・円） 

項 目 契 約 基 準 

請 求 金 額 

候補者 単 価 使用日数 金 額 単 価 使用日数 金 額 

福田  富一 64,500 17 1,096,500 64,500 17 1,096,500 1,096,500 

合   計 － 17 1,096,500 － 17 1,096,500 1,096,500 

 

 

イ 一般運送契約以外によるもの 

（ア）自動車の借入                          （単位：日・円） 

項 目 契 約 基 準 

請 求 金 額 

候補者 単 価 使用日数 金 額 単 価 使用日数 金 額 

針川 佐久眞 16,100 17 273,700 16,100 17 273,700 273,700 

合   計 － 17 273,700 － 17 273,700 273,700 

 

(イ) 燃料の供給 

     
F � 

 

（)）運Gの�用                          （単位：日・円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 契 約 基 準 

請 求 金 額 

候補者 単 価 �用日数 金 額 単 価 �用日数 金 額 

針川 佐久眞 13,200 14 1/4,/00 12,500 14 175,000 175,500 

合   計 － 14 1/4,/00 － 14 175,000 175,000 

② ポスターの作成                           （単位：枚・円） 

 

③ ビラの作成                             （単位：枚・円） 

 

④ 特殊乗車券の使用 

区   分 (一社)栃木県バス協会 東日本旅客鉄道(株) 東 武 鉄 道(株) 

使

用

枚

数 

福田  富一 ０ ０ ０ 

針川 佐久眞 ５ ５ ５ 

合   計 ５ ５ ５ 

１枚あたりの 

乗車料金（円） 

２５，４７０ １８，９９０ １８，９９０ 

 

⑤ 葉書                                （単位：枚・円） 

 

項 目 契 約 基 準 

請 求 金 額 

候補者 

単 価 作成枚数 金 額 単 価 作成枚数 金 額 

福田  富一 &'9 &&�'%% &�5,,�7%% &,% &&�'%% &�567�%%% &�5,,�7%% 

針川 佐久眞 &,% 7�6%% 956�%%% &,% 7�6%% 956�%%% 956�%%% 

合   計 � &8�8%% '�'89�7%% � &8�8%% '�,%&�%%% '�'89�7%% 

項 目 契 約 基 準 

請 求 金 額 

候補者 

単 価 作成枚数 金 額 単 価 作成枚数 金 額 

福田  富一 7$%% &7%�%%% :7%�%%% 6$:9 &7%�%%% :67�9%% :67�9%% 

針川 佐久眞 '$''8 ,%�%%% 77�9&% 8$8, ,%�%%% ',&�:%% 77�9&% 

合   計 � &:%�%%% &�%'7�9&% � &:%�%%% &�&99�8%% &�%',�7&% 

項 目 交 付 ・ 表 示 枚 数 U I 枚 数 

請 求 金 額 

候補者 

交付枚数 表示枚数 計 交付葉書 私製葉書 計 

福田  富一 % 55�:6: 55�:6: % 55�:6: 55�:6: ,�9'&�6&6 

針川 佐久眞 % ,:�6,9 ,:�6,9 % ,:�6,9 ,:�6,9 ,�,7%�8,% 

合   計 % 95�5:8 95�5:8 % 95�5:8 95�5:8 8�&9'�'56 

－ 65 －



（34） 候補者別選挙運動費用に関する調

（単位：円）

選挙事務

所費

集合会場

費

計

福田　富一 15,715,000
0
15,715,000

2,319,500 5,396,330 751,416 6,147,746

針川　佐久眞

444,838 0 444,838 0 127,500 0 127,500

福田　富一 504,594 15,900 2,802,900 2,030,972 236,747 549,282 0 1,444,240
1�,051,

1

針川　佐久眞

38,325 0 1,012,740 94,070 33,103 10,882 0 40,028 1,356,648

候補者氏名

選挙�/費用@-額,�

栃木県
35,404,300

通信費 文具費印刷費

家屋費

広告費 休泊費

その他

の収入

計 #%費

交通費 食糧費

都 道 府 県 候補者氏名

選挙�/

法定費用

額

選挙�/費用@-額,�

合計

収入の部

寄附

雑費

（35） 入場券発行状況に関する調

      項　目

対象選挙人数

選挙人毎

に配布

（※２）

世帯毎に

配布

対象選挙人数

市町職員

による配

布

（※�）

自治会に

よる配布

その他

1 宇 都 宮 市

426,735 426,735

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

2 足 利 市

117,974 117,974

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

3 栃 木 市

128,515 128,515

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

4 佐 野 市

94,984 94,984

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

5 鹿 沼 市

78,941 78,941

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

6 日 光 市

65,274 65,274

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

7 小 山 市

134,872 134,872

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

8 真 岡 市

62,954 62,846

○

108

○ ○

圧着式葉書

（�C）

○

9 大 田 原 市

57,646 57,646

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

1� = 0 市

26,119 25,855

○

264

○

圧着式葉書

（2C）

○

11 ��#原市

96,879 96,879

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

12 � � � 市

36,239 36,239

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

13 ��5山市

20,742 20,742

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

14 � 野 市

50,103 50,103

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

15 � � , 町

25,585 25,585

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

16 : & 町

18,377 18,307

○

70

○

葉書

（�C）

○

17 � 木 町

10,313 9,833

○

480

○

葉書

（�C）

○

18 市 � 町

9,541 9,541

○

0

圧着式葉書

（�C）

19 � � 町

12,884 12,877

○

7

○

圧着式葉書

（�C）

○

2� $ 7 町

32,284 32,284

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

21 野 木 町

21,109 21,109

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

22 # � 町

8,820 8,612

○

208

○

圧着式葉書

（6C）

○

23 � 2 3 町

24,449 24,449

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

24 � � 町

20,908 20,908

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

25 � 6 , 町

12,755 12,755

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

1,397,977 1,397,605 372

14

197,025 196,260 765

1�

1,595,002 1,593,865 1,137

24

※１　配布対象選挙人数には、失権者等の者は含まない。

※２　郵送による配布#�選挙人毎に配布�には、葉書のIC�選挙人の��にな!"いる場B1含+。

※�　郵送によ.ない配布#�市町職員による配布�は、職員A(そのKV,�人354等への配布

郵送による

入場券の形

状等

（��Q /

の人数）

入場券

への

期日前

投票

宣誓書

の@=

 市 町 C

市 計

町 計

県 計

配布対象

選挙人数

（※１）

郵送による配布 郵送によ.ない配布

－ 66 －



（34） 候補者別選挙運動費用に関する調

（単位：円）

選挙事務

所費

集合会場

費

計

福田　富一 15,715,000
0
15,715,000

2,319,500 5,396,330 751,416 6,147,746

針川　佐久眞

444,838 0 444,838 0 127,500 0 127,500

福田　富一 504,594 15,900 2,802,900 2,030,972 236,747 549,282 0 1,444,240
1�,051,

1

針川　佐久眞

38,325 0 1,012,740 94,070 33,103 10,882 0 40,028 1,356,648

候補者氏名

選挙�/費用@-額,�

栃木県
35,404,300

通信費 文具費印刷費

家屋費

広告費 休泊費

その他

の収入

計 #%費

交通費 食糧費

都 道 府 県 候補者氏名

選挙�/

法定費用

額

選挙�/費用@-額,�

合計

収入の部

寄附

雑費

（35） 入場券発行状況に関する調

      項　目

対象選挙人数

選挙人毎

に配布

（※２）

世帯毎に

配布

対象選挙人数

市町職員

による配

布

（※�）

自治会に

よる配布

その他

1 宇 都 宮 市

426,735 426,735

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

2 足 利 市

117,974 117,974

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

3 栃 木 市

128,515 128,515

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

4 佐 野 市

94,984 94,984

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

5 鹿 沼 市

78,941 78,941

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

6 日 光 市

65,274 65,274

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

7 小 山 市

134,872 134,872

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

8 真 岡 市

62,954 62,846

○

108

○ ○

圧着式葉書

（�C）

○

9 大 田 原 市

57,646 57,646

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

1� = 0 市

26,119 25,855

○

264

○

圧着式葉書

（2C）

○

11 ��#原市

96,879 96,879

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

12 � � � 市

36,239 36,239

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

13 ��5山市

20,742 20,742

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

14 � 野 市

50,103 50,103

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

15 � � , 町

25,585 25,585

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

16 : & 町

18,377 18,307

○

70

○

葉書

（�C）

○

17 � 木 町

10,313 9,833

○

480

○

葉書

（�C）

○

18 市 � 町

9,541 9,541

○

0

圧着式葉書

（�C）

19 � � 町

12,884 12,877

○

7

○

圧着式葉書

（�C）

○

2� $ 7 町

32,284 32,284

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

21 野 木 町

21,109 21,109

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

22 # � 町

8,820 8,612

○

208

○

圧着式葉書

（6C）

○

23 � 2 3 町

24,449 24,449

○

0

圧着式葉書

（6C）

○

24 � � 町

20,908 20,908

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

25 � 6 , 町

12,755 12,755

○

0

圧着式葉書

（�C）

○

1,397,977 1,397,605 372

14

197,025 196,260 765

1�

1,595,002 1,593,865 1,137

24

※１　配布対象選挙人数には、失権者等の者は含まない。

※２　郵送による配布#�選挙人毎に配布�には、葉書のIC�選挙人の��にな!"いる場B1含+。

※�　郵送によ.ない配布#�市町職員による配布�は、職員A(そのKV,�人354等への配布

郵送による

入場券の形

状等

（��Q /

の人数）

入場券

への

期日前

投票

宣誓書

の@=

 市 町 C

市 計

町 計

県 計

配布対象

選挙人数

（※１）

郵送による配布 郵送によ.ない配布
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（36） 政党その他の政治団体の政治活動に関する調

政 治 団 体 名 代 表 者 名

団 体 の 事 務 所

所 在 地

所 Y 7 ^ ]

候 補 者 名

とちぎ新時代を

創造する会

堀川　典子

栃木県宇都宮市

馬場通り２丁目

１番12号

福田　富一 第１号 - - - -

みんなで県民の

知事をつくる会

天谷　静雄

栃木県宇都宮市

東浦町21番12号

針川　佐久眞 第２号 2,500 2 - -

政�l

説会開

催回数

確 認 書 を 交 付 し た 政 治 団 体

政治j

動用自

動の

表示

ポスタ

ー証紙

交付数

ビラの

種　類

届　出

機関紙

（誌）

（37） 電子機器の使用状況に関する調

項 目

　市　町　名

採用

の

有無

うち

試行

中

採用

の

有無

うち

試行

中

採用

の

有無

うち

試行

中

採用

の

有無

うち

試行

中

採用

の

有無

うち

試行

中

採用

の

有無

うち

試行

中

1 宇 都 宮 市 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

3 栃 木 市 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

4 佐 野 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

5 鹿 沼 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

6 日 光 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

7 小 山 市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

8 真 岡 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

9 大 田 原 市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

10 � � 市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

11 ��m原市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

12 5 3 ら 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

13 ���山市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

14 Z 野 市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

15 Y X y 町 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

16 � 子 町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

17 	 木 町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

18 市 � 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 � � 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 n � 町 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

21 野 木 町 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

22 m � 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23  � � 町 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

24 � � 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 � � y 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 8 0 0 0 6 0 11 1 11 0

11 0 8 0 0 0 3 0 4 0 1 0

25 0 16 0 0 0 9 0 15 1 12 0

※

※

※ #$使用あり　"$使用なし

市 計

町 計

県 計

「試行中」とは、業者から貸与を受ける等により、実際の選挙において使用している

が、確定的に導入するには至っていない状況をいうものである。

電子機器等の種類の内訳に関する定義については、「電子機器利用による選挙システム

研究会中間報告書」に従うものである。

うち当日投票

についてのみ

導入

うち�日�投

票・当日投票

の両方につい

て導入

うち�日�投

票についての

み導入

自 書 式

投 票 用 紙

読 取 集 計 機

投 票 集 計

シ ス テ ム

投票}入ldBのOQJQN利用
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（36） 政党その他の政治団体の政治活動に関する調

政 治 団 体 名 代 表 者 名

団 体 の 事 務 所

所 在 地

所 Y 7 ^ ]

候 補 者 名

とちぎ新時代を

創造する会

堀川　典子

栃木県宇都宮市

馬場通り２丁目

１番12号

福田　富一 第１号 - - - -

みんなで県民の

知事をつくる会

天谷　静雄

栃木県宇都宮市

東浦町21番12号

針川　佐久眞 第２号 2,500 2 - -

政�l

説会開

催回数

確 認 書 を 交 付 し た 政 治 団 体

政治j

動用自

動の

表示

ポスタ

ー証紙

交付数

ビラの

種　類

届　出

機関紙

（誌）

（37） 電子機器の使用状況に関する調

項 目

　市　町　名

採用

の

有無

うち

試行

中

採用

の

有無

うち

試行

中

採用

の

有無

うち

試行

中

採用

の

有無

うち

試行

中

採用

の

有無

うち

試行

中

採用

の

有無

うち

試行

中

1 宇 都 宮 市 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

3 栃 木 市 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

4 佐 野 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

5 鹿 沼 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

6 日 光 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

7 小 山 市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

8 真 岡 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

9 大 田 原 市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

10 � � 市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

11 ��m原市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

12 5 3 ら 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

13 ���山市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

14 Z 野 市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

15 Y X y 町 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

16 � 子 町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

17 	 木 町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

18 市 � 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 � � 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 n � 町 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

21 野 木 町 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

22 m � 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23  � � 町 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

24 � � 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 � � y 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 8 0 0 0 6 0 11 1 11 0

11 0 8 0 0 0 3 0 4 0 1 0

25 0 16 0 0 0 9 0 15 1 12 0

※

※

※ #$使用あり　"$使用なし

市 計

町 計

県 計

「試行中」とは、業者から貸与を受ける等により、実際の選挙において使用している

が、確定的に導入するには至っていない状況をいうものである。

電子機器等の種類の内訳に関する定義については、「電子機器利用による選挙システム

研究会中間報告書」に従うものである。

うち当日投票

についてのみ

導入

うち�日�投

票・当日投票

の両方につい

て導入

うち�日�投

票についての

み導入

自 書 式

投 票 用 紙

読 取 集 計 機

投 票 集 計

シ ス テ ム

投票}入ldBのOQJQN利用

（37） 電子機器の使用状況に関する調

項 目

　市　町　名

採用

の

有無

うち

試行

中

採用

の

有無

うち

試行

中

採用

の

有無

うち

試行

中

採用

の

有無

うち

試行

中

採用

の

有無

うち

試行

中

採用

の

有無

うち

試行

中

1 宇 都 宮 市 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

3 栃 木 市 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

4 佐 野 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

5 鹿 沼 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

6 日 光 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

7 小 山 市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

8 真 岡 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

9 大 田 原 市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

10 � � 市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

11 ��m原市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

12 5 3 ら 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

13 ���山市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

14 Z 野 市 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

15 Y X y 町 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

16 � 子 町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

17 	 木 町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

18 市 � 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 � � 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 n � 町 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

21 野 木 町 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

22 m � 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23  � � 町 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

24 � � 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 � � y 町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 8 0 0 0 6 0 11 1 11 0

11 0 8 0 0 0 3 0 4 0 1 0

25 0 16 0 0 0 9 0 15 1 12 0

※

※

※ #$使用あり　"$使用なし

市 計

町 計

県 計

「試行中」とは、業者から貸与を受ける等により、実際の選挙において使用している

が、確定的に導入するには至っていない状況をいうものである。

電子機器等の種類の内訳に関する定義については、「電子機器利用による選挙システム

研究会中間報告書」に従うものである。

うち当日投票

についてのみ

導入

うち�日�投

票・当日投票

の両方につい

て導入

うち�日�投

票についての

み導入

自 書 式

投 票 用 紙

読 取 集 計 機

投 票 集 計

シ ス テ ム

投票}入ldBのOQJQN利用
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（続き）

採用の

有無

うち試

行中

採用の

有無

うち試

行中

採用の

有無

うち試

行中

採用の

有無

うち試

行中

採用の

有無

うち試

行中

採用の

有無

うち試

行中

1 宇 都 宮 市 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0

2 足 利 市 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 0

3 栃 木 市 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0

4 佐 野 市 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7 0

5 鹿 沼 市 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7 0

6 日 光 市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2

7 小 山 市 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7 0

8 真 岡 市 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 0

9 大 田 原 市 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 0

10 d R 市 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7 0

11 ��@原市 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 7 1

12 " ! % 市 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 0

13 ��X山市 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 0

14 3 野 市 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7 0

15 2 1 I 町 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0

16 ` C 町 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0

17 � 木 町 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0

18 市  町 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0

19 � � 町 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0

20 A \ 町 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0

22 @ � 町 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

23 � T V 町 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 0

24 � � 町 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0

25 � Z I 町 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0

14 1 2 0 13 0 13 1 8 0 86 3

4 0 0 0 7 0 10 0 5 0 42 0

18 1 2 0 20 0 23 1 13 0 128 3

市 計

町 計

県 計

 項     目

市�町�?

開 票 集 計

シ ス テ ム

候 補 者 管 理

シ ス テ ム

合計

投 票 用 紙

計 数 機

投 票 用 紙

票 束 機

投 票 用 紙

自 動 交 付 機
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（続き）

採用の

有無

うち試

行中

採用の

有無

うち試

行中

採用の

有無

うち試

行中

採用の

有無

うち試

行中

採用の

有無

うち試

行中

採用の

有無

うち試

行中

1 宇 都 宮 市 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0

2 足 利 市 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 0

3 栃 木 市 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0

4 佐 野 市 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7 0

5 鹿 沼 市 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7 0

6 日 光 市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2

7 小 山 市 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7 0

8 真 岡 市 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 0

9 大 田 原 市 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 0

10 d R 市 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7 0

11 ��@原市 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 7 1

12 " ! % 市 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 0

13 ��X山市 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 0

14 3 野 市 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7 0

15 2 1 I 町 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0

16 ` C 町 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0

17 � 木 町 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0

18 市  町 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0

19 � � 町 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0

20 A \ 町 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0

22 @ � 町 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

23 � T V 町 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 0

24 � � 町 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0

25 � Z I 町 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0

14 1 2 0 13 0 13 1 8 0 86 3

4 0 0 0 7 0 10 0 5 0 42 0

18 1 2 0 20 0 23 1 13 0 128 3

市 計

町 計

県 計

 項     目

市�町�?

開 票 集 計

シ ス テ ム

候 補 者 管 理

シ ス テ ム

合計

投 票 用 紙

計 数 機

投 票 用 紙

票 束 機

投 票 用 紙

自 動 交 付 機

ア イ ウ

施設

数

施設

数

施設

数

施設

数

施設

数

1 宇 都 宮 市 1 - 39 0 ( 0 ) 40 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 82 0 ( 0 ) 0

2 足 利 市 1 - 18 0 ( 0 ) 16 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 34 0 ( 0 ) 0

3 栃 木 市 1 8 9 0 ( 0 ) 17 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 27 0 ( 0 ) 0

4 佐 野 市 1 4 7 0 ( 0 ) 14 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 22 0 ( 0 ) 0

5 鹿 沼 市 1 - 5 0 ( 0 ) 8 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 14 0 ( 0 ) 0

6 日 光 市 1 - 13 0 ( 0 ) 9 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 22 0 ( 0 ) 0

7 小 山 市 1 - 12 0 ( 0 ) 16 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 29 0 ( 0 ) 0

8 真 岡 市 1 - 6 0 ( 0 ) 8 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 14 0 ( 0 ) 0

9 大 田 原 市 1 - 5 0 ( 0 ) 11 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 17 0 ( 0 ) 0

10 V F 市 1 5 4 0 ( 0 ) 5 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 9 0 ( 0 ) 0

11 � � 4 原 市 1 - 11 0 ( 0 ) 12 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 23 0 ( 0 ) 0

12 � � � 市 1 - 4 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 8 0 ( 0 ) 0

13 � � K 山 市 1 - 4 0 ( 0 ) 7 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 11 0 ( 0 ) 0

14 * 野 市 1 6 4 0 ( 0 ) 5 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 9 0 ( 0 ) 0

15 ) ( ? 町 1 - 1 0 ( 0 ) 3 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 4 0 ( 0 ) 0

16 R 8 町 1 - 3 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 6 0 ( 0 ) 0

17 � 木 町 1 - 1 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 3 0 ( 0 ) 0

18 市 	 町 1 - 0 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0

19 � 
 町 1 - 0 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0

20 5 M 町 1 - 2 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 4 0 ( 0 ) 0

21 野 木 町 1 1 3 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 5 0 ( 0 ) 0

22 4 � 町 1 - 0 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 0

23 � H I 町 1 - 3 0 ( 0 ) 3 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 6 0 ( 0 ) 0

24 � � 町 1 - 1 0 ( 0 ) 6 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 7 0 ( 0 ) 0

25 � L ? 町 1 - 1 0 ( 0 ) 3 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 4 0 ( 0 ) 0

8 0 6 23 141 0 ( 0 ) 170 0 ( 0 ) 8 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 321 0 ( 0 ) 0

3 1 7 1 15 0 ( 0 ) 27 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 43 0 ( 0 ) 0

11 1 13 24 156 0 ( 0 ) 197 0 ( 0 ) 9 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 364 0 ( 0 ) 0

ア

イ

ウ

※ 「外部立会人名簿の名簿登載者数」の「－」は、名簿を作成していない市町である。

（38） 指定病院等の不在者投票の外部立会人等に関する調

外部立会人への報酬支給に関して条例等を整備した上で、市町の選挙管理委員会が名簿の中から指定病院等ごとに個別に外

部立会人を任命し、特別職の地方公務員と位置づけた上で、指定病院等の不在者投票管理者が当該外部立会人を立ち会わせ

る方法

外部立会人とい 方法を採用していない

※ 「外部立会人採用施設数」の（��）Qの数は、外部立会人を採用した指定病院等の施設数の ち、市町の選挙管理委員会の職

員等（選管委員や選管以外の市町職員などを含む。）を採用した施設数である。

外部立会人を採用

せず市町選管職員

等の派遣による確

認を行った指定病

院等の数

病院（介護老人保健

施設及び介護2F院

を含む）

老人ホーム 身体障害者支援施設 その他 計

外部立会人

採用施設数

外部立会人

採用施設数

外部立会人

採用施設数

外部立会人

採用施設数

※ 「外部立会人の選定V6選任d�$」のア、イ、ウのURは、以Dのと!;である。

市町の選挙管理委員会と指定病院等の不在者投票管理者が連絡・調整を行った上で、不在者投票管理者が外部立会人を選任

する方法

項 目

外部立会人の

選定及び選任

手続き

外部立

会人名

簿の名

簿G�

者数

指定病院等の数及び外部立会人を採用した指定病院等の数

市町名

外部立会人

採用施設数

市 計

町 計

県 計

ア イ ウ

施設

数

施設

数

施設

数

施設

数

施設

数

1 宇 都 宮 市 1 - 39 0 ( 0 ) 40 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 82 0 ( 0 ) 0

2 足 利 市 1 - 18 0 ( 0 ) 16 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 34 0 ( 0 ) 0

3 栃 木 市 1 8 9 0 ( 0 ) 17 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 27 0 ( 0 ) 0

4 佐 野 市 1 4 7 0 ( 0 ) 14 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 22 0 ( 0 ) 0

5 鹿 沼 市 1 - 5 0 ( 0 ) 8 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 14 0 ( 0 ) 0

6 日 光 市 1 - 13 0 ( 0 ) 9 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 22 0 ( 0 ) 0

7 小 山 市 1 - 12 0 ( 0 ) 16 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 29 0 ( 0 ) 0

8 真 岡 市 1 - 6 0 ( 0 ) 8 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 14 0 ( 0 ) 0

9 大 田 原 市 1 - 5 0 ( 0 ) 11 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 17 0 ( 0 ) 0

10 V F 市 1 5 4 0 ( 0 ) 5 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 9 0 ( 0 ) 0

11 � � 4 原 市 1 - 11 0 ( 0 ) 12 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 23 0 ( 0 ) 0

12 � � � 市 1 - 4 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 8 0 ( 0 ) 0

13 � � K 山 市 1 - 4 0 ( 0 ) 7 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 11 0 ( 0 ) 0

14 * 野 市 1 6 4 0 ( 0 ) 5 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 9 0 ( 0 ) 0

15 ) ( ? 町 1 - 1 0 ( 0 ) 3 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 4 0 ( 0 ) 0

16 R 8 町 1 - 3 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 6 0 ( 0 ) 0

17 � 木 町 1 - 1 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 3 0 ( 0 ) 0

18 市 	 町 1 - 0 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0

19 � 
 町 1 - 0 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0

20 5 M 町 1 - 2 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 4 0 ( 0 ) 0

21 野 木 町 1 1 3 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 5 0 ( 0 ) 0

22 4 � 町 1 - 0 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 0

23 � H I 町 1 - 3 0 ( 0 ) 3 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 6 0 ( 0 ) 0

24 � � 町 1 - 1 0 ( 0 ) 6 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 7 0 ( 0 ) 0

25 � L ? 町 1 - 1 0 ( 0 ) 3 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 4 0 ( 0 ) 0

8 0 6 23 141 0 ( 0 ) 170 0 ( 0 ) 8 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 321 0 ( 0 ) 0

3 1 7 1 15 0 ( 0 ) 27 0 ( 0 ) 1 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 43 0 ( 0 ) 0

11 1 13 24 156 0 ( 0 ) 197 0 ( 0 ) 9 0 ( 0 ) 2 0 ( 0 ) 364 0 ( 0 ) 0

ア

イ

ウ

※ 「外部立会人名簿の名簿登載者数」の「－」は、名簿を作成していない市町である。

（38） 指定病院等の不在者投票の外部立会人等に関する調

外部立会人への報酬支給に関して条例等を整備した上で、市町の選挙管理委員会が名簿の中から指定病院等ごとに個別に外

部立会人を任命し、特別職の地方公務員と位置づけた上で、指定病院等の不在者投票管理者が当該外部立会人を立ち会わせ

る方法

外部立会人とい 方法を採用していない

※ 「外部立会人採用施設数」の（��）Qの数は、外部立会人を採用した指定病院等の施設数の ち、市町の選挙管理委員会の職

員等（選管委員や選管以外の市町職員などを含む。）を採用した施設数である。

外部立会人を採用

せず市町選管職員

等の派遣による確

認を行った指定病

院等の数

病院（介護老人保健

施設及び介護2F院

を含む）

老人ホーム 身体障害者支援施設 その他 計

外部立会人

採用施設数

外部立会人

採用施設数

外部立会人

採用施設数

外部立会人

採用施設数

※ 「外部立会人の選定V6選任d�$」のア、イ、ウのURは、以Dのと!;である。

市町の選挙管理委員会と指定病院等の不在者投票管理者が連絡・調整を行った上で、不在者投票管理者が外部立会人を選任

する方法

項 目

外部立会人の

選定及び選任

手続き

外部立

会人名

簿の名

簿G�

者数

指定病院等の数及び外部立会人を採用した指定病院等の数

市町名

外部立会人

採用施設数

市 計

町 計

県 計
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（４） 選挙公営に関する調
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（４） 選挙公営に関する調
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令和６(2024)年
10月18日(金)
号　　外
第 53 号

（1）令和６（2024）年10月18日　金曜日

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,950円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

選挙管理委員会

目　　　　　　 次

選挙管理委員会
○栃木県知事選挙において候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送

事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数……………………………………………………… 1
○栃木県知事選挙に係る選挙時登録における被登録資格決定基準日……………………………………………… 1○栃木県知事選挙において候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送

 設備により行うことができる政見放送の回数

○栃木県知事選挙に係る選挙時登録における被登録資格決定基準日 

 

栃木県選挙管理委員会告示第51号 

政見放送及び経歴放送実施規程（平成６年自治省告示第165号）第２条第７項の規定に基づき、令和６年11月

17日執行予定の栃木県知事選挙において候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹

放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を次のとおり定めた。 

  令和６（2024）年10月18日 

                                       栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男

放 送 の 区 分 基 幹 放 送 事 業 者 名 回   数 

テレビジョン放送 株 式 会 社 と ち ぎ テ レ ビ ２   回 

ラ ジ オ 放 送 
株 式 会 社 栃 木 放 送 １      回 

株 式 会 社 エ フ エ ム 栃 木 １      回

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第52号 

令和６年11月17日に栃木県知事選挙を行う予定であるので、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第３

項の規定による選挙人名簿の登録について、被登録資格の決定の基準となる日を次のように定めた。 

  令和６（2024）年10月18日 

                                         栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

令和６（2024）年10月30日 ただし、年齢については令和６（2024）年11月17日 

 

 

 

　───────────────────────────────────────────────

　───────────────────────────────────────────────



令和６(2024)年
10月18日(金)
号　　外
第 53 号

（1）令和６（2024）年10月18日　金曜日

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,950円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

選挙管理委員会

目　　　　　　 次

選挙管理委員会
○栃木県知事選挙において候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送

事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数……………………………………………………… 1
○栃木県知事選挙に係る選挙時登録における被登録資格決定基準日……………………………………………… 1○栃木県知事選挙において候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送

 設備により行うことができる政見放送の回数

○栃木県知事選挙に係る選挙時登録における被登録資格決定基準日 

 

栃木県選挙管理委員会告示第51号 

政見放送及び経歴放送実施規程（平成６年自治省告示第165号）第２条第７項の規定に基づき、令和６年11月

17日執行予定の栃木県知事選挙において候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹

放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を次のとおり定めた。 

  令和６（2024）年10月18日 

                                       栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男

放 送 の 区 分 基 幹 放 送 事 業 者 名 回   数 

テレビジョン放送 株 式 会 社 と ち ぎ テ レ ビ ２   回 

ラ ジ オ 放 送 
株 式 会 社 栃 木 放 送 １      回 

株 式 会 社 エ フ エ ム 栃 木 １      回

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第52号 

令和６年11月17日に栃木県知事選挙を行う予定であるので、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第３

項の規定による選挙人名簿の登録について、被登録資格の決定の基準となる日を次のように定めた。 

  令和６（2024）年10月18日 

                                         栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

令和６（2024）年10月30日 ただし、年齢については令和６（2024）年11月17日 

 

 

 

　───────────────────────────────────────────────

　───────────────────────────────────────────────
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令和６(2024)年
10月31日(木)
号　　外
第 58 号

（1）令和６（2024）年10月31日　木曜日

選挙管理委員会

　───────────────────────────────────────────────

　───────────────────────────────────────────────

　───────────────────────────────────────────────

　───────────────────────────────────────────────

目　　　　　　 次

選挙管理委員会
○栃木県知事選挙の期日………………………………………………………………………………………………… 1
○栃木県知事選挙における選挙長及び同職務代理者の選任………………………………………………………… 1
○栃木県知事選挙における選挙会の場所及び日時…………………………………………………………………… 1
○栃木県知事選挙におけるポスター掲示場にポスターを掲示できる期日………………………………………… 1
○栃木県知事選挙における各候補者の政見放送の日時の決定のくじを行う場所及び日時……………………… 1
○栃木県知事選挙における候補者の選挙公報掲載文の掲載順序のくじを行う場所及び日時…………………… 2
○栃木県知事選挙における選挙会の選挙立会人のくじを行う場所及び日時……………………………………… 2
○栃木県議会議員補欠選挙を行うべき事由が生じた旨……………………………………………………………… 2
○栃木県議会議員補欠選挙に係る選挙時登録における被登録資格決定基準日…………………………………… 2

栃木県選挙管理委員会告示第55号 

栃木県知事は、令和６（2024）年12月８日に任期が満了するので、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

33条第１項の規定により、知事の選挙を令和６（2024）年11月17日に行う。 
 令和６（2024）年10月31日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

  

栃木県選挙管理委員会告示第56号 

令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙における選挙長及び同職務代理者を、次のとおり選任した。 

 令和６（2024）年10月31日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
栃木県知事選挙選挙長 

栃木県宇都宮市      金 田 尊 男 

栃木県知事選挙選挙長職務代理者 

栃木県佐野市        佐 瀬   学 

 

栃木県選挙管理委員会告示第57号 

令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙における選挙会は、次により行う。 

 令和６（2024）年10月31日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁 

２ 日  時 令和６（2024）年11月19日 午前10時 

 

栃木県選挙管理委員会告示第58号 

令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙における公職選挙法（昭和25年法律第100号）第144条の２第１項の

規定によるポスター掲示場には、令和６（2024）年10月31日から同法第143条第１項第４号の３及び第５号の 

ポスターを掲示することができる。 

 令和６（2024）年10月31日  

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
 

栃木県選挙管理委員会告示第59号 

令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙における政見放送及び経歴放送実施規程（平成６年自治省告示第

165号）第14条第１項の規定による各候補者の政見放送の日時を定めるくじは、次により行う。 

 令和６（2024）年10月31日 

                                           栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
１ 場  所 栃木県庁  

２ 日  時  令和６（2024）年10月31日 午後６時 

 

栃木県選挙管理委員会告示第60号 

令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙における候補者の選挙公報掲載文の掲載順序を定めるくじは、次に

より行う。 

 令和６（2024）年10月31日 

                                           栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁  

２ 日  時  令和６（2024）年11月１日 午後６時 

 

栃木県知事選挙選挙長告示第１号 

令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙における選挙会の選挙立会人を定めるくじは、次により行う。 

 令和６（2024）年10月31日 

栃木県知事選挙選挙長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁  
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（2） 号外第58号令和６（2024）年10月31日　木曜日 栃 木 県 公 報

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,950円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

　───────────────────────────────────────────────

　───────────────────────────────────────────────

　───────────────────────────────────────────────

　───────────────────────────────────────────────

　───────────────────────────────────────────────

栃木県選挙管理委員会告示第55号 

栃木県知事は、令和６（2024）年12月８日に任期が満了するので、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

33条第１項の規定により、知事の選挙を令和６（2024）年11月17日に行う。 
 令和６（2024）年10月31日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

  

栃木県選挙管理委員会告示第56号 

令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙における選挙長及び同職務代理者を、次のとおり選任した。 

 令和６（2024）年10月31日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
栃木県知事選挙選挙長 

栃木県宇都宮市      金 田 尊 男 

栃木県知事選挙選挙長職務代理者 

栃木県佐野市        佐 瀬   学 

 

栃木県選挙管理委員会告示第57号 

令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙における選挙会は、次により行う。 

 令和６（2024）年10月31日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁 

２ 日  時 令和６（2024）年11月19日 午前10時 

 

栃木県選挙管理委員会告示第58号 

令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙における公職選挙法（昭和25年法律第100号）第144条の２第１項の

規定によるポスター掲示場には、令和６（2024）年10月31日から同法第143条第１項第４号の３及び第５号の 

ポスターを掲示することができる。 

 令和６（2024）年10月31日  

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
 

栃木県選挙管理委員会告示第59号 

令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙における政見放送及び経歴放送実施規程（平成６年自治省告示第

165号）第14条第１項の規定による各候補者の政見放送の日時を定めるくじは、次により行う。 

 令和６（2024）年10月31日 

                                           栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
１ 場  所 栃木県庁  

２ 日  時  令和６（2024）年10月31日 午後６時 

 

栃木県選挙管理委員会告示第60号 

令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙における候補者の選挙公報掲載文の掲載順序を定めるくじは、次に

より行う。 

 令和６（2024）年10月31日 

                                           栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁  

２ 日  時  令和６（2024）年11月１日 午後６時 

 

栃木県知事選挙選挙長告示第１号 

令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙における選挙会の選挙立会人を定めるくじは、次により行う。 

 令和６（2024）年10月31日 

栃木県知事選挙選挙長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁  

２ 日  時  令和６（2024）年11月14日 午後６時 

 

栃木県選挙管理委員会告示第61号 

  公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第３項の規定により、次のとおり栃木県議会議員の補欠選挙を

行うべき事由が生じた。 

  令和６（2024）年10月31日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
１ 事由発生年月日  令和６（2024）年10月31日 

２ 選 挙 区  鹿沼市選挙区 

３ 事 由  県議会議員の欠員が１名生じているところ、知事の選挙が行われるため 

 

栃木県選挙管理委員会告示第62号 

 令和６年11月17日に栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）の補欠選挙を行う予定であるので、公職選挙法（昭和

25年法律第100号）第22条第３項の規定による選挙人名簿の登録について、被登録資格の決定の基準となる日を

次のように定める。 
  令和６（2024）年10月31日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
 令和６（2024）年11月７日 ただし、年齢については令和６（2024）年11月17日 
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令和６(2024)年
10月31日(木)
号　　外
第 59 号

（1）令和６（2024）年10月31日　木曜日

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,950円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

選挙管理委員会

目　　　　　　 次

選挙管理委員会
○栃木県知事選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額…………………………………………………… 1

- 1 -

○栃木県知事選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額

栃木県選挙管理委員会告示第63号 

令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙における公職選挙法（昭和25年法律第100号）第194条第１項の規定

による選挙運動に関する支出金額の制限額は、次のとおりである。

 令和６（2024）年10月31日 

                    栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

 35,404,300円

令和６(2024)年
10月31日(木)
号　　外
第 60 号

（1）令和６（2024）年10月31日　木曜日

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,950円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

選挙管理委員会

目　　　　　　 次

選挙管理委員会
○栃木県知事選挙の候補者の届出……………………………………………………………………………………… 1

 - 1 - 

○栃木県知事選挙の候補者の届出 
 
栃木県知事選挙選挙長告示第２号 
令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙につき、候補者として次のとおり届出があった。 
令和６（2024）年10月31日                                    

                         栃木県知事選挙選挙長  金  田  尊  男    

 

 

届出 
受理 
番号 

届   出 
 

年 月 日 

届出 
 

の別 

（ふりがな） 
 

候 補 者 氏 名 
本 籍 住 所 年 齢 党 派 職 業 

一 の ウ ェ ブ

サ イ ト 等 の

ア ド レ ス 

１ 
令 和 ６ 

（2024）年 

1 0月 3 1日 

本人 
 

届出 
福田
ふく だ

 とみかず 栃木県 
栃木県 
宇都宮 
市 

満71歳 無所属 
栃 木 県 

 
知   事 

https://www. 

tomikazu.com 

２ 
令 和 ６ 

（2024）年 

1 0月 3 1日 

本人 
 

届出 
針
はり

川
かわ

 さくま 栃木県 

栃木県 
下都賀 
郡壬生 
町 

満74歳 無所属 団体役員  

 

－ 82 －



令和６(2024)年
10月31日(木)
号　　外
第 60 号

（1）令和６（2024）年10月31日　木曜日

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,950円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

選挙管理委員会

目　　　　　　 次

選挙管理委員会
○栃木県知事選挙の候補者の届出……………………………………………………………………………………… 1

 - 1 - 

○栃木県知事選挙の候補者の届出 
 
栃木県知事選挙選挙長告示第２号 
令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙につき、候補者として次のとおり届出があった。 
令和６（2024）年10月31日                                    

                         栃木県知事選挙選挙長  金  田  尊  男    

 

 

届出 
受理 
番号 

届   出 
 

年 月 日 

届出 
 

の別 

（ふりがな） 
 

候 補 者 氏 名 
本 籍 住 所 年 齢 党 派 職 業 

一 の ウ ェ ブ

サ イ ト 等 の

ア ド レ ス 

１ 
令 和 ６ 

（2024）年 

1 0月 3 1日 

本人 
 

届出 
福田
ふく だ

 とみかず 栃木県 
栃木県 
宇都宮 
市 

満71歳 無所属 
栃 木 県 

 
知   事 

https://www. 

tomikazu.com 

２ 
令 和 ６ 

（2024）年 

1 0月 3 1日 

本人 
 

届出 
針
はり

川
かわ

 さくま 栃木県 

栃木県 
下都賀 
郡壬生 
町 

満74歳 無所属 団体役員  
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（1）令和６（2024）年11月８日　金曜日

令和６(2024)年
11月８日(金)
号　　外
第 62 号

選挙管理委員会

　───────────────────────────────────────────────

　───────────────────────────────────────────────

　───────────────────────────────────────────────

目　　　　　　 次

選挙管理委員会
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙の期日等……………………………………………………………… 1
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長及び同職務代理者の選任………………………… 1
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長の事務を行う場所………………………………… 1
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙会の場所及び日時…………………………………… 1
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙におけるポスター掲示場にポスターを掲示できる期日………… 2
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙公報掲載文の掲載申請期限………………………… 2
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における候補者の選挙公報掲載文の掲載順序のくじを

行う場所及び日時……………………………………………………………………………………………………… 2
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙会の選挙立会人のくじを行う場所及び日時……… 2

栃木県選挙管理委員会告示第64号 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）に欠員が生じていたところ、令和６年11月17日に栃木県知事選挙を行うの

で、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第３項及び第４項の規定により、栃木県議会議員の補欠選挙

を次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
１ 選挙の期日 令和６（2024）年11月17日 

２ 選挙すべき議員の数 １人 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第65号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長及び同職務代理者を、次

のとおり選任した。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長 

栃木県宇都宮市      金 田 尊 男 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長職務代理者 

栃木県宇都宮市       吉 澤   滋 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第66号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長の事務は、11月８日は鹿

沼市役所において、このほかは栃木県庁において行う。 
 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第67号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙会は、次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁 

２ 日  時 令和６（2024）年11月19日 午前10時30分 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第68号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員の選挙におけ

るポスター掲示場の設置に関する条例（昭和57年栃木県条例第26号）第１条第１項の規定によるポスター掲示

場には、令和６（2024）年11月８日から公職選挙法（昭和25年法律第100号）第143条第１項第５号のポスター

を掲示することができる。 

 令和６（2024）年11月８日  

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
 

 

栃木県選挙管理委員会告示第69号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員選挙の選挙公

報の発行に関する条例（昭和42年栃木県条例第14号）第３条の規定により候補者が選挙公報掲載文の申請をす

る期限は、令和６（2024）年11月８日とする。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会告示第64号 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）に欠員が生じていたところ、令和６年11月17日に栃木県知事選挙を行うの

で、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第３項及び第４項の規定により、栃木県議会議員の補欠選挙

を次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
１ 選挙の期日 令和６（2024）年11月17日 

２ 選挙すべき議員の数 １人 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第65号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長及び同職務代理者を、次

のとおり選任した。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長 

栃木県宇都宮市      金 田 尊 男 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長職務代理者 

栃木県宇都宮市       吉 澤   滋 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第66号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長の事務は、11月８日は鹿

沼市役所において、このほかは栃木県庁において行う。 
 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第67号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙会は、次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁 

２ 日  時 令和６（2024）年11月19日 午前10時30分 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第68号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員の選挙におけ

るポスター掲示場の設置に関する条例（昭和57年栃木県条例第26号）第１条第１項の規定によるポスター掲示

場には、令和６（2024）年11月８日から公職選挙法（昭和25年法律第100号）第143条第１項第５号のポスター

を掲示することができる。 

 令和６（2024）年11月８日  

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
 

 

栃木県選挙管理委員会告示第69号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員選挙の選挙公

報の発行に関する条例（昭和42年栃木県条例第14号）第３条の規定により候補者が選挙公報掲載文の申請をす

る期限は、令和６（2024）年11月８日とする。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会告示第64号 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）に欠員が生じていたところ、令和６年11月17日に栃木県知事選挙を行うの

で、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第３項及び第４項の規定により、栃木県議会議員の補欠選挙

を次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
１ 選挙の期日 令和６（2024）年11月17日 

２ 選挙すべき議員の数 １人 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第65号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長及び同職務代理者を、次

のとおり選任した。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長 

栃木県宇都宮市      金 田 尊 男 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長職務代理者 

栃木県宇都宮市       吉 澤   滋 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第66号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長の事務は、11月８日は鹿

沼市役所において、このほかは栃木県庁において行う。 
 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第67号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙会は、次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁 

２ 日  時 令和６（2024）年11月19日 午前10時30分 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第68号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員の選挙におけ

るポスター掲示場の設置に関する条例（昭和57年栃木県条例第26号）第１条第１項の規定によるポスター掲示

場には、令和６（2024）年11月８日から公職選挙法（昭和25年法律第100号）第143条第１項第５号のポスター

を掲示することができる。 

 令和６（2024）年11月８日  

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
 

 

栃木県選挙管理委員会告示第69号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員選挙の選挙公

報の発行に関する条例（昭和42年栃木県条例第14号）第３条の規定により候補者が選挙公報掲載文の申請をす

る期限は、令和６（2024）年11月８日とする。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会告示第64号 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）に欠員が生じていたところ、令和６年11月17日に栃木県知事選挙を行うの

で、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第３項及び第４項の規定により、栃木県議会議員の補欠選挙

を次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
１ 選挙の期日 令和６（2024）年11月17日 

２ 選挙すべき議員の数 １人 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第65号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長及び同職務代理者を、次

のとおり選任した。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長 

栃木県宇都宮市      金 田 尊 男 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長職務代理者 

栃木県宇都宮市       吉 澤   滋 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第66号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長の事務は、11月８日は鹿

沼市役所において、このほかは栃木県庁において行う。 
 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第67号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙会は、次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁 

２ 日  時 令和６（2024）年11月19日 午前10時30分 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第68号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員の選挙におけ

るポスター掲示場の設置に関する条例（昭和57年栃木県条例第26号）第１条第１項の規定によるポスター掲示

場には、令和６（2024）年11月８日から公職選挙法（昭和25年法律第100号）第143条第１項第５号のポスター

を掲示することができる。 

 令和６（2024）年11月８日  

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
 

 

栃木県選挙管理委員会告示第69号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員選挙の選挙公

報の発行に関する条例（昭和42年栃木県条例第14号）第３条の規定により候補者が選挙公報掲載文の申請をす

る期限は、令和６（2024）年11月８日とする。 

 令和６（2024）年11月８日 
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栃木県選挙管理委員会告示第64号 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）に欠員が生じていたところ、令和６年11月17日に栃木県知事選挙を行うの

で、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第３項及び第４項の規定により、栃木県議会議員の補欠選挙

を次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
１ 選挙の期日 令和６（2024）年11月17日 

２ 選挙すべき議員の数 １人 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第65号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長及び同職務代理者を、次

のとおり選任した。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長 

栃木県宇都宮市      金 田 尊 男 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長職務代理者 

栃木県宇都宮市       吉 澤   滋 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第66号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長の事務は、11月８日は鹿

沼市役所において、このほかは栃木県庁において行う。 
 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第67号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙会は、次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁 

２ 日  時 令和６（2024）年11月19日 午前10時30分 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第68号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員の選挙におけ

るポスター掲示場の設置に関する条例（昭和57年栃木県条例第26号）第１条第１項の規定によるポスター掲示

場には、令和６（2024）年11月８日から公職選挙法（昭和25年法律第100号）第143条第１項第５号のポスター

を掲示することができる。 

 令和６（2024）年11月８日  

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
 

 

栃木県選挙管理委員会告示第69号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員選挙の選挙公

報の発行に関する条例（昭和42年栃木県条例第14号）第３条の規定により候補者が選挙公報掲載文の申請をす

る期限は、令和６（2024）年11月８日とする。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会告示第64号 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）に欠員が生じていたところ、令和６年11月17日に栃木県知事選挙を行うの

で、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第３項及び第４項の規定により、栃木県議会議員の補欠選挙

を次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
１ 選挙の期日 令和６（2024）年11月17日 

２ 選挙すべき議員の数 １人 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第65号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長及び同職務代理者を、次

のとおり選任した。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長 

栃木県宇都宮市      金 田 尊 男 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長職務代理者 

栃木県宇都宮市       吉 澤   滋 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第66号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長の事務は、11月８日は鹿

沼市役所において、このほかは栃木県庁において行う。 
 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第67号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙会は、次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁 

２ 日  時 令和６（2024）年11月19日 午前10時30分 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第68号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員の選挙におけ

るポスター掲示場の設置に関する条例（昭和57年栃木県条例第26号）第１条第１項の規定によるポスター掲示

場には、令和６（2024）年11月８日から公職選挙法（昭和25年法律第100号）第143条第１項第５号のポスター

を掲示することができる。 

 令和６（2024）年11月８日  

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
 

 

栃木県選挙管理委員会告示第69号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員選挙の選挙公

報の発行に関する条例（昭和42年栃木県条例第14号）第３条の規定により候補者が選挙公報掲載文の申請をす

る期限は、令和６（2024）年11月８日とする。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会告示第64号 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）に欠員が生じていたところ、令和６年11月17日に栃木県知事選挙を行うの

で、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第３項及び第４項の規定により、栃木県議会議員の補欠選挙

を次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
１ 選挙の期日 令和６（2024）年11月17日 

２ 選挙すべき議員の数 １人 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第65号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長及び同職務代理者を、次

のとおり選任した。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長 

栃木県宇都宮市      金 田 尊 男 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長職務代理者 

栃木県宇都宮市       吉 澤   滋 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第66号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙長の事務は、11月８日は鹿

沼市役所において、このほかは栃木県庁において行う。 
 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第67号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙会は、次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁 

２ 日  時 令和６（2024）年11月19日 午前10時30分 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第68号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員の選挙におけ

るポスター掲示場の設置に関する条例（昭和57年栃木県条例第26号）第１条第１項の規定によるポスター掲示

場には、令和６（2024）年11月８日から公職選挙法（昭和25年法律第100号）第143条第１項第５号のポスター

を掲示することができる。 

 令和６（2024）年11月８日  

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 
 

 

栃木県選挙管理委員会告示第69号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙において、栃木県議会議員選挙の選挙公

報の発行に関する条例（昭和42年栃木県条例第14号）第３条の規定により候補者が選挙公報掲載文の申請をす

る期限は、令和６（2024）年11月８日とする。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第70号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における候補者の選挙公報掲載文の掲載

順序を定めるくじは、次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁  

２ 日  時  令和６（2024）年11月８日 午後６時 

 

 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長告示第１号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙会の選挙立会人を定めるく

じは、次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県知事選挙選挙長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁  

２ 日  時  令和６（2024）年11月14日 午後６時 

 

 

 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第70号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における候補者の選挙公報掲載文の掲載

順序を定めるくじは、次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁  

２ 日  時  令和６（2024）年11月８日 午後６時 

 

 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長告示第１号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙会の選挙立会人を定めるく

じは、次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁  

２ 日  時  令和６（2024）年11月14日 午後６時 

 

 

 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第70号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における候補者の選挙公報掲載文の掲載

順序を定めるくじは、次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁  

２ 日  時  令和６（2024）年11月８日 午後６時 

 

 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長告示第１号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙会の選挙立会人を定めるく

じは、次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁  

２ 日  時  令和６（2024）年11月14日 午後６時 

 

 

 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

 

 

栃木県選挙管理委員会告示第70号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における候補者の選挙公報掲載文の掲載

順序を定めるくじは、次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁  

２ 日  時  令和６（2024）年11月８日 午後６時 

 

 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長告示第１号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙会の選挙立会人を定めるく

じは、次により行う。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長  金  田  尊  男 

１ 場  所 栃木県庁  

２ 日  時  令和６（2024）年11月14日 午後６時 
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（1）令和６（2024）年11月８日　金曜日

令和６(2024)年
11月８日(金)
号　　外
第 63 号

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,950円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

選挙管理委員会

　───────────────────────────────────────────────

目　　　　　　 次

選挙管理委員会
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額…………………… 1
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額 

   
 

栃木県選挙管理委員会告示第71号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における公職選挙法（昭和25年法律第100

号）第194条第１項の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額は、次のとおりである。 

 令和６（2024）年11月８日 

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男 

 6,083,400円  
 

 

 

（1）令和６（2024）年11月８日　金曜日

令和６(2024)年
11月８日(金)
号　　外
第 64 号

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,950円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

選挙管理委員会

　───────────────────────────────────────────────

目　　　　　　 次

選挙管理委員会
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙の候補者の届出……………………………………………………… 1

 - 1 - 

○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙の候補者の届出 
 
栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長告示第２号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙につき、候補者として次のとおり届出が

あった。 
令和６（2024）年11月８日                                    

              栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長  金  田  尊  男    

 

 

届出 
受理 
番号 

届   出 
 

年 月 日 

届出 
 

の別 

（ふりがな） 
 

候 補 者 氏 名 
本 籍 住 所 年 齢 党 派 職 業 

一 の ウ ェ ブ

サ イ ト 等 の

ア ド レ ス 

１ 
令 和 ６ 

（2024）年 

1 1月 ８ 日 

本人 
 

届出 
大貫
おおぬき

 毅
たけし

 栃木県 
栃木県 

 
鹿沼市 

満64歳 

立 憲 
 

民主党 
団体役員 

https://www. 

takeshi-

onuki.com/ 
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（1）令和６（2024）年11月８日　金曜日

令和６(2024)年
11月８日(金)
号　　外
第 64 号

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,950円
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○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙の候補者の届出 
 
栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長告示第２号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙につき、候補者として次のとおり届出が

あった。 
令和６（2024）年11月８日                                    

              栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長  金  田  尊  男    
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（1）令和６（2024）年11月８日　金曜日

令和６(2024)年
11月８日(金)
号　　外
第 65 号

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,950円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

選挙管理委員会

　───────────────────────────────────────────────

目　　　　　　 次

選挙管理委員会
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙の投票を行わない旨の告示………………………………………… 1

 - 1 - 

○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙の投票を行わない旨の告示 
 
栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長告示第３号 

令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙につき、届出のあった候補者が選挙すべ 
き議員の数を超えないので投票は行わない。 

令和６（2024）年11月８日                                    
             栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙選挙長  金  田  尊  男  

 

 

（1）令和６（2024）年11月19日　火曜日

令和６(2024)年
11月19日(火)
号　　外
第 66 号

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,950円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

選挙管理委員会

　───────────────────────────────────────────────

　───────────────────────────────────────────────

目　　　　　　 次

選挙管理委員会
○栃木県知事選挙における当選人の住所及び氏名…………………………………………………………………… 1
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における当選人の住所及び氏名…………………………………… 1

 - 1 - 

○栃木県知事選挙における当選人の住所及び氏名 
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における当選人の住所及び氏名 
 
栃木県選挙管理委員会告示第75号 
令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙の結果、次の者が当選人となった。 
令和６（2024）年11月19日                                     

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男    
 栃木県宇都宮市今宮３丁目９番１号    福 田 富 一 

 
栃木県選挙管理委員会告示第76号 
令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙の結果、次の者が当選人となった。 
令和６（2024）年11月19日                                     

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男    
 栃木県鹿沼市坂田山１丁目83番地     大 貫   毅 
 

 

 - 1 - 

○栃木県知事選挙における当選人の住所及び氏名 
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における当選人の住所及び氏名 
 
栃木県選挙管理委員会告示第75号 
令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙の結果、次の者が当選人となった。 
令和６（2024）年11月19日                                     

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男    
 栃木県宇都宮市今宮３丁目９番１号    福 田 富 一 

 
栃木県選挙管理委員会告示第76号 
令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙の結果、次の者が当選人となった。 
令和６（2024）年11月19日                                     

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男    
 栃木県鹿沼市坂田山１丁目83番地     大 貫   毅 
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（1）令和６（2024）年11月19日　火曜日

令和６(2024)年
11月19日(火)
号　　外
第 66 号

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,950円
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選挙管理委員会

　───────────────────────────────────────────────

　───────────────────────────────────────────────

目　　　　　　 次

選挙管理委員会
○栃木県知事選挙における当選人の住所及び氏名…………………………………………………………………… 1
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における当選人の住所及び氏名…………………………………… 1

 - 1 - 
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栃木県選挙管理委員会告示第75号 
令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙の結果、次の者が当選人となった。 
令和６（2024）年11月19日                                     

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男    
 栃木県宇都宮市今宮３丁目９番１号    福 田 富 一 

 
栃木県選挙管理委員会告示第76号 
令和６年11月17日執行の栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙の結果、次の者が当選人となった。 
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栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男    
 栃木県鹿沼市坂田山１丁目83番地     大 貫   毅 
 

 

 - 1 - 

○栃木県知事選挙における当選人の住所及び氏名 
○栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における当選人の住所及び氏名 
 
栃木県選挙管理委員会告示第75号 
令和６年11月17日執行の栃木県知事選挙の結果、次の者が当選人となった。 
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栃木県選挙管理委員会告示第76号 
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令和６（2024）年11月19日                                     

栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男    
 栃木県鹿沼市坂田山１丁目83番地     大 貫   毅 
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１ 事務処理要領 

 

栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙事務処理要領 

 

令和６年11月17日執行予定の栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙（鹿沼市選挙区）

の事務については、この要領の定めるところにより処理するものとする。 

 

１ 事務処理の機構 

栃木県選挙管理委員会規程第３条の２第２項の規定に基づき、県選挙管理委員会の分室を

置くものとし、その組織及び所掌事務は、別記１「栃木県選挙管理委員会分室の組織及び事

務処理要領」によるものとする。 

 

２ 本庁において処理する事務 

(1) 本庁において処理する事務及び担当者は、別記２「栃木県知事選挙及び県議会議員補欠

選挙事務分担表」によるものとする。 

ただし、選挙の当日及び翌日において処理すべき事務については、委員長が別に定める

ものとする。 

(&) 事務処理の日程は、別記３「栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙執行日程表」

によるものとする。 

 

３ 知事部局に対する協力要請 

分室の設置その他事務執行上、知事部局の職員を相当数必要とするので、地方自治法第

180条の３の規定により知事と協議し、知事部局の職員を選挙事務に従事させるよう措置する

ものとする。 

 

 

 

 



 

１ 事務処理要領 

 

栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙事務処理要領 

 

令和６年11月17日執行予定の栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙（鹿沼市選挙区）
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２ 本庁において処理する事務 

(1) 本庁において処理する事務及び担当者は、別記２「栃木県知事選挙及び県議会議員補欠

選挙事務分担表」によるものとする。 

ただし、選挙の当日及び翌日において処理すべき事務については、委員長が別に定める

ものとする。 

(&) 事務処理の日程は、別記３「栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙執行日程表」

によるものとする。 

 

３ 知事部局に対する協力要請 

分室の設置その他事務執行上、知事部局の職員を相当数必要とするので、地方自治法第

180条の３の規定により知事と協議し、知事部局の職員を選挙事務に従事させるよう措置する

ものとする。 
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別記１ 

栃木県選挙管理委員会分室の組織及び事務処理要領 

 

１ 分室の名称等 

栃木県選挙管理委員会分室（以下「分室」という。）の名称、位置及び管轄区域は、次によ

るものとする。 

(1) 県議会議員補欠選挙 

名称 位置 管轄区域 

鹿沼分室 鹿沼市 鹿沼市 

 

 

２ 分室における事務処理 

分室における事務処理は、次によるものとする。 

(1) 県議会議員補欠選挙（委員会規程第３条の２第２項） 

ア 分室には、県の選挙管理委員会の職員が勤務する。 

イ 分室に分室長を置く。分室長は、選挙係長の職にある者をもって充てるものとする。 

ウ 分室長は、県委員長の命を受け、分室に勤務する職員を指揮して、当該分室の所管事

務を処理する。 

エ 分室の所掌事務は次のとおりとする。 

 (ア) F
者に関すること。 

 (イ) I�B者のWIに関すること。 

 (ウ) 選挙事務所のWIに関すること。 

 (エ) 選挙�K事務員�のWIに関すること。 

(オ) その他県委員長及び選挙長が特に命じた事項に関すること。 

  オ 分室に勤務する県の選挙管理委員会の職員の_は�?とする。 

 

 別記２ 

栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙事務分担表 

分      担      事      務 

担  当  者 

項  目 事    務    内    容 

１ 総     括  

補 佐 

佐瀬書記長 

大根田書記長代理 

２ 一 般 庶 務 (1) 一般庶務 

(D) 知事-�に対する事務«��� 

(Z) 3t¾3に対する協�s6 

(_) 選挙管理�員会の庶務に3する事務 

(`) 選挙É µの�+（ÎÁ£�を含む。） 

(a) 8!場の£. 

(b) Jのm 

 

  大½書記  

    後�書記  

    Ã$書記 

    木¶書記  

    一´書記 

３ 市町選挙管理

  �員会の¨� 

(1) ¨�一般 

(D) 告示等の¨�及び処理 

(Z) ¤Ö及び2Ö事務の¨� 

(_) ][\^ª示場に3する¨� 

     （減少協議の処理を含む。） 

(`) 選挙l��事務に3する¨� 

(a) ¤Ö所21°�の
dG�O
eGに3する届

出の処理 

(b) 選挙w報の新¥%Rにtる届出の処理  

吉澤書記 

松本書記 

松本書記 ��書記 

 

 

  中新井書記 

 

 

黒後書記 

４ 諸 告 示 等 

 

(1) ÀpB�×等に�KF県選挙管理�員会の告示

一般 

(D) 選挙長EVのs6に�KF告示の県w報QのÏ

載 

(Z) 選挙*�に3する¬出/7の}47の�出 

 

 

  松本書記 

 

中新井書記 

５ 立候補届出等 

   に3する処理 

(1) 立候補届出の�付（告示B'知B »Æ会B総

務省に対する報告及び候補者の連絡場所の確認）

及び辞退届出等の処理 

(D) 立候補者に対する諸�¯書B¼®B�~Ç等の

交付 

(Z) 立候補届出�理Ì�の市町選挙管理�員会に対

する連絡 

(_) 選挙事務所の��及びÍ�届の処理 

(`) 立候補g�者に対する�¯会の2v 

(a) 立候補届出書の事��¸ 

 

 

(b) (県)立候補届出の(報の処理 

 

 

     

    別に�TるLHXにUる 

 

 

 

黒後書記 

松本書記 

   吉澤書記 松本書記 

   �目田書記 ��書記 

   黒後書記 中新井書記 

松本書記 中新井書記 
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別記１ 

栃木県選挙管理委員会分室の組織及び事務処理要領 

 

１ 分室の名称等 

栃木県選挙管理委員会分室（以下「分室」という。）の名称、位置及び管轄区域は、次によ

るものとする。 

(1) 県議会議員補欠選挙 

名称 位置 管轄区域 

鹿沼分室 鹿沼市 鹿沼市 

 

 

２ 分室における事務処理 

分室における事務処理は、次によるものとする。 

(1) 県議会議員補欠選挙（委員会規程第３条の２第２項） 

ア 分室には、県の選挙管理委員会の職員が勤務する。 

イ 分室に分室長を置く。分室長は、選挙係長の職にある者をもって充てるものとする。 

ウ 分室長は、県委員長の命を受け、分室に勤務する職員を指揮して、当該分室の所管事

務を処理する。 

エ 分室の所掌事務は次のとおりとする。 

 (ア) F
者に関すること。 

 (イ) I�B者のWIに関すること。 

 (ウ) 選挙事務所のWIに関すること。 

 (エ) 選挙�K事務員�のWIに関すること。 

(オ) その他県委員長及び選挙長が特に命じた事項に関すること。 

  オ 分室に勤務する県の選挙管理委員会の職員の_は�?とする。 

 

 別記２ 

栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙事務分担表 

分      担      事      務 

担  当  者 

項  目 事    務    内    容 

１ 総     括  

補 佐 

佐瀬書記長 

大根田書記長代理 

２ 一 般 庶 務 (1) 一般庶務 

(D) 知事-�に対する事務«��� 

(Z) 3t¾3に対する協�s6 

(_) 選挙管理�員会の庶務に3する事務 

(`) 選挙É µの�+（ÎÁ£�を含む。） 

(a) 8!場の£. 

(b) Jのm 

 

  大½書記  

    後�書記  

    Ã$書記 

    木¶書記  

    一´書記 

３ 市町選挙管理

  �員会の¨� 

(1) ¨�一般 

(D) 告示等の¨�及び処理 

(Z) ¤Ö及び2Ö事務の¨� 

(_) ][\^ª示場に3する¨� 

     （減少協議の処理を含む。） 

(`) 選挙l��事務に3する¨� 

(a) ¤Ö所21°�の
dG�O
eGに3する届

出の処理 

(b) 選挙w報の新¥%Rにtる届出の処理  

吉澤書記 

松本書記 

松本書記 ��書記 

 

 

  中新井書記 

 

 

黒後書記 

４ 諸 告 示 等 

 

(1) ÀpB�×等に�KF県選挙管理�員会の告示

一般 

(D) 選挙長EVのs6に�KF告示の県w報QのÏ

載 

(Z) 選挙*�に3する¬出/7の}47の�出 

 

 

  松本書記 

 

中新井書記 

５ 立候補届出等 

   に3する処理 

(1) 立候補届出の�付（告示B'知B »Æ会B総

務省に対する報告及び候補者の連絡場所の確認）

及び辞退届出等の処理 

(D) 立候補者に対する諸�¯書B¼®B�~Ç等の

交付 

(Z) 立候補届出�理Ì�の市町選挙管理�員会に対

する連絡 

(_) 選挙事務所の��及びÍ�届の処理 

(`) 立候補g�者に対する�¯会の2v 

(a) 立候補届出書の事��¸ 

 

 

(b) (県)立候補届出の(報の処理 

 

 

     

    別に�TるLHXにUる 

 

 

 

黒後書記 

松本書記 

   吉澤書記 松本書記 

   �目田書記 ��書記 

   黒後書記 中新井書記 

松本書記 中新井書記 
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分     担     事     務 

担  当  者 

項  目 事   務   内   容 

６ 諸印刷物等の 

  作成 

(1) 印刷物及び資材の調達 

(7) 印刷物等の�理 

別に定めるところによる 

店網書記 

７ 印 刷 物 等 の 

  �送 

(1) 印刷物及び資材等�送�画の¡� 

(7) x�ª選挙�理�{会及び分�に&�するx³

印刷物の区分、梱包及び送致（投票用紙、投票用

封筒、仮投票用封筒、選挙公報の区分及び梱包を

除く。） 

(H) R記に関する�ª選挙�理�{会及び分�8ら

の受領書の処理 

 

    ¦田書記 

    ~関書記 

    U井書記 

    zT書記 

８ 個人演説会等 

  に関する事項 

(1) 公|施�の指定のy± 

(7) 個人演説会等にaる�ª選挙�理�{会に�す

る助言 

 

  -後書記 

９ 選 挙 公 報 の

  ¬� 

(1) 選挙公報¬��画の¡� 

(7) e�[ 書の作成及び契約業者との打合せ 

(H) 選挙公報�載文原稿用紙及び記載例見本等の作

 成 

(M) 選挙公報�載文原稿等の事前審査     

(N) 選挙公報�載申請書等の受理       

(O) 選挙公報�載順序の抽選 

(P) 選挙公報の印刷、区分、梱包の�会  

(8) 指定病院等に�する選挙公報の¬送 

(9) (知)点字版・音声版(®)、音声版の作成  

 

 

    江本書記  荒井書記 

    西村書記 狐塚書記 

    R野書記 '書記 

    S野書記  池田書記 

    北野書記  穐本書記 

   常盤書記 

 

 

若目田書記 

10  政見放送及び

経歴放送に関

する事項 

(1) 政見放送を�う一般放送事業者等のy± 

(7) 政見放送についての放送�との打合せ、協議及

び連絡 

(H) 政見放送日時の決定抽選及びこれに関する通知 

(M) 政見放送等についてのc�者との連絡 

(N) 政見放送のための録音又は録画の実施 

(O) <の\政見放送に関する事務 

 

 

(P) 声による知事選挙のお知らせ 

(8) 政見放送��経�の�払いに関する事務   

松本書記 

江本書記 松本書記 

 

    江本書記  荒井書記 

    西村書記 狐塚書記 

    R野書記 '書記 

    S野書記  池田書記 

    北野書記  穐本書記 

   常盤書記 

若目田書記 

後藤書記 渡辺書記 

11 政9:動 に 

  関 す る 事 項 

(1) 政�等の°�書の交付申請受理及び°�書の交

付並びに通知 

(7) 政�演説会開催届出の処理 

(H) 政�演説会y知用��等の証の交付 

(M) 政9:動用KIJL証紙交付票の交付及び同証

紙の交付 

(N) °�団体のビラ、¢関紙の届出の処理 

(O) 政�に�する説�会の開催及び資料の作成 

(P) <の\政9:動に関する事務 

  

 

 

 

    -後書記 若目田書記 

分     担     事     務 

担  当  者 

項  目 事   務   内   容 

12 選挙公営(８～ 

      113!+)に

   関 す る 事 項 

(1) 新聞広告に関する事務 

(2) 選挙運動用無料葉書に関する事務    

(4) 無料!車券に関する事務 

(9) 選挙運動用自動車の使用に関する事務 

(:) 選挙運動用ビラの作成に関する事務 

(;) 選挙運動用75ターの作成に関する事務 

 

 

 

(<) (1)～(;)に関する経費の支M 

(8) 点字候補者名簿の作成に関する事務 

 

    黒後書記 

     

江本書記  荒井書記 

    西村書記 狐塚書記 

    =野書記 長書記 

    中野書記  池田書記 

    北野書記  穐本書記 

   常盤書記 

 

店網書記 

14  選 挙 運 動 に 

  関 す る 事 項

    

 

(1) 違反文書図画の撤去に関する命令及び通報 

(2) 選挙事務fの�鎖に関する命令 

(4) -のC選挙運動違反に関する措置 

(9) 選挙運動用公給物件の紛失等の処理 

 

    店網書記 黒後書記    

 

黒後書記 

19 i定病院等の 

  ��i` 

(1) i定病院等のi`�� 

(2) i定病院等に_する�nFの�I(音声データの

配信) 

(4) 不在者投票特別経費の支M 

 

中新井書記 若目田書記 

 

 

中新井書記 

1: 選 挙 F に 

  関 す る 事 項 

 

(1) 選挙�FBの届MのU理、抽選、決定通知、選

任及び選任通知 

(2) 選挙録、選挙長発言要領等の作成 

(4) 選挙F\の準備 

(9) 当選の告知及び当選�書のD与 

(:) 当選Bの告� 

(;) 選挙長及び選挙�FBの報酬等の支給 

 

 

 

    u本書記 

 

 

 

 

1; M納責任者 

  及び収支報告

  書 等 の 処 理 

(1) M納責任者の選任届及び異動届等の処理 

(2) M納責任者のi`�� 

(4) 選挙運動のために使用する事務Y等届Mの処理 

(9) 収支報告書のU理 

 

 

(:) 収支報告書の要旨の公           

 

    黒後書記 

 

    V澤書記 u本書記 

    若目田書記 店網書記 

    黒後書記 中新井書記 

黒後書記 

1< n るい選 挙 

  推進運 動 の 

  実施 

 

(1) nるい選挙推進運動実施�画のw�%臨時啓発

事業） 

(2) 臨時啓発事業の実施 

(4) 啓発用SP物及び�材の作成 

 

 

(9) 選挙3きれいにする国民運動vq�本�に関す

る事務 

若目田書記 

 

    小材書記  黒川書記 

    秋元書記  宮澤書記 

    齋藤書記 小C書記 

  小川書記 

若目田書記 

分     担     事     務 

担  当  者 

項  目 事   務   内   容 

６ 諸印刷物等の 

  作成 

(1) 印刷物及び資材の調達 

(7) 印刷物等の�理 

別に定めるところによる 

店網書記 

７ 印 刷 物 等 の 

  �送 

(1) 印刷物及び資材等�送�画の¡� 

(7) x�ª選挙�理�{会及び分�に&�するx³

印刷物の区分、梱包及び送致（投票用紙、投票用

封筒、仮投票用封筒、選挙公報の区分及び梱包を

除く。） 

(H) R記に関する�ª選挙�理�{会及び分�8ら

の受領書の処理 

 

    ¦田書記 

    ~関書記 

    U井書記 

    zT書記 

８ 個人演説会等 

  に関する事項 

(1) 公|施�の指定のy± 

(7) 個人演説会等にaる�ª選挙�理�{会に�す

る助言 

 

  -後書記 

９ 選 挙 公 報 の

  ¬� 

(1) 選挙公報¬��画の¡� 

(7) e�[ 書の作成及び契約業者との打合せ 

(H) 選挙公報�載文原稿用紙及び記載例見本等の作

 成 

(M) 選挙公報�載文原稿等の事前審査     

(N) 選挙公報�載申請書等の受理       

(O) 選挙公報�載順序の抽選 

(P) 選挙公報の印刷、区分、梱包の�会  

(8) 指定病院等に�する選挙公報の¬送 

(9) (知)点字版・音声版(®)、音声版の作成  

 

 

    江本書記  荒井書記 

    西村書記 狐塚書記 

    R野書記 '書記 

    S野書記  池田書記 

    北野書記  穐本書記 

   常盤書記 

 

 

若目田書記 

10  政見放送及び

経歴放送に関

する事項 

(1) 政見放送を�う一般放送事業者等のy± 

(7) 政見放送についての放送�との打合せ、協議及

び連絡 

(H) 政見放送日時の決定抽選及びこれに関する通知 

(M) 政見放送等についてのc�者との連絡 

(N) 政見放送のための録音又は録画の実施 

(O) <の\政見放送に関する事務 

 

 

(P) 声による知事選挙のお知らせ 

(8) 政見放送��経�の�払いに関する事務   

松本書記 

江本書記 松本書記 

 

    江本書記  荒井書記 

    西村書記 狐塚書記 

    R野書記 '書記 

    S野書記  池田書記 

    北野書記  穐本書記 

   常盤書記 

若目田書記 

後藤書記 渡辺書記 

11 政9:動 に 

  関 す る 事 項 

(1) 政�等の°�書の交付申請受理及び°�書の交

付並びに通知 

(7) 政�演説会開催届出の処理 

(H) 政�演説会y知用��等の証の交付 

(M) 政9:動用KIJL証紙交付票の交付及び同証

紙の交付 

(N) °�団体のビラ、¢関紙の届出の処理 

(O) 政�に�する説�会の開催及び資料の作成 

(P) <の\政9:動に関する事務 

  

 

 

 

    -後書記 若目田書記 
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分     担     事     務 

担  当  者 

項  目 事   務   内   容 

６ 諸印刷物等の 

  作成 

(1) 印刷物及び資材の調達 

(7) 印刷物等の�理 

別に定めるところによる 

店網書記 

７ 印 刷 物 等 の 

  �送 

(1) 印刷物及び資材等�送�画の¡� 

(7) x�ª選挙�理�{会及び分�に&�するx³

印刷物の区分、梱包及び送致（投票用紙、投票用

封筒、仮投票用封筒、選挙公報の区分及び梱包を

除く。） 

(H) R記に関する�ª選挙�理�{会及び分�8ら

の受領書の処理 

 

    ¦田書記 

    ~関書記 

    U井書記 

    zT書記 

８ 個人演説会等 

  に関する事項 

(1) 公|施�の指定のy± 

(7) 個人演説会等にaる�ª選挙�理�{会に�す

る助言 

 

  -後書記 

９ 選 挙 公 報 の

  ¬� 

(1) 選挙公報¬��画の¡� 

(7) e�[ 書の作成及び契約業者との打合せ 

(H) 選挙公報�載文原稿用紙及び記載例見本等の作

 成 

(M) 選挙公報�載文原稿等の事前審査     

(N) 選挙公報�載申請書等の受理       

(O) 選挙公報�載順序の抽選 

(P) 選挙公報の印刷、区分、梱包の�会  

(8) 指定病院等に�する選挙公報の¬送 

(9) (知)点字版・音声版(®)、音声版の作成  

 

 

    江本書記  荒井書記 

    西村書記 狐塚書記 

    R野書記 '書記 

    S野書記  池田書記 

    北野書記  穐本書記 

   常盤書記 

 

 

若目田書記 

10  政見放送及び

経歴放送に関

する事項 

(1) 政見放送を�う一般放送事業者等のy± 

(7) 政見放送についての放送�との打合せ、協議及

び連絡 

(H) 政見放送日時の決定抽選及びこれに関する通知 

(M) 政見放送等についてのc�者との連絡 

(N) 政見放送のための録音又は録画の実施 

(O) <の\政見放送に関する事務 

 

 

(P) 声による知事選挙のお知らせ 

(8) 政見放送��経�の�払いに関する事務   

松本書記 

江本書記 松本書記 

 

    江本書記  荒井書記 

    西村書記 狐塚書記 

    R野書記 '書記 

    S野書記  池田書記 

    北野書記  穐本書記 

   常盤書記 

若目田書記 

後藤書記 渡辺書記 

11 政9:動 に 

  関 す る 事 項 

(1) 政�等の°�書の交付申請受理及び°�書の交

付並びに通知 

(7) 政�演説会開催届出の処理 

(H) 政�演説会y知用��等の証の交付 

(M) 政9:動用KIJL証紙交付票の交付及び同証

紙の交付 

(N) °�団体のビラ、¢関紙の届出の処理 

(O) 政�に�する説�会の開催及び資料の作成 

(P) <の\政9:動に関する事務 

  

 

 

 

    -後書記 若目田書記 

分     担     事     務 

担  当  者 

項  目 事   務   内   容 

12 選挙公営(８～ 

      113!+)に

   関 す る 事 項 

(1) 新聞広告に関する事務 

(2) 選挙運動用無料葉書に関する事務    

(4) 無料!車券に関する事務 

(9) 選挙運動用自動車の使用に関する事務 

(:) 選挙運動用ビラの作成に関する事務 

(;) 選挙運動用75ターの作成に関する事務 

 

 

 

(<) (1)～(;)に関する経費の支M 

(8) 点字候補者名簿の作成に関する事務 

 

    黒後書記 

     

江本書記  荒井書記 

    西村書記 狐塚書記 

    =野書記 長書記 

    中野書記  池田書記 

    北野書記  穐本書記 

   常盤書記 

 

店網書記 

14  選 挙 運 動 に 

  関 す る 事 項

    

 

(1) 違反文書図画の撤去に関する命令及び通報 

(2) 選挙事務fの�鎖に関する命令 

(4) -のC選挙運動違反に関する措置 

(9) 選挙運動用公給物件の紛失等の処理 

 

    店網書記 黒後書記    

 

黒後書記 

19 i定病院等の 

  ��i` 

(1) i定病院等のi`�� 

(2) i定病院等に_する�nFの�I(音声データの

配信) 

(4) 不在者投票特別経費の支M 

 

中新井書記 若目田書記 

 

 

中新井書記 

1: 選 挙 F に 

  関 す る 事 項 

 

(1) 選挙�FBの届MのU理、抽選、決定通知、選

任及び選任通知 

(2) 選挙録、選挙長発言要領等の作成 

(4) 選挙F\の準備 

(9) 当選の告知及び当選�書のD与 

(:) 当選Bの告� 

(;) 選挙長及び選挙�FBの報酬等の支給 

 

 

 

    u本書記 

 

 

 

 

1; M納責任者 

  及び収支報告

  書 等 の 処 理 

(1) M納責任者の選任届及び異動届等の処理 

(2) M納責任者のi`�� 

(4) 選挙運動のために使用する事務Y等届Mの処理 

(9) 収支報告書のU理 

 

 

(:) 収支報告書の要旨の公           

 

    黒後書記 

 

    V澤書記 u本書記 

    若目田書記 店網書記 

    黒後書記 中新井書記 

黒後書記 

1< n るい選 挙 

  推進運 動 の 

  実施 

 

(1) nるい選挙推進運動実施�画のw�%臨時啓発

事業） 

(2) 臨時啓発事業の実施 

(4) 啓発用SP物及び�材の作成 

 

 

(9) 選挙3きれいにする国民運動vq�本�に関す

る事務 

若目田書記 

 

    小材書記  黒川書記 

    秋元書記  宮澤書記 

    齋藤書記 小C書記 

  小川書記 

若目田書記 
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分     担     事     務 

 

担  当  者 

 

項  目 事   務   内   容 

18 投票用紙等の 

作成 

(1) 投票用紙、投票用封筒（内封筒及び外封筒）及

び仮投票用封筒の印刷、点検、区分、包装計画の

樹立 

(2) 投票用紙等の印刷、点検、区分、包装等の立会 

 

    大橋書記 後書記 

    t�書記  kn書記  

    :m書記 

19 投 開 票集計 

  事 務 の電算 

  処理 

(1) 投・開票速報オンラインシステムに関する事項 

(2) テストランに関する事項 

(6) +の@電算処理に関し必要な事務 

 

店網書記 若目田書記 

 

20 速報関F及び 

   報道機関との 

  連絡 

 

 

(1) 投票及び開票結果の総務省への速報 

(2) 選挙結果の速報に関する事務（速報要領の作成

及び市町選挙管理委員会の指導連絡を含む。） 

(6) 選挙結果の速報に関する報道機関との連絡調整

（選挙結果公表要領の作成を含む。） 

(8) +の@速報及び報道に関する事務 

黒後書記 中新井書記 

 

 

  若目田書記 店網書記 

 

21 選挙管理委員 

   会 に 関 す る 

  事項 

 

(1) 選挙管理委員会の開Gに関する事務 

(2) 選挙管理委員との連絡 

(6) 選挙事務開始のE"状及び終了の礼状の発� 

(8) 選挙事務従事の協議に関する事務 

(9) +の@選挙管理委員会に関する事務 

 

    店網書記 

   

大橋書記 

店網書記 

22 明 るい選 挙 

  推進協議会に

  関する事項 

(1) 明るい選挙推進協議会の開G等に関する事務 

(2) 明るい選挙推進協議会委員との連絡 

(6) +の@明るい選挙推進協議会に関する事務 

 

若目田書記 

26 選挙執行経費 

   に関する事項 

(1) 選挙執行経費のV数積算 

(2) 選挙執行経費の市町?A（臨時啓発費を含む。）

(6) 選挙執行経費の精算 

 

    店網書記 松本書記 

 

28 選挙結果資料

  の 作 成 等 に 

  関 す る 事 項 

(1) 選挙結果の市町選挙管理委員会へのu会及び集

計 

(2) 投・開票結果資料集の作成 

(6) 選挙の記録の作成 

(8) 年齢別投票者数調査 

黒後書記 

 

若目田書記 

松本書記  

若目田書記 

29  供託証明書の

   返還等に関す

  る事項 

(1) 供託証明書の返還 

(2) 供託金の没収 

 

 

松本書記

 

（備考） 選挙の当日及び翌日において処理すべき事務+の@特に必要のある事務の分担については、別に

定める。 
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分     担     事     務 

 

担  当  者 

 

項  目 事   務   内   容 

18 投票用紙等の 

作成 

(1) 投票用紙、投票用封筒（内封筒及び外封筒）及

び仮投票用封筒の印刷、点検、区分、包装計画の

樹立 

(2) 投票用紙等の印刷、点検、区分、包装等の立会 

 

    大橋書記 後書記 

    t�書記  kn書記  

    :m書記 

19 投 開 票集計 

  事 務 の電算 

  処理 

(1) 投・開票速報オンラインシステムに関する事項 

(2) テストランに関する事項 

(6) +の@電算処理に関し必要な事務 

 

店網書記 若目田書記 

 

20 速報関F及び 

   報道機関との 

  連絡 

 

 

(1) 投票及び開票結果の総務省への速報 

(2) 選挙結果の速報に関する事務（速報要領の作成

及び市町選挙管理委員会の指導連絡を含む。） 

(6) 選挙結果の速報に関する報道機関との連絡調整

（選挙結果公表要領の作成を含む。） 

(8) +の@速報及び報道に関する事務 

黒後書記 中新井書記 

 

 

  若目田書記 店網書記 

 

21 選挙管理委員 

   会 に 関 す る 

  事項 

 

(1) 選挙管理委員会の開Gに関する事務 

(2) 選挙管理委員との連絡 

(6) 選挙事務開始のE"状及び終了の礼状の発� 

(8) 選挙事務従事の協議に関する事務 

(9) +の@選挙管理委員会に関する事務 

 

    店網書記 

   

大橋書記 

店網書記 

22 明 るい選 挙 

  推進協議会に

  関する事項 

(1) 明るい選挙推進協議会の開G等に関する事務 

(2) 明るい選挙推進協議会委員との連絡 

(6) +の@明るい選挙推進協議会に関する事務 

 

若目田書記 

26 選挙執行経費 

   に関する事項 

(1) 選挙執行経費のV数積算 

(2) 選挙執行経費の市町?A（臨時啓発費を含む。）

(6) 選挙執行経費の精算 

 

    店網書記 松本書記 

 

28 選挙結果資料

  の 作 成 等 に 

  関 す る 事 項 

(1) 選挙結果の市町選挙管理委員会へのu会及び集

計 

(2) 投・開票結果資料集の作成 

(6) 選挙の記録の作成 

(8) 年齢別投票者数調査 

黒後書記 

 

若目田書記 

松本書記  

若目田書記 

29  供託証明書の

   返還等に関す

  る事項 

(1) 供託証明書の返還 

(2) 供託金の没収 

 

 

松本書記

 

（備考） 選挙の当日及び翌日において処理すべき事務+の@特に必要のある事務の分担については、別に

定める。 

別記３ 令和６年１１月１７日執行予定　栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙執行日程

日次 月

日

曜 事務内容 担当者 市町の主な事務

任満日

６月前

6 8

土

(知)公職の候補者等の政治活動用ポスターの取扱通知 黒後

-137

(-120)

7 3

水

(知)(県)選挙?_る�£の����¥ 松本

-123

(-106)

7 17

水

選挙管理委員会〔14:00　委員会室〕 記 店網

-116

(-99)

7 24

水

(共通)事務d理��（執行日程、事務分担）案作成 r´

(知)(県)印刷¶及び�£��計画案作成 松本

(共通)	�x½事©計画案作成 若目田

-110

(-93)

7 30

火

リーダー会議 〔16:30 委員会室　各種計画案作成依頼等〕 大橋

　・(共通)投票用紙等印刷、点検、区分及び包装計画案 大橋

　・(知)(県)選挙公{½行計画案 ®本

　・(知)(県)印刷¶及び�£等��計画案 ·田

-88

(-71)

8 21

水

選挙管理委員会 〔16:00 委員会室〕 記 店網

　・選挙 日の¯定(県議補選HsD6)

　・事務d理��等の�議

-87

(-70)

8 22

木

(共通)�_«�等?�:<選挙 日等通知 店網

(知)�務ÀBの選挙執行予定{t 店網  

-86

(-69)

8 23

金

(共通)会計��q;（¶v½±のz本��）

大橋

松本

(知)(県)投票用紙及び投票用����

大橋

松本

 

-85

(-68)

8 24

土

-84

(-67)

8 25

日

-83

(-66)

8 26

月

-82

(-65)

8 27

火

リーダー会議 〔16:30 委員会室〕 大橋

-81

(-64)

8 28

水

-80

(-63)

8 29

木

-79

(-62)

8 30

金

-78

(-61)

8 31

土

-77

(-60)

9 1

日

  （定�¾�）

-76

(-59)

9 2

月

(共通)公���案完成 若目田

-75

（-58）

9 3

火

(知)(県)ポスター�Ã|³�協議取FC=E V�Z

-74

(-57)

9 4

水

-73

(-56)

9 5

木

-72

(-55)

9 6

金

各種計画案完成

　・(共通)投票用紙等印刷、点検、区分及び包装計画案 大橋

　・(知)(県)選挙公{½行計画案 ®本

　・(共通)印刷¶及び�£等��計画案 ·田

県明るい選挙推進協議会 〔14:00 委員会室、Web会議〕 若目田
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別記３ 令和６年１１月１７日執行予定　栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙執行日程

日次 月

日

曜 事務内容 担当者 市町の主な事務

-71

(-54)

9 7

土

-70

(-5-)

9 2

日

-09

(-5,)

9 9

月

-02

(-51)

9 10

火

(知)(県)���_¢FCDI���! %}

([�)�#®�報事務のk本¨事$�� 
©£

(知)����事�者<の�d:

江本

松本

([�)知事>u9;事務�^a議 n�

選挙管理委員会 〔14:00 委員会室〕 記 店網

　・諸告示案の審議、諸計画案の報告

([�)委員"�示 〔委員会�Q}　市町��〕 n�£

([�)執行計画p� e�

([�)執行�知p� 松本

([�)主�事務日程�p� 記 e�

-07

(-50)

9 11

水

([�)	�i§事�計画Z� 記 
©£

-00

(-49)

9 1,

木

-05

(-42)

9 1-

金

(知)(県)Y補者TU �§� 松本

(知)(県)���_¢��§� %}

(N [�)i§���の§� v�

(知)(県)Y補者の¦~事$b°p� 松本

-04

(-47)

9 14

土

-0-

(-40)

9 15

日

-0,

(-45)

9 10

月

-01

(-44)

9 17

火

-00

(-4-)

9 12

水

([�)県�記者BGEy事<の�d:〔1-:-0　県�記者BGE〕 
©£  

-59

(-4,)

9 19

木

 

-52

(-41)

9 ,0

金

(知)�Y補予定者��会��z告�! v�

(知)��������mUO>XA事務担当者�d: 松本

-57

(-40)

9 ,1

土

-50

(--9)

9 ,,

日

-55

(--2)

9 ,-

月

 

-54

(--7)

9 ,4

火
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別記３ 令和６年１１月１７日執行予定　栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙執行日程

日次 月

日

曜 事務内容 担当者 市町の主な事務

-53

(-36)

9 25

水

(^�)政\S表者�明会開[�知 %�  

(知)(県)�X補予定者�明会開[�知 �本  

(^�)�・開§�等の�Z�� 大橋

(^�)�§日当日のY! �V$ 大橋

(知)(県)X補者の¢�事"s� �本

(知)(県)]��担の�~h©s� %�

(^�)政��動の�~h©s� %�

(^�)�・開§の�~h©s� }�

-52

(-35)

9 26

木

 

-51

(-3.)

9 21

金

 

-50

(-33)

9 22

土

-.9

(-32)

9 29

日

-.2

(-31)

9 30

月

 

-.1

(-30)

10 1

火

(^�)Jn者�§の�~h©s� K�P

-.6

(-29)

10 2

水

(知)�X補予定者�明会�	|k�載 小材

-.5

(-22)

10 3

木

(県)�§��（点字含む）の印刷・点検・区分・包装開始 大橋

-..

(-21)

10 .

金

(^�)Jn者�§関係資材s� K�P  

(^�)Jn者�§の�~s� K�P

(^�)�・開§の�~s� }�

(知)�X補予定者QR�資s� �本  

(知)�§��（点字
�）の印刷・点検・区分・包装開始 大橋

-.3

(-26)

10 5

土

-.2

(-25)

10 6

日

-.1

(-2.)

10 1

月

選挙をきれいにする国民運動県本部の声明発表（県政記者クラブ

資料提供）

記 若目田

-.0

(-23)

10 2

火

(知)(県)]��担の�~s� %�

(^�)政��動の�~s� %�

(^�)�§�w�等の印刷・点検・区分・包装開始 大橋

(知)�§��（点字
�）の印刷・点検・区分・包装�M 大橋

(県)�X補予定者�明会�	|k�� 小材  

(^�)�p�#�s� 若目田  

-39

(-22)

10 9

水

(^�)p道関係支局長等会議〔10:00 本館６階会議室２〕 若目田  

市町選挙管理委員会書記長等会議 〔13:30 本館６階大会議室２〕 �本

(知)�§��（点字）の印刷・点検・区分・包装開始 大橋
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別記３ 令和６年１１月１７日執行予定　栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙執行日程

日次 月

日

曜 事務内容 担当者 市町の主な事務

-38

(-21)

10 10

木

([�)�YR�者説明会 〔10:30 本館９階会議室３〕 黒後

(知)�W補予定者説明会 〔13:30 本館９階会議室３〕 記 松本

(知)投票 �B点字）の印刷・点検・区分・包装終了 大橋

-3+

(-20)

10 11

金

([�)投票 x�等印刷・点検・区分・包装終了 大橋

-3*

(-19)

10 12

土

 

-3)

(-18)

10 13

日

(県)�W補予定者説明会新	|i掲載 小材

-34

(-1+)

10 14

月

-33

(-1*)

10 1)

火

(県)�W補予定者交付�資完成 松本

-32

(-1))

10 1*

水

([�)指定病院等説明会 〔10月中旬　説明事項の音声データによ

る配信〕

中新井  

速報オンライン・アクセステスト 若目田

速報オンライン・アクセステス

ト

-31

(-14)

10 1+

木

([�)県�記者クラ=4の�g3 〔11:00 自治会館403会議室〕 若目田

-30

(-13)

10 18

金

 

-29

(-12)

10 19

土

-28

(-11)

10 20

日

-2+

(-10)

10 21

月

(県)�W補予定者説明会 〔13:30 本館９階会議室３〕 記 松本

-2*

(-9)

10 22

火

(知)�W補届出書等事前審査 〔9:30 ８階会議室４〕 記

吉澤

江本

(知)�W補届出�付要領完成 松本  

-2)

(-8)

10 23

水

選挙管理委員会〔14:00　本館９階会議室３〕 記 }�

-24

(-+)

10 24

木

輸送①　・(知)(県)投票 �、投票 x�等 �田

 　　  　　・(知)(県)�日前投票、不在者投票関係資材

 　　  　　・(H�[�)l£資材等

(知)(県)W補者交付�資完成 松本

(知)(県)�治�a 資材完成 黒後

(H�[�)l£資材完成 小材

([�)不在者投票関係�資等の区分・梱包完了 中新井

-23

(-*)

10 2)

金

(知)�治団体の確認申請書等事前審査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔10:00～12:00 ８階会議室４〕

黒後  

(知)W補者交付�資整備完了 〔14:00～1):00 ８階会議室４〕 記 松本

-22

(-))

10 2*

土

ポスター掲示場位置図交付

-21

(-4)

10 2+

日

-20

(-3)

10 28

月

([�)Z�要領及び速報要領完成 若目田

(知)�W補届出�付要領Z� 記 松本

-19

(-2)

10 29

火

([�)選挙当日及び翌日事務]理要領�U成 若目田
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別記３ 令和６年１１月１７日執行予定　栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙執行日程

日次 月

日

曜 事務内容 担当者 市町の主な事務

-18

(-1)

10 30

水

委員長談話発表 （県政記者クラブ資料提供） 記 小材

選挙人名簿登録基準日・登録

日

(知)選挙人名簿登録者��n受信・集計 記 中新井 選挙人名簿登録者��n

(知)選挙運動費用制限額告示等諸告示手配完了 松本 ポスター掲示場点検終了

(知)選挙公nb_手配完了 江本

(知)立候補届出会場準備・リハーサル 〔15:00 本館６階大会議室２〕 記 松本

-1.

(0)

10 31

木

【知事選挙告示日】

(知)諸告示、�知及び�務¥�n並びに立候補状況の市町連絡 松本 (知)諸告示

(知)立候補届出受付 〔8:30 本館６階大会議室２〕 記 e� (知)投票~入場券の配布開始

(知)政�団体の確認 黒後

(知)公営施設使用個人演説会

開Y申出受理開始

(知)政談演説会開Y申出受付開始 黒後

(知)候補者氏名等掲示の順序

の抽選（1.:00以降）

(知)政��動用ポスター��交付開始 黒後

(知)政��動用ビラ届出受理開始 黒後

(知)d候補者の政�送の日�の�定抽選及び抽選結果の�知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〔18:00 本館%階会議室２〕

記 江本

(知)選挙公n掲載申請書受付開始 江本

-16

(＋1)

11 1

金

(県)立候補届出書等事前審査 〔9:30 委員会室〕 記

松本

江本

(知)選挙公n掲載申請締切 （1.:00） 江本

(知)�日前投票及び不在者投

票開始

(知)選挙公n掲載順序抽選 〔18:00 本館%階会議室２〕 江本

(知)�日前投票及び不在者投

票用氏名等の掲示開始

(知)点字による候補者名簿作成開始 店網

(知) ｢点字� ーナル号外｣、｢>による知事選挙のお知らせ｣作成

開始

若目田 　

-15

(＋2)

11 2

土

(知)選挙公nb_開始・完了 江本

公営施設使用個人演説会開

始

([�)j発(プロスポーツ等) 小材

輸送②　・選挙公n �田 選挙公n受領、配布開始

-14

(＋3)

11 3

日

輸送②-2　・選挙公n �田

(県)ポスター掲示場位置図交

付

([�)j発(プロスポーツ等) 小材

(知)点字による候補者名簿完成 店網

(県)候補者交付�資整備完了 松本

-13

(＋4)

11 4

月

(知)�日前投票者�の公表① 記 中新井 �日前投票者�の�n

([�)j発(プロスポーツ等) 小材

(知)点字による候補者名簿発送 店網

(知)投・開票事務用h等完成 松本

-12

(＋5)

11 5

火

(県)政�団体の確認申請書等事前審査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔10:00～12:00 委員会室〕

黒後

-11

(＋6)

11 6

水

([�)選挙当日及び翌日事務]理�領完成 若目田
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別記３ 令和６年１１月１７日執行予定　栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙執行日程

日次 月

日

曜 事務内容 担当者 市町の主な事務

-10

(＋7)

11 7

木

([�)県��b会�談話発表(県政記者クラブ資料提供) 記 小材

(県)選挙人名簿登録基準日・

登録日

(県)選挙人名簿登録者�速報受信・集計 記 中新井 (県)選挙人名簿登録者�速報

(県)選挙運動費用制限額告示等諸告示手配完了 松本 (県)ポスター掲示場点検終了

(県)選挙運動費用制限額�出 中新井

(県)�候補届出受付準備・リハーサル〔15:00 鹿沼市御殿山会館３

階大会議室〕

吉澤

(県)選挙公報c^手配完了 江本

-9

(＋8)

11 8

金

【県議補選告示日】

(県)諸告示 松本 (県)諸告示

(県)�候補届出受付〔8:*0 鹿沼市御殿山会館３階大会議室〕 吉澤

(県)公営施設使用個人演説会

開催申出受理開始

(県)�候補届出TQ速報及び文書報告（御殿山会館から県選�、

県選�から関係市町）

松本

(県)候補者氏名等掲示の順序

の抽選(17時以降)

(県)�候補届出TQ速報の受付及び公表 記 松本

(県)�候補者の届出告示 松本

(県)�候補者被選挙権調査 店網

(県)政�団体の確認 黒後

(県)政��動用ポスター��Q付開始 黒後

(県)政��動用ビラ届出受理開始 黒後

(県)政談演説会開催申出受付開始 黒後

(県)選挙公報掲載申請書受理・速報 江本

(県)選挙公報掲載順序抽選〔18:00 本館-階会議室２〕 江本

(知)(県)選挙会事務用h完成 松本

-8

(＋9)

11 9

土

(県)選挙公報c^開始、完了 江本

(県)期日前投票及び不在者投

票開始

輸送③　○(県)選挙公報(関係市町のみ) 玉田

(県)期日前投票及び不在者投

票用氏名等の掲示開始

(県)点字による候補者名簿作成開始 店網 (県)選挙公報受領、配布開始

(県)投開票事務用h完成 松本

-7

(＋10)

11 10

日

([�)j発(プロスポーツ等) 小材

(県)点字による候補者名簿作成完成 店網

(県)公営施設使用個人演説会

開催開始

--

(＋11)

11 11

月

速報オンライン・テストラン①②（市町 → 県） 若目田 テストラン#ータ送信

(知)(県)投開票事務用h等梱包等完了 玉田

期日前投票者�の公表② 記 中新井 期日前投票者�の速報

-5

(＋1))

11 1)

火

輸送④　・投開票関係事務用h等 玉田 投票|告示期限

-+

(＋1*)

11 1*

水

(知)(県)郵便等投票用�等請

求の受理最終日

－ 102 －



別記３ 令和６年１１月１７日執行予定　栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙執行日程

日次 月

日

曜 事務内容 担当者 市町の主な事務

-3

(＋14)

11 14

木

選挙当日事務打合せ

速報オンライン・総合リハーサル（市町 → 県）

記 若目田 テストランデー;送信

(知)(県)補充立候補届出締切 11*-00〕 松本

(知)(県)公営施設使用個人演

説会開催申出受理最終日

(知)(県)選挙立会人届出締切 11*-00〕 松本 (知)(県)開票立会人届出締切

(知)(県)選挙立会人の抽選 11+-00 本館９階会議室２〕 松本

(知)(県)開票立会人の抽選

（1*-00後）

(知)(県)選挙立会人の�定（選任）通知 松本

(知)(県)開票立会人の�定(選

任)通知

-2

(＋1()

11 1(

金

委員長談話発表 （県政記者クラブ資料提供） 記 小材

(知)(県)選挙公報世帯配布完

了

-1

(＋1))

11 1)

土

期日周知新聞広告 小材

(知)(県)期日前投票及び不在

者投票最終日

期日前投票者xの公表③ 記 I新N 期日前投票者xの速報

選挙当日事務確認 吉澤 (知)(県)個人演説会最終日

(知)(県)投開票事務準備完了

0

(＋1*)

11 1*

日

【知事選・県議補選投票日】  

(知)(県)投・開票速報の受信、集計、公表及び総務省速報 記 別に定める (知)(県)投・開票結果速報

＋1

11 1+

月

(知)(県)投・開票結果文書報告受理 1,-30～11-30 メール・�話〕 若目田

（知)(県)投・開票結果文書報

告

＋2

11 1,

火

(知)(県)選挙会 1(知)10-00(県)10-30 本館６階大会議室２〕 記 松本  

(知)(県)当選告知 松本

(知)(県)当選人の告� 松本

(知)(県)当選証書付与 松本  

(知)総務省文書報告 松本  

＋3

11 20

水

選挙�理委員会114-00　委員会室〕 記 店網

＋4

11 21

木

(W通)関係�関に礼状発送 店網

＋1(

12 2

月

(知)(県)選挙運動費用収支報告書提出期限 黒後

(知)(県)選挙の効力に関する異議申出期限 松本

＋1)

12 3

火

(知)(県)当選の効力に関する異議申出期限 松本

＋1*

12 4

水

(知)選挙及び当選の効力確定通知（政見放送関係） 江本

(知)(県)供託証明書の返還開始 松本

凡例　記 ：県政記者クラブ発表

(知)：知事選挙

(県)：県議会議員補欠選挙

(W通)：知事選挙及び県議会議員補欠選挙W用

執行経費及び選挙結果報告にかかるものは別途計�する0
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２ 選挙結果等公表要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１１月１７日執行 栃木県知事選挙 

及び栃木県議会議員補欠選挙結果等公表要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃 木 県 選 挙 管 理 委 員 会 

  

１ 県選挙管理委員会は、選挙当日の有権者数、投票状況、投票結果、開票状況及び開

票結果を次により公表する。 

２ 選挙の結果等の公表は、県政記者クラブを通じて行うほか、県選挙管理委員会のホ

ームページにより併せて公表する。 

３ 事務処理の混乱を防ぐため、県政記者クラブ加盟各社の記者は、選挙の当日及び翌

日、県選挙管理委員会の速報本部（県庁本館８階市町村課及び県選挙管理委員会室）

には、出入りできない。 

なお、県政記者クラブからの質問に応じるための「受付係」〔電話番号（６２３）

２１２６、（６２３）２２３�#を	*る9の1する。 

 

 

 

知  事  選  挙 

県 議 会 議 員 

 

補 欠 選 挙 

 

公表項目 

 

公 表 X j 

 

現在時刻 

 

公表時刻 

 

公表x� 

 

1-1 選挙当日 

有権者数 

（概 数） 

 

市町ごとの選挙期日の投票

開始時刻現在の有権者数に期

日前投票を行った者のうち選

挙期日までに選挙権を有しな

くなった者の数を加えたもの

（男・女・計）の一覧表。 

【集計区分】 

各郡計、市部計、郡部計

（町計）及び県計 

 

 

７時00分 

 

９時30分までに 

 

エクセル形

式で保存した

左記のデータ

（TO、�エ

クセルファイ

ル」と記す） 

を報道専用ホ

ームページに

掲示し、県選

管ホームペー

ジ上に公開。 

 

 

1-# 期日前 

投票者数 

（� i） 

 

市町ごとの期日前投票者数

の一覧表。 

【集計区分】 

市部計、郡部計（町計） 

及び県計 

 

２  投票状況 

（Q�推計

投票率） 

 

各現在時刻に&(7市町ご

との推計投票率（男・女・

計）の一覧表。 

【集計区分】 

各郡平均、市部平均、 

郡部平均（町平均）及び 

県平均 

 

９時00分

11時00分 

1I時00分 

1K時00分 

1L時00分 

 

 

９時30分までに 

11時30分までに 

1I時30分までに 

1K時30分までに 

1L時30分までに 

 

 

エクセルフ

ァイルと一覧

表を報道専用

ホームページ

に掲示し、県

選管ホームペ

ージ上に公

開。 

 

 

 

（報道専用ホームページに

掲
す7一覧表） 

各現在時刻に&(7県平均

の推計投票率（男・女・

計）Pびに前b（l#�11�1J）

及び前�b（a#L�11�#0）の

推計投票率の一覧表。 

  

 

（本選挙から「当日投票分」に加えて、「期日前投票分」及び「当日＋期日前投票分」を 

 公表します。※不在者投票分は含まない） 
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及び栃木県議会議員補欠選挙結果等公表要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃 木 県 選 挙 管 理 委 員 会 

  

１ 県選挙管理委員会は、選挙当日の有権者数、投票状況、投票結果、開票状況及び開

票結果を次により公表する。 

２ 選挙の結果等の公表は、県政記者クラブを通じて行うほか、県選挙管理委員会のホ

ームページにより併せて公表する。 

３ 事務処理の混乱を防ぐため、県政記者クラブ加盟各社の記者は、選挙の当日及び翌

日、県選挙管理委員会の速報本部（県庁本館８階市町村課及び県選挙管理委員会室）

には、出入りできない。 

なお、県政記者クラブからの質問に応じるための「受付係」〔電話番号（６２３）

２１２６、（６２３）２２３�#を	*る9の1する。 

 

 

 

知  事  選  挙 

県 議 会 議 員 

 

補 欠 選 挙 

 

公表項目 

 

公 表 X j 

 

現在時刻 

 

公表時刻 

 

公表x� 

 

1-1 選挙当日 

有権者数 

（概 数） 

 

市町ごとの選挙期日の投票

開始時刻現在の有権者数に期

日前投票を行った者のうち選

挙期日までに選挙権を有しな

くなった者の数を加えたもの

（男・女・計）の一覧表。 

【集計区分】 

各郡計、市部計、郡部計

（町計）及び県計 

 

 

７時00分 

 

９時30分までに 

 

エクセル形

式で保存した

左記のデータ

（TO、�エ

クセルファイ

ル」と記す） 

を報道専用ホ

ームページに

掲示し、県選

管ホームペー

ジ上に公開。 

 

 

1-# 期日前 

投票者数 

（� i） 

 

市町ごとの期日前投票者数

の一覧表。 

【集計区分】 

市部計、郡部計（町計） 

及び県計 

 

２  投票状況 

（Q�推計

投票率） 

 

各現在時刻に&(7市町ご

との推計投票率（男・女・

計）の一覧表。 

【集計区分】 

各郡平均、市部平均、 

郡部平均（町平均）及び 

県平均 

 

９時00分

11時00分 

1I時00分 

1K時00分 

1L時00分 

 

 

９時30分までに 

11時30分までに 

1I時30分までに 

1K時30分までに 

1L時30分までに 

 

 

エクセルフ

ァイルと一覧

表を報道専用

ホームページ

に掲示し、県

選管ホームペ

ージ上に公

開。 

 

 

 

（報道専用ホームページに

掲
す7一覧表） 

各現在時刻に&(7県平均

の推計投票率（男・女・

計）Pびに前b（l#�11�1J）

及び前�b（a#L�11�#0）の

推計投票率の一覧表。 

  

 

（本選挙から「当日投票分」に加えて、「期日前投票分」及び「当日＋期日前投票分」を 

 公表します。※不在者投票分は含まない） 
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知  事  選  挙 

県 議 会 議 員 

 

補 欠 選 挙 

 

公表項目 

 

公 表 内 容 

 

現在時刻 

 

公表時刻 

 

公表�¢ 

 

３ 投票結果 

（確 定） 

 

市町ごとの 

① 選挙当日有権者数 

（¨^}^計） 

② 投票者数 

（¨^}^計） 

③ 棄権者数 

（¨^}^計） 

④ 投票率（％） 

（¨^}^計） 

⑤ 投票率の順位 

⑥ 前回投票率との差 

（¨^}^計） 

⑦ 確定時刻 

⑧ 確定表示（*） 

 を掲載した一覧表。 

【集計区分】 

各郡計、市部計、郡部計

（町計）及び県計 

（前回投票率は、R2.11.15

執行の栃木県知事選挙におけ

る市町の投票結果） 

 

19時00分 

 

全市町から

の確定が得ら

れ集計を完了

次第 

 

エクセルフ

ァ イ ル 及 び

「日本新聞協

会ＦＤ標準フ

ォーマット」

仕様により保

存した左記の

データを報道

専用ホームペ

ー ジ に 掲 載

し、県選管ホ

ームページ上

に公開。 

また、広報

課から各報道

機関宛てにメ

ール�k。 

 

 

「知事選挙」に

準じる。 

※ 県議会議員

補欠選挙��

市町=けを�

出した一覧 

 

 

投票結果 

（� 数） 

 

21時15分までに「確定」を

公表できないときは、「概数」

を公表。 

内容は、上記「確定」に

準じる。 

 

19時00分 

 

21時15分までに 

 

「３ 投票結果

(確定)」に同

じ。 

 

「知事選挙」に

準じる。 

※ 県議会議員

補欠選挙��

市町=けを�

出した一覧 

※（報告時刻までに概数報告がなされない市町は、投票者数「男10、女10、計20」と表示する。）  
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知  事  選  挙 

県 議 会 議 員 

 

補 欠 選 挙 

 

公表項目 

 

公 表 N ] 

 

現在時刻 

 

公表時刻 

 

公表io 

 

５  開票結果 

（確 定） 

 

開票区（市町）ごとの 

① 候補者別得票数 

② 候補者別得票率 

③ 得票総数 

④ 按分の際切り捨てた票数 

⑤ いずれの候補者にも属し 

ない票数 

⑥ 有効投票数 

⑦ 無効投票数 

⑧ 投票総数 

⑨ 不受理・持ち帰り等 

⑩ 投票者総数 

⑪ 無効投票率（％） 

⑫ 開票率（１００％） 

⑬ 確定時刻 

⑭ 確定表示（*） 

⑮ o定得票数 

⑯ 供託物没収点 

を掲載した一覧表。 

【①～⑪集計区分】 

各郡計、市部計、郡部計

（町計）U=県計 

 

 

全開票区（市

町）からの確

定が得られ集計

が完了次第 

 

「３ 投票結果

(確定)」に同

じ。 

 

 

「知事選挙」に

準じる。 

※ 選挙区ごと

に一覧 
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  令和６年11月17日執行 栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙 選挙当日の公表内容等一覧 

 

公表内容 

 現在 

 

時刻 

公表 

 

時刻 

公表q} 

報道機関宛て 

メール(広報課) 

報道d�ＨＰ 

県選管ＨＰ 

(一般県民向

け) 

 

備考 

ｴｸｾﾙ 

ﾃﾞｰﾀ 

 

新聞 

協会 

ﾌｫｰﾏｯﾄ 

ｴｸｾﾙ 

ﾃﾞｰﾀ 

新聞 

協会 

ﾌｫｰﾏｯﾄ 

HTML 

形式で 

の表示 

 

 

1-1 選挙当日有権者数（概数） 

 

7:00 

 

9:30 

までに 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

1-2 u日U投票者数（確定） 

 

7:00 

 

9:30 

までに 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

（PDF） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 投票状況（中間推計投票率） 

 

9:00 

 

9:30 

までに 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

報道専用ＨＰに、中間推

計投票率公表票を掲載 

 

11:00 

 

11:30 

までに 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

1,:00 

 

1C:30 

までに 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

1.:00 

 

1D:30 

までに 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

10:00 

 

1E:30 

までに 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

３ 投票結果（確定・概数） 

 

19:00 

集計後

直ちに 

 

◎ 

 

○ 

 

◎ 

 

○ 

 

◎ 

(県
z

はPDFデー

タ) 

21:15までに「確定」を

公表できない場合は「概

数」として公表し、確定

しだい直ちに公表 

 

 

 

４ 開票状況（中間） 

 

21:00 

 

21:30 

までに 

 

◎ 

 

○ 

 

◎ 

 

○ 

 

◎ 

(XI) 

 

県議補欠は21:15現在を

21:,5までに公表 

以降、30分ごと更新 

 

21:30 

 

22:00 

までに 

 

◎ 

 

○ 

 

◎ 

 

○ 

 

◎ 

(XI) 

 

以降、30分ごと 

 

 

５ 開票結果（確定） 

 

確定時 

全市町

確定後

直ちに 

 

◎ 

 

○ 

 

◎ 

 

○ 

 

◎ 

 

 

 

確定34市町のN票 確定時 

確定後

直ちに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 

希望があった報道機関

に広報課からメール送

信 

 

※ ◎：知事選挙及び県議補欠選挙 ○：知事選挙のみ 

 

 

令和６年11月17日執行 栃木県知事選挙及び栃木県議会議員補欠選挙に関する投開票結果資料集 

 

 

提 供   % 

 

提  供  , 2 

１ 栃木県知事選挙投票に関する調 

２ 栃木県知事選挙候補者別市町別得票数調 

３ 栃木県議会議員補欠選挙投票に関する調 

４ 栃木県議会議員補欠選挙候補者別市町別得票数調 

 

開票日翌日（18日）に公表資料の調�完了次第、印

刷物１部を記者クラブに持参 
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３ 啓発 

（１） 臨時啓発事業実施計画 

 

 

                                     栃木県選挙管理委員会 

 

Ⅰ 趣  旨 

来る11月17日に行われる栃木県知事選挙及び県議会議員補欠選挙は、今後の栃木県の在り方を方

向付ける重要な選挙である。 

全ての有権者及び選挙運動関係者は、地方自治の健全な発展のため、この選挙の意義と重要性を

よく認識し、選挙のルールを守り、進んで投票に参加する必要がある。 

このため、栃木県選挙管理委員会は、きれいな選挙の推進と投票参加の呼び掛けを重点とした各

種啓発事業を、市町選挙管理委員会及び明るい選挙推進協議会等並びに各報道機関の協力を得て実

施する。 

なお、近年の若年層の低投票率に鑑み、若年層が選挙への関心を持ち、投票への動機付けになる

よう啓発事業に重点|にNり�2こととする。 

 

Ⅱ 実施事業 

 第１ 県選挙管理委員会が行う事業                       

事 業 の 種 類 事   業   の   �   � 実 施 時 期 備      考 

１ 候補者等への働き掛け 

 

  候補者及び政党に対す

る要望書の交付 

 候補者及び政党に対し、³るい�ª実Åの��要

請を行う（立候補届出の際に交付）。 

(知)10月31日(木) 

(Ê)11月-日(!) 

(知)は知事、

(�)は���


選挙 

２ 各種広報媒体の利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) lジVスポット広 

告 

20秒スポット広告を放送する。 

  〔栃木放送及びUfUk栃木〕 

10月31日(木) 

～ 

11月1v日(日) 

 

(2) テレeスポット広 

告 

15秒スポット広告を放送する。 

  〔とB=テレe〕 

(3) 動画の配信 

 

 

投票日の周知及び投票参加を呼び掛ける動画（15

秒スポット広告）をインターネットの動画配信サイ

ト及び銀行のディスプレイで公開する。〔YouTube、

足利銀行、栃木銀行〕 

なお、YouTubeの配信については、若年層へのター

ゲティング広告として実施する。 

 

(s) 新聞にOる広告  投票日の周知及び投票を呼び掛ける広告を掲�す

る。 

〔朝日、読売、毎日、産経、日経、東京、下野新聞〕 

11月1u日(�) 

(5) dス�体広告 Ê�を�行する��dスのfpントグmルに広告

幕を掲出する。 

10月31日(木) 

～ 

11月1v日(日) 

(u) タW[ー�体広告 Ê�を�行するタW[ーの�体を活用しA広告を

実施する。 

 (v) デジタルサイネージ

広告 

ＪＲ宇都宮駅西口のディスプレイにデジタルサイ

ネージ広告を掲出する。 

  

 (w) Ê広報媒体等の利用 Ê広報�等;¨�する各種の広報媒体及び¼¤�

等を活用し、投票の呼び掛けを行う。 

随 時  

 (x) iーkhージにOる 

啓発 

 
時iーkhージを�け、�ªに$する知�N¦

報等を提供するとともに、投票の呼び掛けを行う。 

10月31日(木) 

～ 

11月1v日(日) 

 

 

事 業 の 種 類 事   業   の   内   容 実 施 時 期 

備      考 

 (10)ＳＮＳ等広告を活用 

した啓発 

投票日周知等の広告（ＳＮＳ、google、yahoo等に

よるターゲティング広告）を配信する。 

 

 

(11)インターネットバナ

ー広告 

ホームページのインターネットバナーに投票日の

周知及び投票を呼び掛ける広告を掲載する。 

〔栃ナビ、もんみや〕 

 (1()|学�{サイト等を

活用した啓発 

 |学と学生向け�{サイト等を活用し、投票日の

周知及び投票の呼び掛けを行う。|学の学内ポータ

ルサイトにおいて、学生と教職員に向けた周知等を

行う。 

 

 (13)���内��による

啓発 

 ��の�内��によ>、投票日の周知及び投票の

呼び掛けを行う。 

 

 (1_)県広{��w�f 県広{�を県内kzで�=0、投票日の周知及び

投票の呼び掛けを行う。 

 

 

 (1`)電話の保留音による

周知 

県庁の電話の保留音を投票日の周知アナウンス音

にし、啓発を図る。 

 

 (1a)ＳＮＳ8の
事投« 選挙�¡}員会ＳＮＳにおいて、選挙��
事を

掲載し、選挙期日等の啓発を図る。 

随時 

 

３  啓発資材による啓発 

 (1) �y幕・横断幕の   

掲示 

 各地方庁舎、県の施設等に掲示する。 10月31日(木) 

～ 

11月1b日(日) 

 

 (() 選挙啓発ポップの 

   設置 

各地方庁舎、県の施設、|学、スーパー、道の駅

等に投票日の周知及び投票を呼び掛ける選挙啓発ポ

ップを設置する。 

 

 (3) 投票日周知用ステッ 

    カーの掲示 

 県l用�等の�gに投票日周知用ステッカーを掲

示する。 

  

 (_) 投票日周知用ポス 

ターの掲示 

各地方庁舎、県の施設、|学、スーパー、道の駅

等に投票日周知用ポスターを掲示する。 

 

 

 (`) 投票日周知用チラシ

の配布 

 投票日周知用のチラシを配布する。  

 

４  イベント会場等での啓発 

 プロスポーツ試合会場に

おける啓発 

 ���,多く参集するプロスポーツの試合会場内

で投票日の周知及び投票の呼び掛けを行う。 

〔栃木ＳＣ等〕 

試合日  
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事 業 の 種 類 事   業   の   内   容 実 施 時 期 

備      考 

 (10)ＳＮＳ等広告を活用 

した啓発 

投票日周知等の広告（ＳＮＳ、google、yahoo等に

よるターゲティング広告）を配信する。 

 

 

(11)インターネットバナ

ー広告 

ホームページのインターネットバナーに投票日の

周知及び投票を呼び掛ける広告を掲載する。 

〔栃ナビ、もんみや〕 

 (1()|学�{サイト等を

活用した啓発 

 |学と学生向け�{サイト等を活用し、投票日の

周知及び投票の呼び掛けを行う。|学の学内ポータ

ルサイトにおいて、学生と教職員に向けた周知等を

行う。 

 

 (13)���内��による

啓発 

 ��の�内��によ>、投票日の周知及び投票の

呼び掛けを行う。 

 

 (1_)県広{��w�f 県広{�を県内kzで�=0、投票日の周知及び

投票の呼び掛けを行う。 

 

 

 (1`)電話の保留音による

周知 

県庁の電話の保留音を投票日の周知アナウンス音

にし、啓発を図る。 

 

 (1a)ＳＮＳ8の
事投« 選挙�¡}員会ＳＮＳにおいて、選挙��
事を

掲載し、選挙期日等の啓発を図る。 

随時 

 

３  啓発資材による啓発 

 (1) �y幕・横断幕の   

掲示 

 各地方庁舎、県の施設等に掲示する。 10月31日(木) 

～ 

11月1b日(日) 

 

 (() 選挙啓発ポップの 

   設置 

各地方庁舎、県の施設、|学、スーパー、道の駅

等に投票日の周知及び投票を呼び掛ける選挙啓発ポ

ップを設置する。 

 

 (3) 投票日周知用ステッ 

    カーの掲示 

 県l用�等の�gに投票日周知用ステッカーを掲

示する。 

  

 (_) 投票日周知用ポス 

ターの掲示 

各地方庁舎、県の施設、|学、スーパー、道の駅

等に投票日周知用ポスターを掲示する。 

 

 

 (`) 投票日周知用チラシ

の配布 

 投票日周知用のチラシを配布する。  

 

４  イベント会場等での啓発 

 プロスポーツ試合会場に

おける啓発 

 ���,多く参集するプロスポーツの試合会場内

で投票日の周知及び投票の呼び掛けを行う。 

〔栃木ＳＣ等〕 

試合日  
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事 業 の 種 類 事   業   の   \   r 実 施 時 期 備      考 

５  民間事業所等7の_]依頼 

 

 ケーブルテレビで 

の動画配信 

 

 

ケーブルテレビで投票日の周知及び投票を呼び掛

ける動画（15秒スポット広告）を放送する。 

〔宇都宮ケーブルテレビ、わたらせテレビ、栃木

ケーブルテレビ、佐野ケーブルテレビ、鹿沼ケーブ

ルテレビ、テレビ小山放送、塩原ケーブルテレビ_

同組合、茂木町、真岡市、芳賀町、那珂川町ケーブ

ルテレビ放送センター〕 

10月31日(木) 

～ 

11月1R日(日) 

 

６  その他 

 (1) 栃木県選挙管理委 

    員会委員長談話の 

    発表 

 告示日前に「県選挙管理委員会からのお願い」と

して委員長の談話を県�記�クラブを通じて発表す

る。 

10月30日(水)  

 

 

(') 統一キャラクター   

「めいすいくん」及び

「&当地めいすいくん」

 の�用 

 前掲の広報媒体、啓発資材等に明るい選挙推進の

キャラクター「めいすいくん」や県の特徴を有した

「&当地めいすいくん」を登場させ、事業全体のイ

メージアップを図る。 

【一部新規】 

随 時 

 

 

第２ 市町選挙管理委員会に要請する事業 

事 業 の 種 類 事   業   の   \   r 実 施 時 期 備      考 

１ 広報車巡回宣伝    広報車を使用して巡回宣伝を行う。（投票日周知、

投票呼び掛けのＣＤを県+作成・配布する。） 

10月31日(木) 

～ 

11月1R日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 防災無線による呼び掛 

   け 

 防災無線で期日の周知及び投票の呼び掛けを行

う。 

３ 懸垂幕・横断幕の掲示  市役所、町役場庁舎等に懸垂幕・横断幕を掲示す

る。 

４ 投票日周知用ポスター 

の掲示 

 市役所、町役場庁舎等に投票日周知用ポスターを

掲示する。 

５ 啓発資材の配布  市役所、町役場庁舎等で啓発資材を配布する。 

６ 選挙啓発ポップの設置  投票日の周知及び投票を呼び掛ける選挙啓発ポッ

プを窓口等に設置する。 

７ 投票日周知用ステッカー 

   の掲示 

 投票日周知用ステッカーを[用車等の車体に掲示

する。 

８ 親子連れ投票記念証の配

布 

親子連れ投票を体験した子どもに記念証を配布す

る。 

11月１日(�) 

～ 

11月1R日(日) 

９ 広報紙等による啓発   広報紙等（定期及び臨時）に啓発記事を掲載する。 随 時 

 

10 「&当地めいすいくん」 

の�用 

 広報媒体、啓発資材等に市町の特徴を有した「&

当地めいすいくん」を登場させ、事業全体のイメー

ジアップを図る。【新規】 

11 その他[�の事業   その他、市町の地域の実情に即した事業を実施す

る。 

 

 第３ 関係団体等と連携して行う事業 

事 業 の 種 類 事   業   の   7   D 実 施 時 期 備      考 

１ 栃木県明るい選挙推進 

   協議会会長談話の発表 

  県明るい選挙推進協議会会長の談話を県J�者,

ラブを通じて発表する。 

11月７日(木)  

２ 選挙をきれいにする国 

   民運動栃木県本部の声 

明の発表 

 

  栃木県?道代表者会、栃木県明るい選挙推進協議

会、栃木県市町村選挙管理委員会連合会、A�C地

方検察庁、栃木県警察本部及び栃木県選挙管理委員

会"構成する「選挙をきれいにする国民運動栃木県

本部」の共同声明を県J�者,ラブを通じて発表す

る。 

1�月12日() 

 

第４  「とちぎ選挙啓発サポーター」と連携して行う事業 

事 業 の 種 類 事   業   の   7   D 実 施 時 期 備      考 

「とちぎ選挙啓発サポータ

ー」を通じた啓発 

 従業員等へ投票呼び掛けや、ＳＮＳを活用した選

挙周知など、企業の実Fに合�せた取組を実施する。

【新規】 

随時  

 

 

備考 同時期に行われる選挙については、相乗効果が発揮されるよう、連携して広報啓発を行う。 
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 第３ 関係団体等と連携して行う事業 

事 業 の 種 類 事   業   の   7   D 実 施 時 期 備      考 

１ 栃木県明るい選挙推進 

   協議会会長談話の発表 

  県明るい選挙推進協議会会長の談話を県J�者,

ラブを通じて発表する。 

11月７日(木)  

２ 選挙をきれいにする国 

   民運動栃木県本部の声 

明の発表 

 

  栃木県?道代表者会、栃木県明るい選挙推進協議

会、栃木県市町村選挙管理委員会連合会、A�C地

方検察庁、栃木県警察本部及び栃木県選挙管理委員

会"構成する「選挙をきれいにする国民運動栃木県

本部」の共同声明を県J�者,ラブを通じて発表す

る。 

1�月12日() 

 

第４  「とちぎ選挙啓発サポーター」と連携して行う事業 

事 業 の 種 類 事   業   の   7   D 実 施 時 期 備      考 

「とちぎ選挙啓発サポータ

ー」を通じた啓発 

 従業員等へ投票呼び掛けや、ＳＮＳを活用した選

挙周知など、企業の実Fに合�せた取組を実施する。

【新規】 

随時  

 

 

備考 同時期に行われる選挙については、相乗効果が発揮されるよう、連携して広報啓発を行う。 
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（再掲）若年層への働き掛け 

事 業 の 種 類 事   業   の   内   h 実 施 時 期 備      考 

１ 動画の配信 

     

 

  投票日の周知及び投票を呼び掛ける動画をインタ

ーネット動画配信サイト〔YouTube〕において、若年

層へのターゲティング広告として実施する。 

10月31日(木) 

～ 

11月1Q日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ＳＮＳ等広告を活用した 

啓発 

投票日周知等の広告（ＳＮＳ、google、yahoo等に

よるターゲティング広告）を配信する。 

 

３ 大学情報サイト等を活 

用した啓発 

大学と学生向け情報サイト等を活用し、投票日の

周知及び投票の呼び掛けを行う。大学の学内ポータ

ルサイトにおいて、学生と教職員に向けた周知等を

行う。 

 

４ ���内tによる啓 

  発 

 ��の�内tによ:、投票日の周知及び投票の

呼び掛けを行う。 

 

５ ＳＮＳへの記事投� 選挙管理委員会ＳＮＳにおいて、選挙関連記事を

掲載し、選挙期日等の啓発を図る。 

随時 

６ 選挙啓発ポップの設置 

 

 [地方庁舎、県の施設、大学、スーパー、道の駅

等に投票日の周知及び投票を呼び掛ける選挙啓発ポ

ップを設置する。 

10月31日(木) 

～ 

11月1Q日(日) 

７ プNスポーツ試合会場に 

おける啓発 

 若年層(多く参集するプNスポーツの試合会場内

で投票日の周知及び投票の呼び掛けを行う。 

〔栃木ＳＣ等〕 

試合日  

８ 「とちぎ選挙啓発サポー

ター」を通じた啓発 

 従業員等へ投票呼び掛けや、ＳＮＳを活用した選

挙周知など、企業の実情に合わせた取組を実施する。

【新規】 

随時 

 

    

（再掲） 「大学コンソーシアムとちぎ」との選挙啓発連携協定に基づく事業 

事 業 の 種 類 事   業   の   内   h 実 施 時 期 備      考 

１ 大学情報サイト等を活 

用した啓発 

 大学と学生向け情報サイト等を活用し、投票日の

周知及び投票の呼び掛けを行う。大学の学内ポータ

ルサイトにおいて、学生と教職員に向けた周知等を

行う。 

10月31日(木) 

～ 

11月1Q日(日) 

 

２ 選挙啓発ポップの設置 

 

 大学等に投票日の周知及び投票を呼び掛ける選挙

啓発ポップを設置する。 

３ 投票日周知用ポスター 

の掲示 

大学等に投票日周知用ポスターを掲示する。 

 

４ 投票日周知用チラシの配

布 

投票日周知用のチラシを配布する。 
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（２）市町における啓発事業実施状況

広報車 広報誌

ポス

ター配

布・掲

示

ﾁﾗｼ、

ﾘｰﾌﾚｯﾄ

配布

新聞広

告

啓発資

材配布

看板・

広告B

懸垂

幕・横

断幕

のぼり

旗

掲出

卓上の

ぼり

旗・+

ニ看板

自動車

ボディ

パネ

ル・

ルー&

看板

バスマ

スク・

車体広

告

大型小売

店舗等で

の��啓

発

イベン

ト会場

での啓

発

事業所

訪問・

協力依

頼

1 宇 都 宮 市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 足 利 市

○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

3 栃 木 市

○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

4 佐 野 市

○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 鹿 沼 市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 日 光 市

○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 小 山 市

○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 真 岡 市

○ ◎ ○ ○ ○ ○

9 大 田 原 市

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1� < / 市

○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 ��"原市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 � � � 市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 ��4山市

○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 � 野 市

○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 � � + 町

○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 9 % 町

○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

17 � 木 町

○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 市 � 町

○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

19 � � 町

○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

2� # 6 町

○ ◎ ◎ ○ ○ ○

21 野 木 町

○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

22 " � 町

○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

23 � 1 2 町

○ ○ ○ ○ ○ ○

24 � � 町

○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 � 5 + 町

○ ◎ ○ ○ ○ ○

11 13 14 12 1 10 7 11 7 9 13 1 6 4 4

11 11 10 11 0 8 3 11 3 6 8 0 1 3 0

22 24 24 23 1 18 10 22 10 15 21 1 7 7 4

（注）「広報誌」「チラシ、リーフレット配布」欄の◎は、各戸配布を実施した市町を表す。

県 計

市 町 名

市 計

町 計

（２）市町における啓発事業実施状況
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No サポーター名 住所

1 （株）足利銀行 栃木県宇都宮市桜４丁目１番25号

2 （株）エフエム栃木 宇都宮市中央１−２−１

3 三信電工（株） 宇都宮市川俣町1056番地

4 （株）下野新聞社 宇都宮市昭和１−８−11

5 （学）ＴＢＣ学院 宇都宮市⼆荒町６−６

6 （特非）栃木県こども応援なないろ

宇都宮市東今泉２−３−30

グリーンハイツ２−106

7 （福）栃木県社会福祉協議会 宇都宮市若草１−10−６

8 （公財）とちぎ男女共同参画財団 宇都宮市野沢町４番地１

9 （公財）とちぎ未来づくり財団 宇都宮市本町１−８

10 （株）���¦ー 宇都宮市伝⾺町４−４

11 （地P）栃木県f
ZEV院 宇都宮市下
Z町2162

12 �ームp)�?+��£��ー«�q S�市

13 �����®ー�¯�（株） 宇都宮市⻄原１−３−４aret

14 （地P）栃木県f�¤¥� ー�¯���ター 宇都宮市駒⽣町3337−１

15 （株）�7C"�& 宇都宮市岩A町1355番地

16 （地P）栃木県f|���ター 宇都宮市cR４丁目t番13号

17 （株）ホテルサンシャイン⻤怒川 ⽇光市⻤怒川温泉⼤原1437-1

18 （株）栃木銀行 宇都宮市⻄２−１−18

19 とも�zサ��ー�°¨ 宇都宮市

20 （特非）福k会 ⿅沼市板荷2971−３

21 （�）<;会 栃木市岩舟町��849

22 （福）裕⺟和会 栃木市岩舟町和泉816

23 （b）{��画 佐野市⾼砂町2800−１

24 （b）©�¢¡�� 佐野市⾼砂町2800−１

25 名も]}j援hZW 宇都宮市l5)市

 （３） 「とちぎ選挙啓発サポーター」一覧

・ラッピング宣伝カーの走行
・ジオターゲティング広告の掲載（インター
ネットバナー広告）
・視覚障がい者向け声の広報
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No サポーター名 住所

1 （株）足利銀行 栃木県宇都宮市桜４丁目１番25号

2 （株）エフエム栃木 宇都宮市中央１−２−１

3 三信電工（株） 宇都宮市川俣町1056番地

4 （株）下野新聞社 宇都宮市昭和１−８−11

5 （学）ＴＢＣ学院 宇都宮市⼆荒町６−６

6 （特非）栃木県こども応援なないろ

宇都宮市東今泉２−３−30

グリーンハイツ２−106

7 （福）栃木県社会福祉協議会 宇都宮市若草１−10−６

8 （公財）とちぎ男女共同参画財団 宇都宮市野沢町４番地１

9 （公財）とちぎ未来づくり財団 宇都宮市本町１−８

10 （株）���¦ー 宇都宮市伝⾺町４−４

11 （地P）栃木県f
ZEV院 宇都宮市下
Z町2162

12 �ームp)�?+��£��ー«�q S�市

13 �����®ー�¯�（株） 宇都宮市⻄原１−３−４aret

14 （地P）栃木県f�¤¥� ー�¯���ター 宇都宮市駒⽣町3337−１

15 （株）�7C"�& 宇都宮市岩A町1355番地

16 （地P）栃木県f|���ター 宇都宮市cR４丁目t番13号

17 （株）ホテルサンシャイン⻤怒川 ⽇光市⻤怒川温泉⼤原1437-1

18 （株）栃木銀行 宇都宮市⻄２−１−18

19 とも�zサ��ー�°¨ 宇都宮市

20 （特非）福k会 ⿅沼市板荷2971−３

21 （�）<;会 栃木市岩舟町��849

22 （福）裕⺟和会 栃木市岩舟町和泉816

23 （b）{��画 佐野市⾼砂町2800−１

24 （b）©�¢¡�� 佐野市⾼砂町2800−１

25 名も]}j援hZW 宇都宮市l5)市

 （３） 「とちぎ選挙啓発サポーター」一覧

（令和６年11月17日現在）
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No サポーター名 住所

26 介護付有料老人ホーム みずき佐野 佐野市堀⽶町820−５

2" 株式会社SROb�ビ 宇都宮市昭和２−２−２

2$ ILJ ⽇光市今市６２８−１８

2% ILJ イマイ_'	 ⽇光市今市６２８−１８

30 株式会社エイジェックスポーツマネジメント 小山市梁６７

3�

児童発達支援放課後等デイサービス

DreamKids簗瀬店

宇都宮市簗瀬４−２２−１１

コーポラス芳賀１ＦＡ号室

32 -3Zー�デンg�ーgス 小山市梁６７

33 株式会社-3g�ックス 宇都宮市駒⽣２−１０−２８

3� 株式会社 )h�ス 宇都宮市旭１−４−３０

3� 株式会社-3放& 宇都宮市昭和２−２−５

とちぎ選挙啓発サポーター登録一覧
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No サポーター名 住所

26 介護付有料老人ホーム みずき佐野 佐野市堀⽶町820−５

2" 株式会社SROb�ビ 宇都宮市昭和２−２−２

2$ ILJ ⽇光市今市６２８−１８

2% ILJ イマイ_'	 ⽇光市今市６２８−１８

30 株式会社エイジェックスポーツマネジメント 小山市梁６７

3�

児童発達支援放課後等デイサービス

DreamKids簗瀬店

宇都宮市簗瀬４−２２−１１

コーポラス芳賀１ＦＡ号室

32 -3Zー�デンg�ーgス 小山市梁６７

33 株式会社-3g�ックス 宇都宮市駒⽣２−１０−２８

3� 株式会社 )h�ス 宇都宮市旭１−４−３０

3� 株式会社-3放& 宇都宮市昭和２−２−５

とちぎ選挙啓発サポーター登録一覧

４　知事選挙に係る年齢別投票率状況調査結果

男　性 女　性 平　均 男　性 女　性 平　均 男　性 女　性 平　均

18 27.53 25.05 26.42 26.16 23.24 24.83 32.50 31.47 32.09

19 14.72 15.23 14.98 13.89 14.64 14.29 17.70 17.83 17.77

小　計 21.33 19.69 20.55 20.21 18.46 19.35 25.41 24.50 25.03

20 13.52 14.09 13.81 12.79 11.85 12.28 16.08 24.39 19.64

21 12.58 14.55 13.59 12.23 13.94 13.13 14.34 17.48 15.88

22 12.45 13.52 12.99 10.43 13.66 12.09 20.07 13.28 16.91

23 14.20 21.09 17.40 14.33 23.67 18.60 14.19 12.53 13.38

24 16.69 17.35 16.98 17.75 18.50 18.08 13.04 11.64 12.54

小　計 13.99 16.01 14.97 13.70 16.12 14.90 15.55 15.97 15.76

25 15.24 18.96 16.90 14.30 18.10 16.02 19.40 23.05 20.99

26 15.72 21.18 18.09 15.06 21.19 17.84 18.32 21.61 19.58

27 18.40 20.98 19.64 17.84 21.82 19.80 21.03 17.90 19.68

28 21.18 21.96 21.53 21.24 24.44 22.64 21.78 14.82 18.79

29 20.28 23.59 21.73 22.44 22.89 22.64 13.04 27.14 18.89

小　計 18.25 21.37 19.65 18.33 21.71 19.86 18.72 20.56 19.52

30 23.58 27.57 25.45 26.87 30.35 28.46 9.93 17.12 13.43

31 27.72 27.94 27.83 27.41 27.18 27.30 29.79 31.69 30.67

32 26.60 27.83 27.19 29.80 26.90 28.41 15.62 31.90 23.68

33 21.48 25.51 23.29 20.72 26.26 23.20 25.07 23.50 24.40

34 26.40 29.15 27.70 26.00 29.33 27.58 28.77 29.30 29.03

小　計 25.13 27.63 26.30 26.08 28.02 26.98 22.58 26.93 24.61

35 25.37 24.36 24.89 25.44 26.38 25.88 26.08 18.53 22.25

36 27.07 27.43 27.25 28.12 29.25 28.68 24.10 21.45 22.79

37 29.41 28.49 28.98 29.44 28.81 29.14 30.48 28.11 29.31

38 26.80 26.88 26.85 27.97 28.19 28.07 23.72 22.87 23.34

39 25.14 28.52 26.73 26.71 29.84 28.16 20.82 25.55 23.16

小　計 26.76 27.18 26.96 27.56 28.53 28.02 24.82 23.35 24.11

40 28.76 30.22 29.49 30.48 30.46 30.46 24.64 30.33 27.34

41 28.43 30.65 29.53 28.93 33.23 30.99 27.59 23.08 25.20

42 26.14 32.24 29.12 25.53 33.28 29.39 29.16 28.97 29.10

43 29.25 27.29 28.36 30.76 28.26 29.61 25.99 25.14 25.65

44 29.76 28.57 29.21 29.08 28.10 28.61 33.36 31.20 32.42

小　計 28.50 29.81 29.14 28.96 30.70 29.80 28.06 27.57 27.85

45 31.69 31.09 31.41 31.02 31.37 31.18 35.04 31.31 33.21

46 30.69 35.38 33.04 31.53 35.57 33.60 29.45 35.84 32.48

47 29.20 35.40 32.19 28.70 34.86 31.75 31.81 38.43 34.78

48 29.74 33.75 31.64 30.73 35.33 32.97 27.94 28.49 28.23

49 31.79 33.76 32.75 31.81 33.27 32.52 32.87 36.48 34.63

小　計 30.60 33.94 32.21 30.75 34.16 32.41 31.28 34.16 32.64

50 32.45 28.50 30.50 32.56 26.60 29.64 33.32 35.33 34.34

51 31.03 34.56 32.66 32.80 34.25 33.44 25.79 36.64 31.18

52 33.86 36.82 35.23 34.23 36.81 35.41 34.05 38.03 35.87

53 29.96 36.10 32.92 29.69 36.35 32.87 32.03 36.40 34.20

54 34.91 35.50 35.19 34.07 35.79 34.86 39.29 35.45 37.53

小　計 32.40 34.24 33.28 32.64 33.91 33.24 32.80 36.38 34.54

55 34.05 35.09 34.56 32.74 34.07 33.39 39.87 39.65 39.76

56 35.10 40.02 37.49 35.76 39.85 37.75 34.32 41.80 37.96

57 32.23 40.25 35.85 31.01 38.33 34.29 37.48 47.67 42.13

58 39.22 37.52 38.39 39.67 39.49 39.58 39.05 32.41 35.61

59 38.02 36.93 37.50 35.56 36.10 35.82 46.65 40.71 43.93

小　計 35.40 37.96 36.64 34.53 37.42 35.91 39.57 40.92 40.23

60 36.49 38.61 37.53 37.25 40.12 38.67 35.57 35.14 35.37

61 39.25 38.42 38.84 39.09 37.96 38.54 41.19 40.98 41.08

62 40.19 40.14 40.18 39.13 40.74 39.88 44.62 40.13 42.39

63 37.05 38.68 37.85 36.48 37.34 36.87 40.15 43.19 41.73

64 40.06 41.25 40.66 41.92 40.34 41.13 37.07 45.06 40.96

小　計 38.57 39.40 38.99 38.69 39.27 38.97 39.69 41.10 40.39

65 40.14 41.70 40.94 40.80 40.67 40.74 39.99 45.79 42.91

66 41.03 43.64 42.33 42.75 45.62 44.23 38.75 39.35 39.07

67 39.87 38.73 39.32 39.52 37.63 38.58 42.17 43.12 42.64

68 39.92 41.81 40.85 40.45 40.22 40.33 40.31 47.58 43.48

69 43.73 41.23 42.48 44.04 39.56 41.81 44.56 46.66 45.61

小　計 40.97 41.46 41.22 41.56 40.81 41.18 41.11 44.63 42.79

70 40.66 42.09 41.40 40.06 43.46 41.77 43.56 40.89 42.09

71 43.19 40.79 41.99 40.20 39.47 39.83 51.17 45.44 48.43

72 41.45 41.21 41.34 41.26 40.49 40.87 43.37 44.36 43.86

73 44.23 43.76 43.99 44.85 42.55 43.65 44.54 48.10 46.34

74 43.32 41.87 42.54 43.89 39.83 41.66 43.71 48.19 46.01

小　計 42.55 41.97 42.25 42.04 41.12 41.56 45.22 45.42 45.32

75 42.03 39.58 40.76 39.54 37.81 38.64 48.90 44.96 46.87

76 39.79 38.47 39.13 36.72 36.01 36.35 47.94 45.66 46.84

77 34.86 38.87 37.06 33.47 36.14 34.96 39.72 47.65 43.95

78
39.44 31.39 34.86 35.71 30.54 32.69 50.20 35.14 42.34

79

39.82 33.75 36.38 38.50 34.24 36.07 44.68 33.45 38.56

小　計 39.27 37.04 38.08 36.82 35.29 36.00 46.44 42.89 44.60

80以上 39.88 27.52 32.13 40.71 28.35 32.92 39.28 26.23 31.21

合　計 31.96 32.14 32.05 31.66 31.89 31.78 34.03 33.94 33.99

知事選挙における年齢別推計投票率

　　　区分

年齢別

推計投票率（ 県全 体） 推 計 投 票 率 （ � � ） 推 計 投 票 率 （ � � ）
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(注）　この調査は、県内７９２投票区の中から、各市町ごとに標準的な投票率を示した投票区を原則

として１投票区ずつ抽出して集計し、その年齢別投票率の平均的な傾向を示したものである。

（1） 標本数

①投票区数　２７投票区（県内の投票区の３．４１％に相当）

②有権者数　６８，６１５人（県内の選挙当日有権者数の４．３３％に相当）

（�） 投票率の補正

抽出した投票区について集計したところ、実投票率と若干の乖離が生じたので、補正の上、

各年齢別投票率を推計した。

(�� 集計に当たっては、年齢区分を１dごとにしたが、/10のDWについては、５dごとに�Q

区分したものによっている。
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(注）　この調査は、県内７９２投票区の中から、各市町ごとに標準的な投票率を示した投票区を原則

として１投票区ずつ抽出して集計し、その年齢別投票率の平均的な傾向を示したものである。

（1） 標本数

①投票区数　２７投票区（県内の投票区の３．４１％に相当）

②有権者数　６８，６１５人（県内の選挙当日有権者数の４．３３％に相当）

（�） 投票率の補正

抽出した投票区について集計したところ、実投票率と若干の乖離が生じたので、補正の上、

各年齢別投票率を推計した。

(�� 集計に当たっては、年齢区分を１dごとにしたが、/10のDWについては、５dごとに�Q

区分したものによっている。

男　性 女　性 平　均 男　性 女　性 平　均 男　性 女　性 平　均

18～19歳

25.32 22.06 23.81 31.80 33.44 32.65 21.33 19.69 20.55

20～24歳

14.20 16.77 15.39 18.73 20.77 19.69 13.99 16.01 14.97

25～29歳

18.41 19.92 19.12 21.30 24.36 22.78 18.25 21.37 19.65

30～34歳

20.86 22.27 21.52 26.68 29.11 27.84 25.13 27.63 26.30

35～39歳

23.39 25.51 24.37 28.28 29.70 28.97 26.76 27.18 26.96

40～44歳

25.81 28.69 27.18 30.72 34.61 32.54 28.50 29.81 29.14

45～49歳

31.15 32.83 31.96 34.82 37.84 36.28 30.60 33.94 32.21

50～54歳

35.62 38.26 36.92 36.78 42.09 39.36 32.40 34.24 33.28

55～59歳

37.86 39.91 38.85 43.10 44.55 43.81 35.40 37.96 36.64

60～64歳

40.21 39.40 39.80 45.64 49.63 47.60 38.57 39.40 38.99

65～69歳

44.98 43.03 44.00 50.58 52.46 51.54 40.97 41.46 41.22

70～74歳

46.76 46.85 46.80 52.95 52.31 52.63 42.55 41.97 42.25

75～79歳

49.20 42.98 45.79 54.94 50.42 52.56 39.27 37.04 38.08

80歳以上

45.10 28.27 34.14 44.98 28.80 34.72 39.88 27.52 32.13

合　計

33.39 33.15 33.27 38.48 38.97 38.73 31.96 32.14 32.05

知事選挙における年齢階層別推計投票率

　　区　分

年齢階層別

平成28年11月20日執行 令和２年 11 月 15 日 執行 令和６年 11 月 17 日 執行
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男　性 女　性 平　均 男　性 女　性 平　均 男　性 女　性 平　均

18～19歳

25.84 20.47 23.41 31.00 33.57 32.29 20.21 18.46 19.35

20～24歳

14.39 16.86 15.55 17.54 20.05 18.73 13.70 16.12 14.90

25～29歳

17.67 19.19 18.38 22.06 23.48 22.75 18.33 21.71 19.86

30～34歳

20.58 21.59 21.05 25.97 28.50 27.16 26.08 28.02 26.98

35～39歳

22.79 25.00 23.81 28.55 29.48 28.99 27.56 28.53 28.02

40～44歳

25.34 27.80 26.50 29.49 33.56 31.39 28.96 30.70 29.80

45～49歳

31.39 32.70 32.03 34.71 36.17 35.41 30.75 34.16 32.41

50～54歳

35.79 38.68 37.20 35.40 41.44 38.36 32.64 33.91 33.24

55～59歳

37.04 38.22 37.61 42.68 43.46 43.04 34.53 37.42 35.91

60～64歳

38.54 38.14 38.33 46.35 48.74 47.53 38.69 39.27 38.97

65～69歳

45.07 42.40 43.72 50.18 50.51 50.34 41.56 40.81 41.18

70～74歳

46.41 47.04 46.74 52.20 52.52 52.38 42.04 41.12 41.56

75～79歳

49.51 43.57 46.25 55.33 50.96 52.99 36.82 35.29 36.00

80歳以上

47.85 29.49 35.89 44.55 29.45 35.03 40.71 28.35 32.92

合　計

33.01 32.79 32.90 37.71 38.23 37.97 31.66 31.89 31.78

知事選挙における年齢階層別推計投票率

(市　部）

　　区　分

年齢階層別

平成28年11月20日執行 令和２年 11 月 15 日 執行 令和６年 11 月 17 日 執行

男　性 女　性 平　均 男　性 女　性 平　均 男　性 女　性 平　均

18～19歳

25.17 27.56 26.37 38.26 36.18 37.13 25.41 24.50 25.03

20～24歳

14.36 17.48 15.71 23.99 25.17 24.54 15.55 15.97 15.76

25～29歳

21.64 22.99 22.29 21.11 29.39 24.97 18.72 20.56 19.52

30～34歳

22.77 25.18 23.93 31.47 33.48 32.47 22.58 26.93 24.61

35～39歳

26.37 28.24 27.24 30.16 33.15 31.59 24.82 23.35 24.11

40～44歳

29.04 33.06 30.99 37.23 41.08 39.02 28.06 27.57 27.85

45～49歳

32.36 35.54 33.84 39.08 47.03 42.99 31.28 34.16 32.64

50～54歳

37.25 38.92 38.08 44.58 48.39 46.40 32.80 36.38 34.54

55～59歳

41.17 45.15 43.11 48.25 51.07 49.66 39.57 40.92 40.23

60～64歳

45.31 43.70 44.53 47.37 55.39 51.24 39.69 41.10 40.39

65～69歳

46.38 46.15 46.26 54.78 60.07 57.45 41.11 44.63 42.79

70～74歳

49.95 48.60 49.29 58.06 55.85 56.99 45.22 45.42 45.32

75～79歳

50.68 43.28 46.70 58.51 53.39 55.95 46.44 42.89 44.60

80歳以上

40.46 26.38 31.29 49.29 29.43 36.52 39.28 26.23 31.21

合　計

36.05 35.62 35.83 43.82 44.24 44.03 34.03 33.94 33.99

知事選挙における年齢階層別推計投票率

(郡　部）

　　区　分

年齢階層別

平成28年11月20日執行 令和２年 11 月 15 日 執行 令和６年 11 月 17 日 執行
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男　性 女　性 平　均 男　性 女　性 平　均 男　性 女　性 平　均

18～19歳

25.17 27.56 26.37 38.26 36.18 37.13 25.41 24.50 25.03

20～24歳

14.36 17.48 15.71 23.99 25.17 24.54 15.55 15.97 15.76

25～29歳

21.64 22.99 22.29 21.11 29.39 24.97 18.72 20.56 19.52

30～34歳

22.77 25.18 23.93 31.47 33.48 32.47 22.58 26.93 24.61

35～39歳

26.37 28.24 27.24 30.16 33.15 31.59 24.82 23.35 24.11

40～44歳

29.04 33.06 30.99 37.23 41.08 39.02 28.06 27.57 27.85

45～49歳

32.36 35.54 33.84 39.08 47.03 42.99 31.28 34.16 32.64

50～54歳

37.25 38.92 38.08 44.58 48.39 46.40 32.80 36.38 34.54

55～59歳

41.17 45.15 43.11 48.25 51.07 49.66 39.57 40.92 40.23

60～64歳

45.31 43.70 44.53 47.37 55.39 51.24 39.69 41.10 40.39

65～69歳

46.38 46.15 46.26 54.78 60.07 57.45 41.11 44.63 42.79

70～74歳

49.95 48.60 49.29 58.06 55.85 56.99 45.22 45.42 45.32

75～79歳

50.68 43.28 46.70 58.51 53.39 55.95 46.44 42.89 44.60

80歳以上

40.46 26.38 31.29 49.29 29.43 36.52 39.28 26.23 31.21

合　計

36.05 35.62 35.83 43.82 44.24 44.03 34.03 33.94 33.99

知事選挙における年齢階層別推計投票率

(郡　部）

　　区　分

年齢階層別

平成28年11月20日執行 令和２年 11 月 15 日 執行 令和６年 11 月 17 日 執行
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株式会社　井上総合印刷


